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 はじめに                        

１ 目的 

地震等の大規模な自然災害や事故等により、多数の傷病者が発生し、被災地及びその周

辺の医療救護の対応能力を著しく超えた場合、発災後の急性期から亜急性期（地域の医療

機関の診療機能が復旧し、引き継ぐことができる状態）までの間は、熊本県地域防災計画

（一般災害対策編、地震津波災害対策編）に定める「医療救護活動」による対応を行うこ

ととされております。 

本マニュアルは、平成 28 年熊本地震の経験を活かし、災害時の医療救護活動を迅速か

つ円滑に行うため、標準的な活動マニュアルとして学識者、関係団体と共同で平成３０年

（２０１８年）に策定し、平成３１年（２０１９年）に改訂を行いました。 

その後の令和２年７月豪雨災害への対応や日本ＤＭＡＴ活動要領の改正等を踏まえ、こ

の度、内容の見直しを行いました。 

災害時において、医療従事者及び行政職員等は、本マニュアルを指針として医療救護活

動を行うこととします。 

 

２ 本マニュアルと他のマニュアルとの関係 

大規模災害においては、多数傷病者への対応等の医療救護活動や保健・衛生等の公衆衛

生活動が必要となります。 

本マニュアルは、災害発生直後の超急性期から亜急性期までの間保健医療活動チーム等

によって実施される医療救護活動の指針となるものです。 

保健・衛生等の公衆衛生活動については、「災害時保健活動マニュアル」（県健康福祉

部作成）等がその指針となります。 

また、避難所の運営等については、各市町村が作成する「避難所運営マニュアル」及び

県が作成する「福祉避難所運営マニュアル」がその指針となります。 

 なお、福祉に関する活動についてのマニュアルは、別に定めるものとします。 

 



 

 

３ 災害医療提供体制図 
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４ 災害時における被災地外からの保健医療福祉に関わるチームの例 

（出典：令和７年１月１７日厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室） 
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５ 用語解説 

 

【あ】 
 
アセスメント 

得られた情報から物事を客観的に評価することであり、災害時においては、主に避難所または医療機
関等の被害状況、被災者の生活環境、医療ニーズ及び医療資源の調査等を行うときに用いる。 

 

【い】 
 

医療救護活動  

救護所、避難所、病院、診療所等で実施される被災者に対する医療活動のこと。また、避難所での医
療活動や巡回診療、医療活動に付随して必要な医薬品の供給輸送なども医療救護活動に含む。 

 

【き】 
 

基幹災害拠点病院 

  地域災害拠点病院の機能、県全域の災害拠点病院の機能を強化するための訓練・研修機能を有する病
院であり、県が災害時の医療体制を確保するため指定した病院のこと。熊本県は熊本赤十字病院を指
定。 

 

救護所 

多数の負傷者が一度に発生した場合等に、これらの負傷者に対応するため、市町村が開設するもの。 
 

【く】 
 

熊本県保健医療調整部門（保健医療調整部門）／熊本県保健医療福祉調整現地本部（現地本部） 

保健医療調整部門は、県災害対策本部内に設置され、災害時に医療救護に関する情報共有や活動方針
等を調整する。保健医療福祉調整現地本部は、県地方災害対策本部内に設置され、災害時に地域におけ
る保健医療活動の総合調整を行う。 

 

熊本県災害対策本部（県災対本部）／熊本県地方災害対策本部（地方本部） 

熊本県が、災害が発生または発生することが予測される場合に設置する災害対策全般を統括する本
部。本部は、知事を本部長として熊本県庁防災センター２階オペレーションルームに置き、地方災害対
策本部は、各地域振興局に置く。消防機関、海上保安庁、警察及び自衛隊等と連携しながら県内におけ
る救援・救護活動の総合調整を行う。 

 

熊本県地域防災計画 

災害対策基本法第 40条に基づき、知事が熊本県防災会議に諮り、防災のために必要な予防、応急対
策及び復旧について定めた計画のこと。災害の種類ごとに、一般災害対策編、地震・津波対策編で構成
している。 

  

熊本ＤＭＡＴ 

国の主催する日本ＤＭＡＴ研修または都道府県が主催するＤＭＡＴ研修を修了し、本県が熊本ＤＭＡ
Ｔ隊員として登録した者で構成されるチームのこと。自然災害や、大規模な交通事故等が発生した場合
に、熊本ＤＭＡＴ運営要綱に定める出動基準に基づき、県は熊本ＤＭＡＴの派遣を要請することができ
る。（「ＤＭＡＴ」については【Ｄ】ＤＭＡＴを参照） 

 

熊本ＤＭＡＴ指定病院 

ＤＭＡＴを保有し、ＤＭＡＴ派遣に関する本県からの協力依頼を受諾した病院のこと。熊本県は 19
施設を指定（令和７年８月現在））。（「ＤＭＡＴ」については【Ｄ】ＤＭＡＴを参照） 
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クロノロ 
クロノロジーの略で、災害時・緊急時の状況あるいは活動の内容を時系列に沿って記録・整理した情

報あるいはその手法のこと。 
 

【け】  
 

県災害医療コーディネーター 

災害時に県庁に出務し、県全体の医療チームの配置調整や傷病者の受入先の調整等を行う医師のこ
と。 

 

【こ】  
 

広域医療搬送 

国が各機関の協力の下、自衛隊機等の航空機を用いて対象患者を被災地内の航空搬送拠点から被災地
外の航空搬送拠点まで航空搬送する医療搬送をいう。また、広域医療搬送は、被災地域及び被災地域外
の民間や自衛隊の空港等に航空搬送拠点を設置して行う。 

 

航空搬送拠点 

広域医療搬送を実施するため、適用となる患者を被災地域内の各災害拠点病院等から参集させるため
の中継拠点のこと。拠点には航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）が設置され、広域医療搬送に備えて
患者の安定化処置等が実施される。また、被災県の支援に入る他県のＤＭＡＴ等の参集拠点ともなる。
（航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）については【Ｓ】ＳＣＵを参照） 

 
 

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局 

平時にはＤＭＡＴの養成や運用方法等の検討を行いながらＤＭＡＴの体制整備を行い、また、災害時
においては、全国レベルでのＤＭＡＴ活動の総合調整を行う。また、被災地域内で活動するＤＭＡＴの
運用について県保健医療調整部門と連携するほか、必要に応じて、県ＤＭＡＴ調整本部の支援に入る。
（「ＤＭＡＴ」については【Ｄ】ＤＭＡＴを参照） 

 

【さ】 
 

災害歯科コーディネーター 

  災害歯科コーディネーターは、災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、災害時歯科保健医
療活動及び歯科医療救護に関する情報収集及び支援策への助言や立案、ＪＤＡＴ等による歯科保健医療
支援を効率的かつ効果的に受け入れるために熊本県歯科医師会等と連携して受援体制の整備等を行う歯
科医師のこと。 

 

災害処方箋 

救護所や避難所等での円滑な調剤業務のため、救護所や避難所等で医療チームなどが使用する処方箋
のこと。 

 

災害診療記録 

救護所や避難所等で医療チームなどが使用する診療記録のこと。患者本人に交付し携行させること
で、災害時の診療履歴を患者本人が管理できる。また、医療チームが替わっても、患者本人が別の避難
所等に移動しても、携行している災害時診療記録で診療履歴を把握することができる。 

 

災害時小児周産期リエゾン 

災害時に災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、小児・周産期医療に関する調整を行う医
師、看護師又は助産師のこと。 
 

災害薬事コーディネーター 

災害時に災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、医薬品等の供給や薬剤師班の派遣等の調
整を行う薬剤師のこと。 
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サポートチーム 
災害時に保健所が開催する地域災害保健医療福祉対策会議等に参加し、医療救護活動の情報を共有

し、各所属団体等における医療救護活動を行なう地域の医療関係者のこと。 
 

【す】 
 

スフィア基準 

国際赤十字等が策定した、災害や紛争の被災者が尊厳ある生活を営むための人道支援活動における最
低基準のこと。 
 

【せ】 
 

全国知事会救護班 

災害時に、被災県からの要請に基づき全国知事会が派遣する、都道府県ごとに編成される都道府県救
護班のこと。都道府県救護班は、避難所等での診療、健康管理活動などを行う。 

 

【ち】 

 

地域医療搬送 

被災地内外を問わず、都道府県、市町村及び病院が、各防災関係機関の協力を得て、ヘリコプター、
救急車等により患者を搬送する医療搬送（県境を越えるものも含む）であって、広域医療搬送以外のも
のをいう。また、災害現場から被災地域内の医療機関への搬送、被災地域内の医療機関から近隣地域へ
の搬送、被災地域内の医療機関からＳＣＵへの搬送及び被災地域外のＳＣＵから医療機関への搬送を含
む。（ＳＣＵについては【Ｓ】ＳＣＵを参照） 

 

地域災害医療コーディネーター 

災害時に災害拠点病院（ＤＭＡＴ活動拠点本部）や保健所等に出務し、保健所管轄区域内の医療チー
ムの配置調整や傷病者の受入先の調整等を行う医師のこと。 

 

地域災害拠点病院 

災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能、被災地からの一時的な重症
傷病者の受入れ機能、ＤＭＡＴ等の受入れ・派遣機能、傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への
対応機能、地域の医療機関への応急用資機材の貸出し機能を有し、県が指定した病院のこと。熊本県は
17 病院を指定（令和７年８月現在）。 

 

【と】 
 

統括ＤＨＥＡＴ 

  都道府県の保健医療福祉調整本部の機能強化及び被災保健所等との連携の強化を行う者で、専門的な
研修・訓練を受けた都道府県から任命された者。（「ＤＨＥＡＴ」については【Ｄ】ＤＨＥＡＴを参
照） 

 

統括ＤＭＡＴ 

厚生労働省が実施する統括ＤＭＡＴ研修を修了し、厚生労働省に登録されたＤＭＡＴ隊員（医師）
で、平時にはＤＭＡＴに関する研修・訓練及び県の災害医療体制に関する助言を行い、災害時において
は、各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する資格を有する者。（「ＤＭＡＴ」については【Ｄ】ＤＭＡ
Ｔを参照） 

 

ドクターヘリ 

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成１９年６月２７日法律第
１０３号）に基づき、厚生労働省のドクターヘリ導入促進事業により都道府県等の救急医療政策の一環
として運用されている医師及び看護師又は救急救命士を搭乗させたヘリコプターのこと。災害時には、
災害時のドクターヘリ運航要領等に基づき、必要に応じてＤＭＡＴの活動支援に活用することができ
る。熊本県では、熊本赤十字病院に配備。 
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トリアージ／トリアージタッグ 
トリアージは、災害時に多くの患者が発生したとき、その中から早期に治療を要する重症患者を発見

し、早期に適切な治療を行うことにより、より多くの人命を救うために実施する判定のことで、トリア
ージタッグを用いて行う。 
救護所や病院などの受入時点では多くの患者に対応できる、START方式を実施する。収容先で二次的

なトリアージを行う場合は、生理学的かつ解剖学的評価を行う PAT法など適宜必要な方法で実施する。 
 

【に】 
 

日赤救護班 

日本赤十字社は、災害時に、発災直後から都道府県支部ごとに編成される日赤救護班を派遣し、日赤
救護班は、救護所の設置、避難所等での診療、こころのケア活動などを行う。 

 

日本ＤＭＡＴ 

厚生労働省が実施する日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームで、医師、看護師、業務調整員（医師、看
護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多数の傷病者が発生した事故などの急性期
に活動できる機動性を持ち、専門的な訓練を受けた医療チームのこと。本県の病院に所属するものは
「熊本ＤＭＡＴ」という。（「ＤＭＡＴ」については【Ｄ】ＤＭＡＴを参照） 

 

【ひ】 
 

避難所 

災害時に生活基盤を喪失又は帰宅が困難となった住民が一時的に生活する場所のこと。原則として市
町村が設置・運営する。 

 

避難所アセスメントシート 

避難所のライフラインの状況、生活環境及び衛生状態、アクセス方法及び各種の医療ニーズを評価し
て記載するためのシートのこと。。 

 

【ほ】 
 

保健医療活動チーム 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、全国知事会救護班、日赤救護班、医師会救護班、日本医師会災害
医療チーム（ＪＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡ
Ｔ）、その他の医療救護班、災害保健医療を行う全ての医療チームを指し、災害支援薬剤師、災害支援
ナース、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－
ＤＡＴ）等も含む。 

 

【ら】 
 

ラピッドアセスメントシート 

  避難所を中心に周辺地域の被災状況やニーズを適切に把握し、分野横断的に情報共有を図ることによ
り、迅速な支援の優先付けを可能とすることを目的に「スフィア基準」に基づき作成した避難所に関す
るアセスメント調査票のこと。 

 

【Ｄ】 
 

ＤＩＣＴ（ディーアイシーティー） 

大規模自然災害の発生時に避難所等における感染症対策を支援するために、感染制御の実務経験者に
より編成され、発災早期に感染症対策に関する支援の必要性を評価し、被災地の保健所、感染制御チー
ム（ICT）等と連携して、避難所等における集団感染症の抑制や制御を目的に活動する、災害時感染制
御支援チームのこと。 
 
 
 



 

0-8 

 

Ｄ２４Ｈ（ディートゥエンティフォーエイチ） 

  大規模災害時に保健医療福祉の支援活動を行うための災害時保健医療福祉活動情報支援システムのこ
と。 

 

ＤＭＡＴ（ディーマット） 

大地震及び航空機・列車事故といった大規模災害の急性期に、被災地に迅速に駆けつけ、救急治療を
行う専門的な訓練を受けた災害派遣医療チームのこと。 
 

ＤＭＡＴ（ディーマット）コーディネーションチーム 

ＤＭＡＴコーディネーター及びＤＭＡＴ隊員で編成され、都道府県ＤＭＡＴ調整本部やＤＭＡＴ活動
拠点本部等での本部業務を主に行い、統括ＤＭＡＴをサポートする。 

 

ＤＭＡＴ（ディーマット）コーディネーター 

ＤＭＡＴコーディネーターの認定要件を満たし、厚生労働省に登録された日本ＤＭＡＴ隊員。平時は
日本ＤＭＡＴの運用全体を把握し、研修における受講者へのインストラクションやコース運営と訓練に
おける企画・運営を担い、災害時には、ＤＭＡＴコーディネーションチームとして、被災都道府県ＤＭ
ＡＴ調整本部や活動拠点本部等での本部支援を行う。 

 

ＤＰＡＴ（ディーパット） 

自然災害や犯罪事件、航空機事故等の集団災害が発生した場合に、被災地域で精神科医療の提供や精
神保健活動の支援等を行う専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チームのこと。 

 

ＤＰＡＴ統括者 

  被災都道府県内で活動する全てのＤＰＡＴの指揮・調整とロジスティクス、災害対策本部等との連絡
及び調整、災害医療コーディネーターとの連携、被災地の精神保健医療に関する被災情報の収集、厚生
労働省等との情報共有等の統括業務を行う、都道府県に任命された精神科医のこと。 

 

ＤＨＥＡＴ（ディヒート） 

  災害時において地方公共団体の保健医療行政の指揮調整機能等を応援するため、専門的な研修・訓練
を受けた都道府県等の職員により構成された災害時健康危機管理支援チームのこと。 

 

ＤＨＥＡＴ（ディヒート）先遣隊 

  厚生労働省からの要請により、発災後概ね 48時間以内に被災都道府県の本庁や保健所で活動を開始
し、被災都道府県等の被災状況を速やかに厚生労働省やＤＨＥＡＴ事務局等に情報共有するとともに、
発災直後の被災都道府県の保健医療福祉部門の指揮調整機能等を支援するＤＨＥＡＴのこと。 

 

【Ｅ】  

 

ＥＭＩＳ（イーミス） 

広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、災害時の迅速かつ適切な医療救護活動を支援す
るため、医療機関の被害情報や患者受入れ情報をはじめ、診察状況など災害医療に関する情報を収集・
提供し、行政や医療関係機関等と共有するシステムのこと。 

 

【Ｊ】 

 

Ｊ－ＳＰＥＥＤ（ジェイスピード） 

災害診療記録（Ｊ－ＳＰＥＥＤ）は、災害時の診療記録や報告の標準様式、及びその電子システムの
こと。 
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ＪＭＡＴ（ジェイマット） 

日本医師会は、災害時に、被災地の医師会からの要請に基づき、都道府県医師会ごとに編成されるＪ
ＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）を派遣し、ＪＭＡＴは、避難所等での診療、健康管理活動などを
行う。 

 
ＪＤＡＴ（ジェイダット） 
  災害発生後おおむね 72 時間以降に地域歯科保健医療専門職により行われる、緊急災害歯科医療や避
難所等における口腔衛生を中心とした公衆衛生活動支援を通じて被災者の健康を守り、地域歯科医療の
復旧を支援する日本災害歯科支援チームのこと。 

 
ＪＤＡ－ＤＡＴ（ジェイディーエーダット） 
  大規模な自然災害が発生した場合、迅速に被災地内の医療・福祉・行政栄養部門と協力して、緊急栄
養補給物資の支援など状況に応じた栄養・食生活支援活動を通じ、被災地支援を行う日本栄養士会災害
支援チームのこと。 

 
ＪＲＡＴ（ジェイラット） 
  災害時は、リハビリ専門職等がチームを組み、災害のフェーズに合わせて、リハビリテーショントリ
アージや生活不活発病予防、健康支援等を行う日本災害リハビリテーション支援協会のこと。県災害リ
ハビリテーション推進協議会は地域ＪＲＡＴとなる。 

 

【Ｍ】 
 

ＭＡＴＴＳ（マッツ） 

ＥＭＩＳのメニューのひとつである広域医療搬送患者管理システムのこと。被災地内から搬送される
広域医療搬送対象患者の情報を管理するシステム。最終的にどの病院に運ばれたかも追跡可能である。
各機関及びＤＭＡＴの活動拠点から閲覧可能となっている。 

 

【Ｐ】 
 

ＰＡＴ法（パットほう) 

トリアージの方法の一つで、医療機関が治療に際して二次的なトリアージを行う場合に、ＳＴＡＲＴ
法で区分された重症患者等を、さらに生理学的かつ解剖学的評価による詳細な状態観察でトリアージす
る手法のこと。（「ＳＴＡＲＴ法」については【Ｓ】ＳＴＡＲＴ法を参照） 
 

【Ｓ】 
 

ＳＣＵ（エスシーユー） 

大規模災害時の航空機による広域医療搬送や地域医療搬送に際し、患者の症状の安定化や搬送を行う
救護所として、被災地域及び被災地域外の空港や自衛隊基地などに設置される航空搬送拠点臨時医療施
設のこと。 

 

ＳＴＡＲＴ法（スタートほう） 

トリアージの方法の一つで、救助者に対し傷病者の数が特に多い場合に対し、判定基準を出来るだけ
客観的かつ簡素にした判定方法のこと。あくまでも重症、中等症、軽症、死亡または救命の見込みなし
のいずれかへ区分するものであり、詳細な状態観察とトリアージが搬送先で継続されることを前提とし
ている。 
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＜マニュアル 1＞ 行政機関における初動対応                       

（保健医療調整部門における初動対応) ※大雨・台風に係る以下１～４の対応は別紙１参照 

１ 広域災害･救急医療情報システム(ＥＭＩＳ)の運用モード切替･ＥＭＩＳ入力指示 

・ 県（医療政策課）は、気象情報や災害の規模に応じ、直ちにＥＭＩＳを「警戒モード」 

又は「災害モード」運用に切り替えます。 

発災

場所 
気象情報・災害の規模 運用モード 

県内 

・震度５弱以上の地震が発生した場合 

・津波警報が発表された場合 

・線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけが発表された場合 

・本県への台風上陸予報が発表された場合（前日時点） 

・このほか、記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報が発表された場

合、ＤＭＡＴを派遣する可能性がある災害等が発生した場合 

警戒モード 

・震度６弱以上の地震が発生した場合 

・災害により 20名以上の重症・中等症の傷病者の発生が予想される場合 

・県庁に災害対策本部が設置された場合 

・本県に台風が上陸した場合 

・このほか､県内医療機関に被害が発生する等ＤＭＡＴの派遣を要すると

判断される災害が発生した場合 

災害モード 

県外 

・九州で震度６弱以上の地震が発生した場合 

・九州で大規模な列車転覆事故又は航空機墜落事故が発生した場合 

・日本ＤＭＡＴ活動要領に定めるＤＭＡＴ自動待機基準に該当する場合 

・このほか、本県のＤＭＡＴを他の都道府県へ派遣する場合 

警戒モード 

・ 切替後、医療政策課は、ＥＭＩＳの一斉連絡により、医療機関に対し、建物・ライフライ

ン等の被害状況や診療の可否、患者受入可能数等を速やかにＥＭＩＳへ入力するよう依頼し

ます。保健所は、管内医療機関の入力状況を確認し、未入力又は状況が適切に更新されてい

ない管内医療機関に対し、入力を促します。 

・ 医療機関が被災し、インフラの途絶等やむを得ない事情によりＥＭＩＳへの入力が困難な

場合は、保健所、災害拠点病院に所属するＤＭＡＴ等が被害状況等を聴き取った(共通様式

１、２を使用)上で、代行入力を行います。 

 

２ 職員の参集 
・ 県は、閉庁日や時間外に災害が発生した場合、県災害対策本部の職員参集基準等に基づ
き、職員を速やかに参集させます。 

・ 災害対策本部が設置(第３配置)され、全職員が参集する場合、医療政策課職員は、グル
ープＬＩＮＥ等で安否情報及び登庁の可否を発信後、執務室へ登庁します。また、道路の
遮断や公共交通機関等の不通により登庁できない場合は、その旨をグループＬＩＮＥ又は
班長等へ電話で伝えるとともに、最寄りの県関係機関に出向き、応急活動に従事します。 

[参考] 医療政策課の人員配置等 

警戒体制 区分・配置人員等 配置時期 

災害対策本部 

第３配置（全職員） 
県内で震度６弱以上の地震発生、特別警報又は長
周期地震動階級４が発表された場合 

第２配置（3～4名） 
・医療連携班 1～2名 
・他班 2名 

県内で局地的な災害が発生し、さらに被害が拡大
するおそれがある場合など 

第１配置（２名） 
・医療連携班 1～2名 
・他班 0～1名 

県内で局地的な災害が発生した場合など 
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災害警戒本部 
・医療連携班長 

・災害医療担当者 
県内で震度５弱以上の地震発生又は津波警報が発
表された場合など 

本部未設置 
自宅等で情報収集 
・災害医療担当者等 

上記以外の災害発生の場合 

 

３ 保健医療調整部門の設置 ※詳細は【マニュアル２】を参照 

 ・ 県は、保健医療活動チームの派遣調整や保健医療活動に関する情報の連携等の保健医療

活動の総合調整を行うため、以下の設置基準により、県災害対策本部健康福祉対策部（保

健医療福祉調整本部）に、健康福祉部医監を長とする保健医療調整部門(県庁防災センタ

ー2階オペレーションルーム等）を設置します。 

  [設置基準] 
   ①県災害対策本部が設置された場合（自動設置） 
   ②健康福祉部長が必要と認める場合 

 ・ 本部設置後、厚生労働省（医政局地域医療計画課、ＤＭＡＴ事務局）に電話で、県災

害医療コーディネーターへはグループＬＩＮＥ等で、県内災害拠点病院及びＤＭＡＴ隊

員へはＥＭＩＳの一斉連絡で、それぞれその旨を連絡します。 

 

 

 

 

４ 県災害医療コーディネーターの出務要請 

 ・ 保健医療調整部門を設置した場合、医療政策課職員は、速やかに県災害医療コー 

ディネーターに対し、県庁防災センター2階オペレーションルーム等への出務要請 

を行います。 

・ 出務要請は、別紙２「熊本県災害医療コーディネーターの災害時出務順について」に

基づいて行い、グループＬＩＮＥ、電話又はメールにより要請・出務可否の確認を行い

ます。 
  
５ 災害時小児周産期リエゾンの出務要請 

 ・ 災害の規模や被害状況などを踏まえ、必要と判断した場合、医療政策課職員は､災害時
小児周産期リエゾンに対し、県庁防災センター2階オペレーションルーム等への出務要
請を行います。 

 ・ 出務要請・出務可否の確認は、グループＬＩＮＥ、電話又はメールにより行います。 
 
６ 県内ＤＭＡＴの待機要請 

 ・ 以下の出動基準に該当することが見込まれる場合、医療政策課は、ＥＭＩＳ（ 

一斉連絡）により、県内全てのＤＭＡＴ隊員に待機要請を行います。ただし、自動待機

基準に該当する場合は、待機要請の有無にかかわらず、ＤＭＡＴ指定病院は、全てのＤ

ＭＡＴ隊員を待機させます。 

 [出動基準(熊本ＤＭＡＴ運営要綱)] 
①県内において、災害等により 20名以上の重症・中等症の傷病者の発生が予想される場 
合 

②県に対し、国又は他の都道府県から熊本ＤＭＡＴの派遣要請があった場合 
③熊本ＤＭＡＴが出動し対応することが災害等発生時の救命救急に効果的であると特に 
認められる場合 

 [自動待機基準(熊本ＤＭＡＴ運営要綱)] 
  ①県内で震度５弱以上の地震が発生した場合 
  ②日本ＤＭＡＴ活動要領に定める自動待機基準に該当する場合 

◎地域医療計画課 TEL:03-5253-1111（代表） TEL:03-3595-2194（直通） 
◎ＤＭＡＴ事務局 TEL: 03-6233-7173 

55701 

TEL:03-5253-1111（代表
TEL:03-3595-2194
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 [自動待機基準(日本ＤＭＡＴ活動要領)] 
①九州・沖縄ブロック管内で震度６弱以上の地震が発生した場合、特別警報が発出され

た場合 
②中国・四国ブロック管内で震度６強の地震が発生した場合  
③震度７の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場合 

 

７ 災害の概況把握 

 ・ 医療ニーズに応じた適切な対応を行うため、医療政策課は、ＥＭＩＳや県・地方災害対 

策本部及び関係団体からの情報収集により、災害の概況把握に努めます（必要に応じて 

共通様式３を活用。）。 

 ・ また、県内病院の被害状況については、原則としてＥＭＩＳにより把握するものの、

ＥＭＩＳが未入力の場合や取り急ぎ被害状況を把握する必要がある場合(例:震源地付近

の病院の被害状況等)などは、電話、防災無線、衛星携帯電話等により情報収集を行いま

す。 

情報収集先・ツール 情報内容 

ＥＭＩＳ 

医療機関の被害状況（施設の倒壊可能性の有無、ライフライン

等の状況、多数患者受診の有無、職員の過不足、診療の可否、

受入可能患者数 他） 

県・地方災害対策本部 
道路・公共交通機関の被害状況、人的・物的被害状況、避難所

開設状況 他 

関係団体(県医師会等) 診療所（ＥＭＩＳ未登録）の被害状況 他 

 

８ 関係機関・団体との情報共有等 

 ・ 保健医療調整部門は、医療救護活動に関わる以下の関係機関・団体に対し、初動対応

状況の確認や把握している被害状況等の共有等を行います。 

①日本赤十字社熊本県支部 ②熊本県医師会     ③熊本県歯科医師会 

④熊本県看護協会     ⑤熊本県薬剤師会    ⑥熊本県精神科協会 

⑦熊本県栄養士会     ⑧ドクターヘリ基地病院 ⑨その他関係機関 

 ・ また、必要に応じ、出務していない県災害医療コーディネーター及びＤＭＡＴ隊員等 

に対し、把握している被害状況等を共有します。 

 

９ ＤＭＡＴの派遣要請 

（１）県内ＤＭＡＴの派遣要請 

 ・ 以下の出動基準に該当する場合、医療政策課は、県災害医療コーディネーターの助言 

等を踏まえ、参集拠点や派遣要請を行う病院及びチーム数等を調整した上で、県内ＤＭ 

ＡＴ指定病院に対し、電話又はＥＭＩＳ等によりＤＭＡＴの派遣要請を行います。 

[出動基準(熊本ＤＭＡＴ運営要綱)] 

  ①県内で、災害等により 20名以上の重症・中等症の傷病者の発生が予想される場合 

②県に対し、国又は他の都道府県から熊本ＤＭＡＴへの派遣要請があった場合 

③その他、熊本ＤＭＡＴが出動し対応することが災害等発生時の救命救急に効果的である 

と、特に認められる場合 

 

（２）熊本県ＤＭＡＴ調整本部の設置 

 ・ ＤＭＡＴの派遣要請を行った場合、医療政策課は、保健医療調整部門の下に、主 

に急性期におけるＤＭＡＴの活動方針の決定や関係機関との調整等を行うＤＭＡＴ調 

整本部（防災センター3 階 314会議室）を設置します。 
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 ・ また、ＤＭＡＴ調整本部の本部長は、統括ＤＭＡＴ有資格者である県災害医療コーデ 

ィネーターが兼務します。 

・ 本部設置後、厚生労働省（医政局地域医療計画課、ＤＭＡＴ事務局）にその旨を連絡

します。 

 

（３）県外ＤＭＡＴの派遣要請 

 ・ 県内のＤＭＡＴのみでは対応が困難な場合、医療政策課は、日本ＤＭＡＴ活動要領に

基づき、県災害医療コーディネーターの助言等を踏まえ、参集拠点を調整した上で、他

の都道府県又は厚生労働省ＤＭＡＴ事務局に対して、電話により県外のＤＭＡＴの派遣

要請を行います。 

 [日本ＤＭＡＴ活動要領] 

①九州・沖縄ブロック管内で震度６弱以上の地震が発生した場合、特別警報が発出され

た場合 

②中国・四国ブロック管内で震度６強の地震が発生した場合 

③震度７の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場合 

 

10 その他支援要請 

（１）協定締結団体に対する医療支援の要請及び受入れの調整 

① 保健医療調整部門は、保健所等からの情報や支援要請に基づき、協定締結団体※等に

支援の要請を行います。 
※県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県柔道整復師会。県栄養士会 等 

② 要請を受けた団体は、速やかに支援チームを編成し、県が、県災害医療コーディネ

ーター、災害歯科コーディネーター、災害薬事コーディネーターや各団体のリーダー

等と協議のうえ決定した派遣先に、当該支援チームを派遣します。 

 

（２）医薬品等の供給要請への対応 ※詳細は【マニュアル 14】を参照 

① 保健医療調整部門は、保健医療福祉調整現地本部(以下｢現地本部｣という｡)又は災害

拠点病院から医薬品等供給要請（様式 14-1）を受けたときは、協定を締結する医薬品

等卸業団体、県の備蓄、国又は他の都道府県等の順に、医薬品等の供給要請を行いま

す。 

② 医薬品等の供給について要請先の応諾を得たら、応諾内容を要請元に連絡します

（様式 14-1）。 

③ 要請元が指定場所まで医薬品等を受け取りに行くことが難しい場合は、必要に応じ

て輸送手段の調整を行います。 

 

（３）医薬品等の物的支援 

① 上記（２）①の国又は他の都道府県に医薬品等の供給を要請する場合は、必要とす

る医薬品等の品名及び数量を指定して支援要請を行います。 

② 県外から供給される医薬品等は、医薬品等集積所に入庫し仕分けを行ったのち、医

薬品等供給拠点や医薬品等が不足する医療救護施設等に輸送します。なお、供給先

は、現地本部からの情報や支援要請に基づき、県が、保健医療調整部門の災害薬事コ

ーディネーターと協議のうえ、決定します。 
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（４）輸血用血液製剤の供給要請への対応 ※詳細は【マニュアル 14】を参照 

① 保健医療調整部門は、災害時に陸路を使った通常の供給が不可能または著しく困難

な場合、または血液センターによる輸血用血液製剤の輸送が困難な場合は、その輸送

手段（ヘリコプターを含む）を確保します。 

② 保健医療調整部門は、血液センターから輸血用血液製剤の供給状況について報告を

受けます。 

 

（５）その他医療活動に必要な物資等の要請への対応 

① 保健医療調整部門では対応できない電気、ガス、水道等の供給要請については、県

災対本部に供給の調整を要請します。 

② 保健医療救護活動に必要な物資等を供給する機関が、物資等を被災地域に輸送する

ことが困難なときは、県災対本部に輸送手段（ヘリコプターを含む）の確保を要請し

ます。 

 

11 参集場所 
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DMAT・DPAT・DHEAT 調整本部 参集場所（防災センター３階 314 会議室） 

保健医療調整部門 参集場所（防災センター２階オペレーションルーム） 

1-5 

096-333-2864 
（内線 60034～60037） 
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（保健医療福祉調整現地本部における初動対応） 
１ ＥＭＩＳの入力依頼・代行入力 

・  各保健所は、医療政策課がＥＭＩＳの運用モードを切り替えた場合、医療政策課からの

指示又は各保健所の判断により、管内医療機関のＥＭＩＳの入力状況を随時確認し、未入

力の医療機関に対しては、速やかに入力するよう依頼します。 

・ 医療機関が被災し、インフラの途絶等やむを得ない事情によりＥＭＩＳへの入力が困 

難な場合で、当該医療機関から代行入力の要請があった場合には、各保健所は、被 

害状況等を聴き取り(共通様式１、２を使用)、代行入力を行います。この場合、まず、共 

通様式１(発災直後情報)を速やかに入力します。 

 

２ 職員の参集 

・ 県は、閉庁日や時間外に災害が発生した場合、県災害対策本部の職員参集基準等に基づ

き、職員を速やかに参集させます。 

・ 地方災害対策本部が設置(第３配置)され、全職員が参集する場合、各保健所職員は、所

属する各保健所へ登庁します。また、道路の遮断や公共交通機関等の不通により登庁でき

ない場合は、所属長にその旨伝えるとともに、最寄りの県関係機関に出向き、応急活動に

従事します。 
 
３ 保健医療福祉調整現地本部の設置 ※詳細は【マニュアル３】を参照 

・ 県は、地域における保健医療活動の総合調整を行うため、以下の設置基準により、地方 

災害対策本部に、保健所長を長とする保健医療福祉調整現地本部(各保健所等)(以下｢現地 

本部｣という。)を設置します。 

  [現地本部の設置基準] 

   ①地方災害対策本部が設置された場合（自動設置） 

   ②保健医療福祉調整本部が設置され健康福祉部長が設置を指示した場合 

 

４ 被害状況の報告 

 ・ 現地本部を設置した場合、当該保健所は、Ｄ２４Ｈや保健所現状報告システム等によ 

り、保健所の被害状況等を保健医療調整部門に報告します。 

 

５ 地域災害医療コーディネーター等との連携 ※詳細は【マニュアル３】を参照 

 ・ 現地本部を設置した場合、当該保健所は、速やかに地域災害医療コーディネーター及 

びサポートチームと連携します。 
※地域災害医療コーディネーターについては【マニュアル 10】10-2、サポートチームについては 1-7 参照 

 
６ 災害の概況把握 

 ・ 医療ニーズに応じた適切な対応を行うため、各保健所は、ＥＭＩＳや県・地方災害対策 

本部及び関係団体から以下内容の情報を収集するなど、災害の概況把握に努めます（必要 

に応じて共通様式３を使用。）。 

 ・ また、管内医療機関の被害状況については、原則としてＥＭＩＳにより把握するもの

の、ＥＭＩＳが未入力の場合や取り急ぎ被害状況を把握する必要がある場合(例:震源地付

近の病院の被害状況等)などは、電話、防災無線等により情報収集を行います。  

 

情報収集先・ツール 情報内容 

ＥＭＩＳ 
医療機関の被害状況（施設の倒壊可能性の有無、ライフライ
ン等の状況、多数患者受診の有無、職員の過不足、診療の可
否、受入可能患者数 他） 
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県・地方災害対策本部 
道路・公共交通機関の被害状況、人的・物的被害状況、避難
所開設状況 他 

関係団体(郡市医師会等) 診療所（ＥＭＩＳ未登録）の被害状況 他 

 

７ 関係機関・団体との情報共有等 

 ・ 現地本部は、初動対応状況の確認や把握している被害状況等の共有等を行うため、医

療救護活動、保健予防活動、生活環境衛生対策及び福祉支援活動等に関わる次の関係機

関・団体（以下「サポートチーム｣という。)を参集し、災害保健医療福祉調整現地本部

会議を開催します。 

①サポートチーム（郡市医師会、郡市歯科医師会、県看護協会支部、地区薬剤師会、県

栄養士会地域事業部 等） ②訪問看護ステーション ③市町村保健部門  

④福祉関係団体（社会福祉協議会、介護支援専門員協会等） ⑤その他 

・ サポートチームは、各所属団体等において災害対応活動を実施するとともに、各所属

団体の会員等へ災害医療に関する情報提供・共有を行います。 

 

８ 市町村災害対策本部等からの支援要請への対応 

（１）対応の流れ 

① 現地本部は、整理した情報を基に、地域災害医療コーディネーターやサポートチー 

ムとともに管内の医療救護体制による対応の可否を判断するとともに、医療従事者等 

の派遣要請等を整理し、管内の医療救護体制で対応可能な場合、支援可能な市町村や

災害拠点病院への要請を共通様式４によって行います。 

② 保健所管内の医療救護体制では対応しきれない場合には、上記に加えて保健医療調

整部門に支援を要請します。 

③ 支援要請先から応諾があった場合は、支援要請元の市町村災害対策本部等にその旨

を伝達します。 

 

（２）医薬品等の供給要請への対応 ※詳細は【マニュアル 14】を参照 

① 現地本部は、市町村災害対策本部等から医薬品等の供給要請があったときは、保健

医療調整部門に医薬品等の供給を要請します（様式 14-1）。 

② 医薬品等の供給について応諾を得ることができれば、現地本部は応諾内容を要請元

の市町村災害対策本部等に連絡します（様式 14-1）。 

③ 要請元の市町村対策本部等が指定場所まで医薬品等を受け取りに行くことが難しい

場合は、現地本部が輸送手段の確保のための調整を行います。 
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医療政策課各班における初動対応手順・役割分担 

※以下は原則であり、各班の職員の出務状況に応じて変更する場合がある。 

１ 震度６弱以上の地震等が発生し、｢全職員｣が参集する場合。 

（１）医療連携班（企画担当） 

 対応項目 具体的な内容 

１ 災害発生 

 

 

□災害の覚知・情報収集 
体感、テレビ・ラジオ等のニュース速報、防災メール等 

□県庁への参集（全職員） 

２ ＥＭＩＳの運用モ

ード切替等 

□ＥＭＩＳの運用モード切替 

ＥＭＩＳを「災害モード」に切替、一斉連絡による入力指示 

 

３ 保健医療調整部門

の設置(防災センタ

ー2階オペレーシ

ョンルーム等)【３

名程度配置】 

※災害対策本部設置による自動設置 

□本部の設置 

 本部運営を行うため、次の資機材を準備し、防災センター2階オペ

レーションルーム等に移動。 
・ライティングシート ・パソコン ・Wi-Fiルーター ・地図 

・ホワイトボード ・ホワイトボードマーカー、イレーザー(白板消し)  

・延長コード ・メモ帳（コピー用紙） ・筆記用具 

・連絡先一覧（災害医療 Co、各保健所、災害拠点病院など） 

□本部設置の連絡（厚労省地域医療計画課、ＤＭＡＴ事務局、 

災害医療コーディネーター、県内災害拠点病院及びＤＭＡＴ隊員） 

厚労省等との連絡

調整等(新館３階執

務室) 
【２名程度配置】 

□厚労省等との連絡調整・他班のサポート 

 厚労省等からの電話連絡への対応と他班のサポートを行う。 

□保健医療調整部門への情報共有 

 他班が収集した情報を整理し、保健医療調整部門に共有する。 

４ 県災害医療コーデ

ィネーターの出務

要請 

□出務人数の決定 

別紙２「災害時出務順について」に基づき、Ａグループ出務順１番

目のコーディネーター等の助言を受け、出務人数を決定。 

□出務要請・出務可否の確認 

グループＬＩＮＥ、電話又はメールにより出務要請・出務可否の確認  
 
(例)「災害の発生により、・・・本部を設置したため、出務順番表に基づ

き、〇〇先生、□□先生の２名に県庁への出務を要請します。ついては、

出務の可否について速やかに返信をお願いします。」 

 

５ 

 

 

 

 

災害時小児周産期

リエゾンの出務要

請 

 

□出務要請の要否判断 

災害の規模や被害状況、出務する災害医療コーディネーターの助言

などを踏まえ、医監にリエゾン出務の要否判断を仰ぐ。 

□出務要請・出務可否の確認 

グループＬＩＮＥ、電話又はメールにより出務要請・出務可否の確認 

６ 県内ＤＭＡＴの待

機要請 

□ＥＭＩＳ(派遣要請・一斉連絡)により、県内全てのＤＭＡＴ隊員に

待機要請のメールを送付。 
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 対応項目 具体的な内容 

７ 災害の概況把握 □ＥＭＩＳ、災害対策本部等からの情報収集 

 ・被害状況等を収集し、ライティングシートに可視化。 

 ・ＥＭＩＳの入力内容は、必要に応じてＣＳＶファイルで出力 

し、被害状況等を把握・整理する。 

 

８ 関係機関・団体と

の情報共有等 

□初動対応状況の確認・被害状況等の共有等 

□出務していない県災害医療コーディネーター及びＤＭＡＴ隊員等へ

の情報共有 

 

９ 県内ＤＭＡＴの派

遣要請 

□県内ＤＭＡＴ派遣要請の要否判断 

 災害の規模や被害状況、ＤＭＡＴ出動基準への該当状況などを確認

のうえ、県災害医療コーディネーターの助言を踏まえ、医監に県内Ｄ

ＭＡＴ派遣要請の要否判断を仰ぐ。 

□県内ＤＭＡＴの派遣要請 

県災害医療コーディネーターの助言を踏まえ、参集拠点や要請を行

う病院及びチーム数等を調整し、ＤＭＡＴ指定病院に対して電話又は

ＥＭＩＳによりＤＭＡＴの派遣を要請。 

 

熊本県ＤＭＡＴ調

整本部の設置(防災

センター3階 314

会議室) 
【２名程度配置】 

 

□本部の設置 

 本部運営を行うため、次の資機材を準備し、防災センター3階 314

会議室に移動（防災センター2階オペレーションルーム等１名＋新館

３階執務室１名が移動）。 
・ライティングシート ・パソコン ・ホワイトボード ・地図 

・ホワイトボードマーカー、イレーザー（白板消し）、プロジェクター  

・スクリーン ・延長コード ・メモ帳（コピー用紙） 

・筆記用具 ・連絡先一覧（災害医療 Co、各保健所、災害拠点病院等） 

□本部設置の連絡（厚労省地域医療計画課、ＤＭＡＴ事務局、災害医

療コーディネーター、県内災害拠点病院及びＤＭＡＴ隊員） 

 

（２）総務・医事班（情報収集担当） 

 対応項目 具体的な内容 

１ 災害発生 

 

 

□災害の覚知・情報収集 
体感、テレビ・ラジオ等のニュース速報、防災メール等 

□県庁への参集（全職員） 

２ ＥＭＩＳへの入力依

頼等(新館３階執務

室) 

 

 

 

□関係保健所への電話連絡 

特別警報が発表された地域等特に情報収集を必要とする地域を所管 

する保健所（原則として災害医療担当課）に対し、以下の点を電話で 

連絡。 

・管内医療機関のＥＭＩＳへの入力状況確認 

・ＥＭＩＳ未入力の医療機関に対する入力依頼 

 ・県庁の体制の情報共有及び保健所の体制確認 
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 対応項目 具体的な内容 

３ 職員の安否確認等 □職員の安否確認 

 医療政策課グループＬＩＮＥ等で把握できない職員等の安否を、電

話等で確認。 

□職員の状況把握 

 医療政策課グループＬＩＮＥ等で、最寄りの県関係機関に出勤する

とした職員の出勤状況等を電話で確認。 

□健康福祉政策課への報告 

 職員等の安否・参集状況について、健康福祉政策課へ報告。 

 

４ 災害の概況把握(新

館３階執務室) 

□保健所からの情報収集 

 ・上記２による各保健所からの情報収集 

 ・収集した情報は、紙に書き留めて看護班に渡す。 

 

５ 健康福祉対策部会議

への対応 

 

□健康福祉対策部会議資料の作成 

 ＥＭＩＳ、保健所及び関係団体からの情報をもとに、医療機関の被

害状況等に関する資料を作成。 

６ その他医療連携班か

ら依頼された事務へ

の対応 

□＊＊＊＊＊＊＊ 

□＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

（３）企画・医師確保班（情報収集担当） 

 対応項目 具体的な内容 

１ 災害発生 

 

 

□災害の覚知・情報収集 
体感、テレビ・ラジオ等のニュース速報、防災メール等 

□県庁への参集（全職員） 

２ 

 
透析関係情報の入力

依頼(新館３階執務

室) 

 

 

□県透析施設協議会に被害情報等の入力を依頼 

上記協議会に対し、以下の点を電話で依頼。 

・県内全ての透析実施医療機関に対する「日本透析医会災害時 

情報ネットワーク」への入力指示 

 

３ 災害の概況把握(新

館３階執務室) 

□関係団体からの情報収集 

 ・県医師会、県歯科医師会、県看護協会等が把握している被害 

  状況等の情報収集 

 ・収集した情報は、紙に書き留めて看護班に渡す。 

４ 

 
クロノロの電子化

(防災センター2階

オペレーションルー

ム等)【１名程度配

置】 

(新館３階執務室) 
【２名程度配置】 

□ライティングシートに手書きするクロノロをエクセルに転記し、 

電子化する。 

５ その他医療連携班か

ら依頼された事務へ

の対応 

□＊＊＊＊＊＊＊ 

□＊＊＊＊＊＊＊ 
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（４）看護班（記録担当） 

 対応項目 具体的な内容 

１ 災害発生 

 

 

□災害の覚知・情報収集 
体感、テレビ・ラジオ等のニュース速報、防災メール等 

□県庁への参集（全職員） 

２ 収集した情報の記

録・整理 

(防災センター2階

オペレーションルー

ム等) 
【１名程度配置】 

 

(新館３階執務室)
【３名程度配置】 

    

□記録の準備 

 ホワイトボード、ライティングシート、ホワイトボードマーカー、

イレーザー（白板消し）を準備 

□クロノロの記載 

 ・総務・医事班及び企画・医師確保班が収集した情報を、時系 

列でクロノロ(新館３階執務室)に記載する。 

 ・医療連携班がＥＭＩＳや災害対策本部等から収集した情報 

を、時系列でクロノロ(防災センター2階オペレーショ 

ンルーム等)に記載する。 
※被害情報や緊急を要する情報は、目立つよう朱書又は下線を引く。 

□ＤＭＡＴ調整本部が設置された場合、新館３階執務室配置の１名

が、防災センター3階 314会議室に移動。 

 

（５）医療政策課（最寄りの県関係機関）に登庁した他所属の職員 ※保健所職員を想定 

 対応項目 具体的な内容 

１ 災害発生 

 

 

□災害の覚知・情報収集 
体感、テレビ・ラジオ等のニュース速報、防災メール等 

□道路の遮断や公共交通機関等の不通により、医療政策課に登庁。 

２ 

 
災害の概況把握 □ＥＭＩＳにより、所属保健所管内の被害状況等を収集。 

□必要に応じて、医療政策課が収集した被害状況等の共有。 

３ その他医療連携班

から依頼された事

務への対応 

□＊＊＊＊＊＊＊ 

□＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

  



【マニュアル１】行政機関における初動対応 

1-12 

 

２ 県内で震度５弱～５強、本県を除く九州・沖縄各県で震度６弱以上又は中国・四国ブロ

ック管内で震度６強以上の地震等が発生し、｢医療連携班のみ｣で対応する場合。 

 対応項目 具体的な内容 

１ 災害発生 

 

 

 

 

□災害の覚知・情報収集 
体感、テレビ・ラジオ等のニュース速報、防災メール等 

□自宅等で情報収集（班長・担当）、県庁への参集（必要に応じて） 

 発災場所や規模等により、県庁への出務を検討 

 

２ ＥＭＩＳの運用モ

ード切替等 

□ＥＭＩＳの運用モード切替 

ＥＭＩＳを「警戒モード」に切替、一斉連絡による入力指示 

 

３ 県内ＤＭＡＴの待

機要請 

ＥＭＩＳ(一斉連絡)により、県内全てのＤＭＡＴ隊員に待機要請

のメールを送付。 

４ 災害の概況把握 □ＥＭＩＳにより情報収集 

□保健所職員が登庁していない場合、必要に応じ、関係機関、関 

係団体､広域本部･地域振興局の防災担当者等から情報収集を行う。 

５ 保健医療調整部門

設置の要否判断 

□部門設置の要否判断 

災害の規模や被害状況、ＤＭＡＴ出動基準への該当状況などを踏

まえ、医監に部門設置の要否判断を仰ぐ。 

※部門設置を判断した場合の対応は、｢１(１)医療連携班｣を参照。 

 

６ 県災害医療コーデ

ィネーターの出務

要否の判断 

□出務要請の要否判断 

災害の規模や被害状況、ＤＭＡＴ出動基準への該当状況などを踏

まえ、医監にコーディネーター出務の要否判断を仰ぐ。その際、必

要に応じ出務順Ａグループ１番目のコーディネーター等に相談。 

※出務要請を行う場合の対応は、｢１(１)医療連携班｣を参照。 

７ 災害時小児周産期

リエゾンの出務要

否の判断 

□出務要請の要否判断 

災害の規模や被害状況、出務する災害医療コーディネーターの助言

などを踏まえ、医監にリエゾン出務の要否判断を仰ぐ※出務要請

を行う場合の対応は、｢１(１)医療連携班｣を参照。 

８ 関係機関・団体と

の情報共有等 

□初動対応状況の確認・被害状況等の共有等 

□出務していない県災害医療コーディネーター及びＤＭＡＴ隊員等

への情報共有 

９ 県内ＤＭＡＴ派遣

要請の要否判断 

□県内ＤＭＡＴ派遣要請の要否判断 

 災害の規模や被害状況、ＤＭＡＴ出動基準への該当状況などを踏

まえ、医監に県内ＤＭＡＴ派遣要請の要否判断を仰ぐ。その際、必

要に応じ出務順Ａグループ１番目の災害医療コーディネーター等に

相談。 

※派遣要請を行う場合の対応は、｢１(１)医療連携班｣を参照。 

 情報の記録整理 □クロノロの記載 

 

 

 

 

 

 

随時 
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種別 所在地 被害の有無

災害拠点病院 問わない 問わない 必須

被害あり 必須

被害なし 任意

災害拠点病院 問わない 問わない 必須

特別警報発表等地域※1 問わない 必須

その他地域
（特別警報発表等地域※1以外）

問わない 必須※２

EMISのモード切替時における医療機関の入力区分及び連絡方法及び連絡内容例

【連絡内容例】
　（切替理由）により、EMISを警戒モードに切り替えました。以下①②の区分により対応してください。
　なお、入力後に状況の変化があれば随時更新してください。
①災害拠点病院：被害の有無を問わず、速やかに緊急時入力・詳細入力を行うこと。
②災害拠点病院以外の病院・有床診療所：被害が発生した場合は速やかに緊急時入力・詳細入力を行うこと。ただ
し、被害がない場合の入力は任意とする。

【連絡内容例】
①EMISの入力指示
　（切替理由）によりEMISを災害モードに切り替えています。全ての医療機関は、所在地・被害の有無を問わず、速や
かに緊急時入力・詳細入力を行い、入力後に状況の変化があれば随時更新してください。

②保健所への連絡（特別警報発表等地域
※１
のみ、①の発信後）

　（切替理由）を踏まえ、EMISの一斉連絡で、全医療機関に対してEMISの入力を行うよう指示しました。管内の入力
状況を随時確認し、未入力の医療機関へは至急入力するよう連絡をお願いします。
　また、県庁は○時○分に災害対策本部及び保健医療福祉調整本部を設置しています。県災害医療コーディネー
ターの出務状況は別途連絡しますので、保健所の体制、地域災害医療コーディネーターの出務状況についても、随
時情報共有をお願いします。

※１　「特別警報発表等地域」とは、大雨特別警報が発表された市町村（又は台風が上陸するなど県医療政策課が必須と認める市町村）を所管する保健所の所管地域のことをいう。
　　　　〈例〉玉名市に大雨特別警報が発表 → 有明保健所管内（荒・玉地域）
※２　入力がない場合であっても、保健所等からの電話等による入力依頼は行わないものとする。

EMIS
モード

災害

警戒

医療機関
EMIS
入力

問わない
その他の病院・
有床診療所

その他の病院・
有床診療所

連絡内容例連絡方法

EMISの入力指示
発信者：県医療政策課
手　 段：EMISの一斉連絡
宛　 先：県内の保健所及び
病院・有床診療所の全ての
アカウント
（留意点）
モード切替時の切替理由に
記載せず、別途発信

①EMISの入力指示
発信者：県医療政策課
手　 段：EMISの一斉連絡
宛　 先：県内の保健所及び
病院・有床診療所の全ての
アカウント
（留意点）
モード切替時の切替理由に
記載せず、別途発信

②保健所への連絡
発信者：県医療政策課
手　 段：電話
宛　 先：特別警報発表等地
域を所管する保健所（原則、
災害医療担当課）

1
-1

4
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熊本県災害医療コーディネーターの災害時出務順について 

 

１ 平成 28年熊本地震及び令和２年７月豪雨で出務した方をＡグループ（10 名）とし、

出務していない方をＢグループ（8名）とする。 

２ 県が、災害時に県災害対策本部（県庁）への出務を要請する県災害医療コーディネー

ターの人数は、原則、Ａグループ、Ｂグループから各１名とし、出務を要請する順番

は、下記表の出務順番によることとする。 

ただし、災害の規模に応じ、Ａグループの出務順１番目の県災害医療コーディネータ

ー等の助言を受けた上で、出務人数を決定する。Ａグループの出務順１番目の県災害医

療コーディネーターと連絡がとれない場合は、Ａグループの出務順２番目以降の県災害

医療コーディネーター等の助言を受けた上で、出務人数を決定する。 

また、下記表の出務順番の県災害医療コーディネーターが出務できない場合は、各グ

ループ内での次順の県災害医療コーディネーターに対して順次要請を行う。 

 ※熊本地震及び令和２年７月豪雨における対応を踏まえ、急性期における出務時の勤務時

間は、最大１２時間交代制（８：００～２０：００）（２０：００～翌８：００）を基本

とする。 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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熊本県と熊本県災害医療コーディネーターにおけるグループＬＩＮＥの運用について 

 

１ 趣旨 

  災害時における熊本県災害医療コーディネーター（以下「災害医療コーディネーター」

という。）の出務要請等にＬＩＮＥを使用するに当たり、熊本県（以下「県」という。）

と災害医療コーディネーターが遵守すべき内容等を定め、ＬＩＮＥの適切な運用を図る。 

 

２ グループＬＩＮＥの作成 

県は、熊本県医療政策課職員及び災害医療コーディネーターで構成するグループＬＩＮ

Ｅを作成する。 

 

３ グループＬＩＮＥを利用する業務内容 

グループＬＩＮＥは、以下の場合に利用する。 

（１）県から災害医療コーディネーターへの出務要請 

（２）県内外で発生した災害関係情報の共有 

 

４ 遵守事項 

  グループＬＩＮＥの構成員は、以下の内容を遵守する。 

（１）上記「２」に掲げる者以外の者をグループＬＩＮＥに招待しないこと。 

（２）私的利用をはじめ、上記「３」以外の業務では利用しないこと。 

（３）災害対応において入手した患者情報･肖像写真等の個人情報は掲載しないこと｡

（４）端末の更新等でＬＩＮＥ－ＩＤや電話番号が変わった場合には、県へ速やかに 

連絡すること。 

 

５ その他 

  運用上で支障等が生じた場合には、グループＬＩＮＥ構成員で協議の上、必要な見直し

を行う。 

 

 

 

 

 
 

 

 

別紙２ 
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共通様式１ 
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共通様式２－１ 
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共通様式２－２ 
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共通様式３ 
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共通様式４ 
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共通様式５ 
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付表（共通様式５） 

 

 

年 月 日 時 分

患者情報

氏名 年齢 性別

住所

特記事項

（搬送・治療上特に留意すべき事項）

挫創 打撲 痛み 出血

体幹の鋭的損傷

フレイルチェスト

骨盤骨折

頭蓋骨骨折

四肢の轢断

四肢の麻痺

精神疾患 有・無 診断名

□

□

患者詳細情報
（重症患者等受入要請書に添付）

二ヵ所以上の長管骨骨折

15％以上の熱傷、気道熱傷

□

□

□

□

□

□ □ □ □

トリアージ
結果

赤タグ（重症）□ □

トリアージ
実施日
時　刻

□

黄タグ（中等症）

傷病名

分時日月

tag.no.

送信先

発信元

日時

医療機関名
電話担当
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様式 14-1 
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＜マニュアル２＞ 熊本県保健医療調整部門の設置                        

 

１ 熊本県保健医療調整部門の設置 

（１）県は、県災害対策本部（以下「県災対本部」という。）が設置された場合又は健康福

祉部長が必要と認める場合は、県災対本部健康福祉対策部（保健医療福祉調整本部）に

健康福祉部医監を長とする熊本県保健医療調整部門（以下「保健医療調整部門」）を設

置します。 

 

（２）県災対本部の設置基準は以下のとおりです。 

・県内で震度６弱以上の地震が発生した場合又は長周期地震動階級４が発表された場

合（自動設置）。 

・県内に特別警報（ただし、地震動に関する特別警報を除く。）が発表された場合

（自動設置）。 

・噴火警報（噴火警戒レベル３以上）が発表され、災害対策本部設置の必要がある場

合 

・災害が発生し、又は災害の発生が予想され、その規模及び範囲からして本部を設置

し、応急対策を必要とするとき。 

・前記のほか、激甚災害で、特に応急対策を実施する必要があるとき。 

 

（３）県は、上記部門を設置後、厚生労働省（地域医療計画課、ＤＭＡＴ事務局）に電話

で、県災害医療コーディネーターへはグループＬＩＮＥ等で、県内災害拠点病院及びＤ

ＭＡＴ隊員へはＥＭＩＳの一斉連絡で、それぞれその旨を連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

県災対本部 TEL:096-333-2141 県医療政策課 TEL:096-333-2246 

厚生労働省医政局地域医療計画課  

TEL:03-5253-1111(代表)、TEL:03-3595-2194(直通） 

ＤＭＡＴ事務局 TEL: 03-6233-7173 

災害医療コーディネーターグループＬＩＮＥ（別紙２参照） 

県内災害拠点病院及びＤＭＡＴ隊員（ＥＭＩＳの一斉連絡を活用） 

TEL:03-5253-1111
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【健康福祉対策部（保健医療福祉調整本部）の組織体制図】 

 
２ 熊本県ＤＭＡＴ調整本部の設置 
（１）保健医療調整部門は、県災害医療コーディネーターの意見を聴いた上で、熊本県災害

派遣医療チーム（熊本ＤＭＡＴ）運営要綱に基づき、熊本ＤＭＡＴ指定病院に対して熊
本ＤＭＡＴの派遣を要請します。 

（２）保健医療調整部門は、県災害医療コーディネーターの意見を聴いた上で、日本ＤＭＡ
Ｔ活動要領に基づき、他の都道府県又は厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）に対して県外Ｄ
ＭＡＴの派遣を要請します。 

（３）ＤＭＡＴの派遣の要請を行った場合は、熊本県ＤＭＡＴ調整本部を設置し、本部長
（県災害医療コーディネーターが兼務）のもと、県内で活動するＤＭＡＴの指揮及び調
整を行います。なお、熊本県ＤＭＡＴ調整本部には、厚生労働省ＤＭＡＴ事務局、他の
統括ＤＭＡＴ又はＤＭＡＴロジスティックチームが支援に入ります。 

（４）熊本県ＤＭＡＴ調整本部長（県災害医療コーディネーターが兼務）は、ＤＭＡＴの派
遣先を決定します。 

 
３ 熊本県ＤＰＡＴ調整本部の設置 
（１）保健医療調整部門は、ＤＰＡＴ統括者の意見を聴いた上で、熊本県災害派遣精神医療

チーム運営要項に基づき、県内の被災状況に応じて、熊本県精神科協会の協力を得て、
熊本ＤＰＡＴ登録機関に対して熊本ＤＰＡＴの派遣を要請します。 

（２）保健医療調整部門は、ＤＰＡＴ統括者の意見を聴いた上で、災害派遣精神医療チーム
（ＤＰＡＴ）活動要領に基づき、他の都道府県又は厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）に対
して県外ＤＰＡＴの派遣を要請します。 

（３）ＤＰＡＴの派遣の要請を行った場合は、熊本県ＤＰＡＴ調整本部を設置し、本部長
（ＤＰＡＴ統括者）のもと、県内で活動するＤＰＡＴの指揮及び調整を行います。な
お、熊本県ＤＰＡＴ調整本部には、厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）、県外ＤＰＡＴ等が
支援に入ります。 

（４）熊本県ＤＰＡＴ調整本部長（ＤＰＡＴ統括者）は、保健医療調整部門の県災害医療コ
ーディネーターと協議し、ＤＰＡＴの派遣先を決定します。 
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４ 熊本県ＤＨＥＡＴ調整本部の設置 
（１）保健医療調整部門は、県内の被災状況に応じて、統括ＤＨＥＡＴの意見を聴いたうえ

で、ＤＨＥＡＴの派遣が必要な場合は、ＤＨＥＡＴ事務局に対して要請します。 
（２）統括ＤＨＥＡＴは、被災保健所等と連携して状況を把握し、派遣先を決定します。 
（３）ＤＨＥＡＴの派遣要請を行った場合は、ＤＨＥＡＴ調整本部を設置し、統括ＤＨＥＡ

Ｔのもと、県内で活動するＤＨＥＡＴの指揮及び調整を行います。なお、ＤＨＥＡＴ調
整本部には、必要に応じてＤＨＥＡＴが支援に入ります。 

（４）先遣隊が派遣された場合には、ＤＨＥＡＴ先遣隊と調整の上、これらの役割の一部を
ＤＨＥＡＴ先遣隊に依頼することもあります。 

 
５ 熊本県医療救護調整本部の設置 
（１）ＤＭＡＴの活動終了後は、発災直後から活動を開始していた日本赤十字社救護班やＪ

ＭＡＴ等が、ＤＭＡＴ活動を円滑に引き継ぎ、避難所、救護所等で医療救護活動を行い
ます。 

（２）ＤＭＡＴから業務を引き継いだ日本赤十字社救護班やＪＭＡＴ等医療チーム 
の指揮及び調整を行うため、ＤＭＡＴ調整本部に代わり、県災害医療コーディ 
ネーターを本部長とした熊本県医療救護調整本部（以下「医療救護調整本部」 
という。）を設置します。 

（３）医療救護調整本部は、関係機関・団体間の連携、情報共有及び医療救護に係 
る課題解決に向けた調整を行うため、医療救護活動関係者の連絡会議（災害医 
療コーディネーター連絡会議）を開催します。 

 
 

[参考] 医療救護活動の県・熊本市の役割分担 

１ ｢急性期｣の医療救護活動 
（１）熊本県：全体調整＋熊本市以外の医療救護活動の調整 
  ・県災害医療コーディネーターの出務要請 

・ＤＭＡＴの待機・派遣要請 
・参集ＤＭＡＴの市町村別・地域別割振りなど 
・県保健所と連携し、熊本市以外の市町村・地域内におけるＤＭＡＴの派遣・ 
活動調整 

  ・熊本市との連絡調整 
・国・他都道府県との連絡調整 
・関係団体との連絡調整 
 

（２）熊本市の役割：市域内の医療救護活動の調整 
・地域災害医療コーディネーター（熊本市）の出務要請 
・熊本市に割り振られたＤＭＡＴの市域内における派遣・活動調整 
・県庁舎防災センター2 階オペレーションルーム等へ責任ある立場の職 

員の派遣 
・他指定都市との連絡調整 
・関係団体との連絡調整 

 

２ ｢亜急性期｣（ＤＭＡＴ活動終了後）の医療救護活動 

（１）熊本県：全体調整＋熊本市以外の医療救護活動の調整 

  ・ＪＭＡＴなどの医療チーム等（ＪＭＡＴ等）※の派遣要請 
※全国知事会、県内協定締結関係５団体（県医師会、県歯科医師会、県看護協会、県柔道整復師会、県栄養士会）、 
日本災害医学会(ＪＡＤＭ)、日本小児科学会、日本産科婦人科学会、全日本病院協会(ＡＭＡＴ）、国立病院機構グ
ループ、地域医療機能推進機構本部(ＪＣＨＯ）、県災害リハビリテーション推進協議会（熊本ＪＲＡＴ）など 

・ＪＭＡＴ等の市町村別・地域別割振りなど 
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  ・県保健所と連携し、熊本市以外の市町村・地域内におけるＪＭＡＴ等の派遣・ 

活動調整 
  ・熊本市との連絡調整 

・国・他都道府県との連絡調整 
・関係団体との連絡調整 

 
（２）熊本市の役割：市域内の医療救護活動の調整 

・熊本市に割り振られたＪＭＡＴ等の市域内における派遣・活動調整 
・必要に応じ、県庁舎防災センター2階オペレーションルーム等へ責任ある立 
場の職員の派遣 

・他指定都市との連絡調整 
・関係団体との連絡調整 
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＜マニュアル３＞ 熊本県保健医療福祉調整現地本部の設置       
１ 熊本県保健医療福祉調整現地本部の設置 

（１）県は、地方災害対策本部（以下「地方本部」という。）が設置された場合又は 

熊本県保健医療福祉調整本部（以下「保健医療福祉調整本部」という。）が設置された

場合において健康福祉部長が必要と認めて保健所長にその設置を命じたときは、地方本

部に保健所長を長とする熊本県保健医療福祉調整現地本部（以下「現地本部」とい

う。）を設置します。また、現地本部を設置したときは、所属の地域振興局長に速やか

にその旨を報告します。 

 

（２）熊本県地域防災計画に定める地方本部の設置基準は以下のとおりです。 

・管内で震度６弱以上の地震が発生した場合（自動設置） 

・管内に特別警報（地震動によるものを除く）が発表された場合（自動設置） 

 ただし、火山に関する特別警報にあっては、阿蘇地方本部に限る。 

・県災対本部が設置を指示した場合 

・管内に大規模な災害が発生し又は発生するおそれがあり、地域振興局長が地方本部

を構成する地方機関の長と設置について協議し、設置が必要とされた場合 

 

（３）現地本部の組織体制は下図のとおりとしますが、状況に応じて、柔軟に再編する

ことができるものとします。 

 

      

    補佐・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本部長 県保健所長 ※保健所次長は本部長を補佐する。 

〇各担当 県保健所の職員 

〇地域災害医療コーディネーター 

あらかじめ県が派遣協定を締結する医療機関所属の医師 

〇災害薬事コーディネーター 

あらかじめ県が派遣協定を締結した県薬剤師会に所属する薬剤師 

〇サポートチームの連絡調整員  

サポートチーム団体から配置される者 

（４）県と熊本市保健所との連携及び役割分担 

① 熊本市保健所は、市保健医療対策班として、熊本市災害対策本部の体制で業務にあ

たりますが、災害時の医療救護活動においては、県が、熊本市域を含め、ＤＭＡＴ等

の派遣要請や参集したＤＭＡＴ等の市町村別・地域別の割振りなどの全体調整等を行

います。 

本部長 

② 情報収集担当 

③ 記録担当 

・庁内外からの情報の収集によるﾆｰｽﾞとﾘｿｰｽの把握 

・収集した情報を書面により企画担当、記録担当へ伝達 

・EMIS 管理 

・クロノロ作成 

・企画担当が企画･立案した対策をもとに、地域災害医療コーディネーター、サ

ポートチームの意見を聞き、対策を決定 

・保健医療調整部門統括の意思決定が必要と判断した場合は意見具申 

・その他初動対応については、各保健所が定めるアクションカードによる。 

① 企画担当 

・保健医療調整部門との連絡調整 

・情報収集担当、記録担当の情報を分析、評価し、見え

る化 

・分析結果等をもとに対策を企画・立案 

・決定された対策を受援側に伝達 

・地域災害医療対策会議の開催 

地域災害医療コーディネーター 

┗ 統括ＤＭＡＴ 

［ＤＭＡＴ活動拠点本部］ 

┗ ＤＰＡＴ統括者 

［ＤＰＡＴ活動拠点本部］ 

┗ＤＨＥＡＴ 

┗ 災害薬事コーディネーター 

┗サポートチーム 
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② また、市保健医療対策班は、保健医療調整部門との情報共有等を行うため、責任あ

る立場の職員を保健医療調整部門へ派遣し、県と連携しながら、市に割り振られたＤ

ＭＡＴ等の市域内における派遣・活動調整等を行います。 

 

（５）熊本市を含む各保健所長及び災害医療担当者は、県（医療政策課）が開催する医療救

護に関する情報連絡会議に出席します。 

 

※医療救護活動の県・熊本市の役割分担については、マニュアル２（P2-3～2-4参照） 
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 ＜マニュアル４＞ 災害拠点病院                              

１ 災害拠点病院における対応手順 

（１）院内状況の調査  

   ア 災害拠点病院の管理者（以下「病院管理者」という。）は、災害拠点病院として医療救護

対象者の処置、受入が可能か否かを判断するため、次の項目を調査します。 

    ①建物の被災状況 

    ②職員の状況（医師、看護師、薬剤師、他医療職、その他職員） 

    ③ライフラインの状況（電気、ガス、水、空調、その他） 

    ④手術機能等の状況（手術機能、検査機能、病棟機能、給食機能） 

    ⑤空床状況（空床数、仮設ベッド数） 

   イ 二次被害の危険がないか、病院周辺の被害状況や道路状況等も把握します。 

（２）院内状況の報告  

   ア 病院管理者は、災害が発生したら、院内状況を調査して、ＥＭＩＳの「緊急時入力」を行

います。（可能な限り「詳細入力」も併せて行います。）インフラの途絶等やむを得ない事

情によりＥＭＩＳへの入力が困難な場合、「緊急時入力」及び「詳細入力」について、それ

ぞれ共通様式１及び共通様式２を用いて、現地本部又は保健医療調整部門へ代理入力を要請

します。 

   イ 病院管理者は、インフラの途絶等やむを得ない事情によりＥＭＩＳへの

入力が困難な場合、院内状況の調査結果及び医療救護活動の状況を、共通様式３（医療

救護活動状況報告）を用いて、ファックス等により現地本部に報告します。 

 

   ウ 病院管理者は、院内状況に変化があった場合は、その都度現地本部に報告を行い、ＥＭＩ

Ｓの入力情報を更新します。 

（３）処置・収容が行えないと判断した場合  

 ア 二次災害の危険がない場合 

    ①現地本部又は地方本部の協力を得て、早期に医療救護活動を開始できるよう、各種機能

の復旧活動を行います。 

    ②建物の損傷が著しく使用できないと判断した場合は、屋外に仮設診療スペースを設置し

て医療救護活動を開始できるように努めます。 

    ③職員、医薬品等が不足している場合は、現地本部に支援を要請するとともに、近隣の医

療機関の応援を依頼します。 

イ 二次災害の危険がある場合 

    火災・津波・崖崩れといった二次災害が発生する恐れのある場合は、直ちに入院患者の避

難誘導を行い、病院スタッフも早急に避難することとします。 
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２ 医療救護活動 

（１）医療救護対象者の受入れ準備 

ア 病院管理者は、予め定めてある医療救護活動に関する防災計画（以下「院内計画」とい

う。）に沿って、参集した職員の役割分担を行い、人員を配置していきます。 

イ 病院管理者は、院内計画に沿って、受付、トリアージエリア、診療エリア、入院患者収容エ

リア、遺体仮安置場所、職員等の待機場所等の配置を行い、可能であれば見取り図を作成し院

内関係者に周知します。 

ウ 災害拠点病院は、二次救急病院等から搬送されてくる医療救護対象者（重症・中等症患者

等）に対応する必要があります。また、軽症者については圏域内の二次救急医療機関等と受入

れ調整を行い対応する必要があります。 

エ 医療救護活動に必要な支援に当たり、医療従事者の派遣要請は共通様式４、重症患者等の受

入要請は共通様式５、物資等の供給要請は共通様式６により保健医療調整部門に要請します。 

（２）災害拠点病院の運営 

  ア 災害拠点病院内で行った医療救護活動に係る次の事項を記録し、定期的に病院内に設置され

る広報窓口に報告するとともに、②を除く情報を現地本部へも共有します。 

    ①当該病院に支援に入った医療チーム等の名簿 

    ②当該病院で取り扱った傷病者名簿（疾病状況、搬送先を明記します） 

    ③当該病院からの支援要請の内容、要請時刻、支援要請先、要請時刻 

④当該病院からの支援要請に対する諾否、支援の内容、回答時刻等 

  イ 二次救急病院又は他の災害拠点病院から搬送されてくる医療救護対象者はトリアージタッグ

が付いているのでそこから患者情報を確認し名簿を作成し、また、収容機関として改めてトリ

アージを行います。 

  ウ トリアージタッグが付いていない場合は、受付番号、医療救護対象者の住所、氏名、年齢、

性別、搬送元、負傷場所等を確認し、トリアージタッグを作成します。 

  エ 搬入時に既に死亡している者及び当該病院で死亡した者は、速やかに遺体仮安置場所に移し

ます。またトリアージの結果、蘇生の可能性がないと判断された者（死亡群）は、あらかじめ

定めた収容場所に収容します。 

オ 診療はトリアージの区分（赤：最優先治療群、黄：待機的治療群、緑：保留群）ごとに実施

します。二次救急病院又は他の災害拠点病院から搬送されてくる医療救護対象者は、原則とし

て最優先治療群（≒重症者）と待機的治療群（≒中等症者）です。直接来院してくる医療救護

対象者も含めて、緊急度の高い順に診療を実施していきます。 
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カ 待機的治療群の治療は、最優先治療群の傷病者への対応が完了してから行います。しかし、

待機中に症状が悪化し待機的治療群から最優先治療群になる場合がありますので、バイタルサ

インや身体所見の変化に細心の注意が必要です。 

キ 当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、基幹災害拠点病院等（広

域医療搬送適用患者にあっては広域医療搬送拠点のＳＣＵ）に搬送します。搬送先の手配につ

いては共通様式５により現地本部に要請してください。 

（３）ＤＭＡＴ活動拠点本部との連携 

ア 病院管理者は、ＤＭＡＴの病院支援及び現場活動等の拠点機能であるＤＭＡＴ活動拠点本部

が当該病院内に設置される場合は、スペースの提供等可能な範囲で協力します。 

イ 病院管理者は、ＤＭＡＴ活動拠点本部の本部長（統括ＤＭＡＴ）を確認して、連携体制を構

築します。 

ウ 病院支援に入るＤＭＡＴは当該病院管理者の指揮下に入るので、病院管理者は、病院支援に

入ったＤＭＡＴを積極的に活用します。 

エ 病院管理者は、効果的な病院支援を受けるために、院内状況や周辺の関係施設及び地理情報

等、必要と思われる情報提供をＤＭＡＴ活動拠点本部に行います。 

オ 病院管理者は、平時からＤＭＡＴ活動拠点本部の設置を想定して、設置に必要な用意をして

おくことで災害時にスムーズな受援が可能となります。 
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３ 医療搬送への対応 ※広域医療搬送については【マニュアル７】を参照 

（１）医療搬送実施の連絡 

   医療搬送が実施される場合は、保健医療調整部門から実施に関しての連絡があります。 

（２）医療搬送適用患者の選定 

ア 病院管理者は、医療搬送実施を確認したら、医療搬送のトリアージ基準に基づき、医療搬送

適用患者を選定していきます（不搬送基準のチェックも併せて実施します）。なお、ＤＭＡＴ

が在院している場合はＤＭＡＴと協力して医療搬送適用患者の選定を行います。 

イ 災害拠点病院内に医療搬送適用患者が何名いるかを、ＤＭＡＴを通じて熊本県ＤＭＡＴ調整

本部に、ＤＭＡＴが不在の場合は現地本部に報告します。 

（３）ＳＣＵへの搬送患者の決定 

  ア 原則として、熊本県ＤＭＡＴ調整本部が、県内の災害拠点病院から報告を受けた医療搬送適

用患者の中から、優先順位をつけてＳＣＵへの搬送患者を決定し、それぞれの災害拠点病院又

は災害拠点病院に設置しているＤＭＡＴ活動拠点本部等に連絡します。 

  イ ＳＣＵへの搬送が決定された患者に対して、病院管理者は、速やかに（４）以下の作業を行い

ます。 

（４）医療搬送カルテの作成 

ア 災害拠点病院の医師は、選定した医療搬送適用患者のうち、ＳＣＵに搬送することが決まっ

た患者については、医療搬送カルテを作成します。 

  イ ＤＭＡＴが当該病院で活動していれば、ＤＭＡＴと協力して、又はＤＭＡＴに委ねて医療搬

送カルテを作成します。 

※医療搬送カルテをはじめとするＤＭＡＴの活動に必要な様式は、ＤＭＡＴ事務局ホームページ

（https://dmat.jihs.go.jp/）のＤＭＡＴ隊員のページに掲載されています。 

ウ 作成した医療搬送カルテは、医療搬送適用患者と一緒にＳＣＵへ引き継ぎますので、コピー

をするなどして記録の保管には十分留意します。 

 

４ 遺体検案所への搬送 

ア 災害拠点病院に搬入されたときに既に死亡している者及び当該病院で死亡した者は、病院内

の遺体仮安置場所に一旦安置し、所轄警察署にその旨を届け出ます。 

イ 遺体は、所轄警察署の指示に基づき、市町村の指定する遺体検案所に搬送します。 
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ウ 遺体の検案等は、原則として、市町村が指定する遺体検案所において警察の指示により実施

されます。 

５ 広報 

（１）広報窓口の設置 

  ア 医療救護活動に支障を来さないように、医療救護対象者の家族や報道機関からの問い合わせ

に応じる広報窓口を設置します。 

（２）医療救護対象者の親族への対応 

ア 広報窓口担当者は、既入院患者及び来院又は搬送され収容している医療救護対象者に関する

情報の照会に応じます。 

イ 他の病院又はＳＣＵに転送若しくは搬送した医療救護対象者のリストや遺体検案所に搬送し

た者のリストを掲示します。 

（３）報道機関への対応 

ア 広報窓口担当者は、報道機関に対しての情報提供、取材の受付を行います。 

イ 報道機関の取材に対しては、広報窓口担当者も必ず立会い、医療救護対象者のプライバシー

の保護、医療救護活動への阻害防止を行います。 

ウ 広報窓口担当者は、当該病院に関する誤報があった場合には、直ちに当該報道機関に対して

訂正を申し入れます。 

＜共通様式＞保健医療調整部門・現地本部、市町村、医療機関等の連絡に使用する様式 

共通様式１ 発災直後情報（代行入力依頼書） 

共通様式２ 詳細情報（代行入力依頼書） 

共通様式３ 医療救護活動状況報告 

共通様式４ 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書 

共通様式５ 
重症患者等受入要請書兼応諾連絡書 

（付表）患者詳細情報 

共通様式６ 物資等供給要請書兼応諾連絡書 
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共通様式１ 
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共通様式２－１ 
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共通様式２－２ 
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共通様式３ 
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共通様式４ 
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共通様式５ 
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付表（共通様式５） 

 

 

年 月 日 時 分

患者情報

氏名 年齢 性別

住所

特記事項

（搬送・治療上特に留意すべき事項）

挫創 打撲 痛み 出血

体幹の鋭的損傷

フレイルチェスト

骨盤骨折

頭蓋骨骨折

四肢の轢断

四肢の麻痺

精神疾患 有・無 診断名

□

□

患者詳細情報
（重症患者等受入要請書に添付）

二ヵ所以上の長管骨骨折

15％以上の熱傷、気道熱傷

□

□

□

□

□

□ □ □ □

トリアージ
結果

赤タグ（重症）□ □

トリアージ
実施日
時　刻

□

黄タグ（中等症）

傷病名

分時日月

tag.no.

送信先

発信元

日時

医療機関名
電話担当
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共通様式６

■機関区分（区分の枠に番号を記入すること）

受渡し場所 備考

物資等供給要請書　兼　応諾連絡書

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

担当者 担当者 担当者 担当者

①救護所　②二次救急病院　③災害拠点病院　④市町村本部　⑤保健医療福祉調整現地本部　⑥保健医療調整部門　⑦その他

数量規格等品　　名

機関名 区分

月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分 月　　日　　時　　分

機関名 区分 機関名 区分 機関名 区分

担当者

⑤保健医療福
祉調整現地本

部

④市町村 考

担当者 担当者 担当者

供給物資等要請物資等

 考
⑥保健医療
調整部門

要請 要請 要請

連絡 連絡 連絡
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 ＜マニュアル５＞ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）                          

➢ ＤＭＡＴとは 

大地震及び航空機・列車事故等の災害時に被災地域に迅速に駆けつけ、緊急治療や病院支援等を

行うための専門的な訓練を受けた医師、看護師、業務調整員（医師、看護師以外の医療職員または

事務職員）で構成される医療チームです。このうち、本県の医療機関のチームを熊本ＤＭＡＴと呼

びます。 

➢ このマニュアルの取扱い 

このマニュアルは、熊本県で災害が発生した場合の県内での医療救護活動の指針となるものです

が、県が別途定める熊本県災害派遣医療チーム（熊本ＤＭＡＴ）運営要綱及び国が定める日本ＤＭ

ＡＴ活動要領と相違がある場合は、これらの要綱及び要領を優先します。 

１ ＤＭＡＴの概要 

（１）ＤＭＡＴの活動 

ア 病院支援   災害拠点病院、二次救急病院等多くの傷病者に対応する医療機関からの情報

発信、当該病院でのトリアージや診療の支援、広域医療搬送のためのトリアー

ジを実施します。 

イ 地域医療搬送 県または市町村が実施する域内での搬送（災害現場または救護所から被災地

域内の医療機関へ、被災地域内の医療機関から近隣地域の医療機関へ、被災地

域内の医療機関からＳＣＵへの患者搬送）の支援を実施します。 

  ウ 現場活動   災害現場または救護所等におけるトリアージ、緊急治療等を実施します。 

  エ 調整部門機能支援 保健医療調整部門及び現地本部の運営補助を行います。また、災害時に

県が配置する県・地域災害医療コーディネーターの活動を支援します。 

（２）ＤＭＡＴの活動拠点 

   ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ本部あるいは活動拠点を設置し活動します。病院に支援に入る場合は、

当該病院管理者の指揮下に入り、病院スタッフと協力して支援活動を行います。また、このう

ち、下記ア～ウの「本部」には、必要に応じて日本ＤＭＡＴ事務局の要員、県内外の統括ＤＭＡ

Ｔ、ＤＭＡＴコーディネーションチームが支援に入ることがあります。 

ア 熊本県ＤＭＡＴ調整本部 （保健医療調整部門内に設置） 

被災地域内に設置された各ＤＭＡＴ活動拠点本部間の調整を行う拠点であり、統括ＤＭＡＴ

が調整本部責任者となります。本県の場合は、県災害医療コーディネーターが統括ＤＭＡＴで

あるため、調整本部責任者を兼務することとなります。 

 

イ ＤＭＡＴ活動拠点本部 （災害拠点病院等に設置） 

ＤＭＡＴの病院支援及び現場活動等の指揮・調整を行います。先着した統括ＤＭＡＴが責任

者となりますが、先着したＤＭＡＴに統括ＤＭＡＴがいない場合は、統括ＤＭＡＴが到着する

まで先着したＤＭＡＴの医師が責任者として活動します。 
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ウ ＤＭＡＴ病院支援指 所（各医療機関に設置） 

当該医療機関に参集したＤＭＡＴが行う病院支援活動の指揮を行います。 

  エ ＤＭＡＴ現場活動指 所（災害現場周辺に設置） 

ＤＭＡＴの現場活動の指揮を行います。 

オ ＳＣＵ指 所 （航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）に設置） 

ＤＭＡＴが行う広域医療搬送活動等の指揮及び調整を行います。 
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厚生労働省本部

熊本県 M  
調整本部

市町村本部
  隊

指 支援本部等
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指 所

病院支援
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（国） M  事務局

  隊 道 県
 防応援活動調整本部総合調整
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     道 県
調整本部

熊本県災害対策本部
保健医療調整部門

被災地外
 道 県

診療部門 診療部門診療部門

S  
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 M  
活動拠点本部

診療部門

図 4-1 ＤＭＡＴ体制のイメージ図 
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（３）熊本ＤＭＡＴの整備状況 

   県内には、日本ＤＭＡＴ研修を修了したチームが 40チーム（19病院）あります。（令和 7年

12月 3日現在≫ 

 

 

 

図 4-2 熊本ＤＭＡＴの整備状況 
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（４）熊本ＤＭＡＴへの待機及び出動要請 

（熊本ＤＭＡＴへの待機要請） 

ア 県または厚生労働省（ＤＭＡＴ事務局）は、県内で地震その他の災害が発生しＤＭＡＴの出

動が必要となる可能性がある場合は、ＤＭＡＴ派遣のための待機を県内のＤＭＡＴ指定病院に

要請します。   

イ 県内で、強い揺れの地震があった場合、大津波警報が発表された場合など、大きな災害が予

測されるときは、全てのＤＭＡＴ指定病院は、県または厚生労働省等からの要請を待たずにＤ

ＭＡＴの派遣のための待機を行います。  

 

（熊本 DMAT の出動要請） 

ウ 県は、熊本県災害派遣医療チーム（熊本ＤＭＡＴ）運営要綱に規定される基準も考慮のう

え、速やかに県内のＤＭＡＴ指定病院に対してＤＭＡＴの派遣を要請します。 

熊本県災害派遣医療チーム（熊本ＤＭＡＴ）運営要綱での規定 

熊本ＤＭＡＴの出動基準は、次のいずれかの場合とする。 

①県内で、災害等により２０名以上の重症・中等症の傷病者の発生が予想される場合   

②県に対し、国又は他の都道府県から熊本ＤＭＡＴへの派遣要請があった場合 

③その他、熊本ＤＭＡＴが出動し対応することが災害等発生時の救命救急に効果的である

と、特に認められる場合 
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※参考資料 熊本ＤＭＡＴ派遣要請手順書 
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２ 熊本県外からのＤＭＡＴの派遣 

県外からのＤＭＡＴの派遣は、原則として被災地域である県の派遣要請に基づき、要請を受け

た他の都道府県が派遣するものです。ただし、厚生労働省は当分の間、被災地域の派遣要請がな

い場合であっても、緊急の必要があると認めるときは、都道府県等に対してＤＭＡＴの派遣を要

請することができるとしています。 

（１）ＤＭＡＴの待機要請 

ア 各都道府県、厚生労働省等は、自然災害又は人為災害が発生し、被災地域外からの医療の支

援が必要な可能性がある場合は、それぞれのＤＭＡＴ指定医療機関に対して派遣のための待機

を要請します。   

イ 次の場合には、すべてのＤＭＡＴ指定医療機関は被災の状況にかかわらず、都道府県または

厚生労働省等からの要請を待たずにＤＭＡＴ派遣のための待機を行います。  

 (ｱ) 九州・沖縄ブロック管内で震度６弱以上の地震が発生した場合、特別警報が発出された 

場合 

  (ｲ) 中国・四国ブロック管内で震度６強の地震が発生した場合 

  (ｳ) 震度７の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場合 

（２）ＤＭＡＴの派遣要請 

ア 県は、県外からの医療の支援が必要な規模の災害に対応するため、以下の基準（国のＤＭＡ

Ｔ活動要領に規定）に基づき、管下の統括ＤＭＡＴ登録者等の意見を聴いて、速やかにＤＭＡ

Ｔの派遣を他の都道府県、厚生労働省に要請します。 

(ｱ) 県内で、震度６弱の地震または死者数が２人以上 50人未満若しくは傷病者数が 20名以

上見込まれる災害が発生した場合  

⇒県内のＤＭＡＴ指定病院に対してＤＭＡＴの派遣を要請します。 

(ｲ) 県内で、震度６強の地震または死者数が 50人以上 100人未満見込まれる災害が発生した

場合  

⇒県内のＤＭＡＴ指定病院並びに九州・沖縄ブロックに属する県（福岡県、佐賀県、

大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）に対してＤＭＡＴの派遣を要請しま

す。 

(ｳ) 県内で、震度７の地震または死者数が 100人以上見込まれる災害が発生した場合  

⇒県内のＤＭＡＴ指定病院並びに全国の 道 県に対してＤＭＡＴの派遣を要請しま

す。 

 

イ 地方ブロックの名称及び当該ブロックに属する都道府県は、次のとおりです。  

    (ｱ) 北 海 道ブロック：北海道  

    (ｲ) 東 北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県  

    (ｳ) 関 東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県  
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    (ｴ) 中 部ブロック：富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 

                  愛知県、三重県  

    (ｵ) 近 畿ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県  

    (ｶ) 中 国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  

    (ｷ) 四 国ブロック：香川県、愛媛県、徳島県、高知県 

    (ｸ) 九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、 

鹿児島県、沖縄県  

（３）各 道 県ＤＭＡＴの派遣 

ア 本県または厚生労働省から派遣要請を受けた都道府県は、管内のＤＭＡＴ指定医療機関に派

遣を要請し、派遣要請を受けたＤＭＡＴ指定病院は、待機が完了しているＤＭＡＴから順次派

遣を行います。  

イ 本県または厚生労働省が指定する参集拠点（災害拠点病院、航空搬送拠点等）に参集し、そ

こで活動内容の指示を受けます。 

ウ 参集してくるＤＭＡＴは、ＥＭＩＳに携行資機材や構成メンバー、連絡先（衛星携帯電話番

号等）、現在の移動場所などを入力しながら参集してくるため、その情報は保健医療調整部門

等からも確認できます。 

エ 医療資機材や通信手段、移動手段や食料、水、寝袋など自己完結を前提とした装備を有して

参集してきます。 

（４）熊本県内でのＤＭＡＴの指 ・調整 

  ア 保健医療調整部門は、県内で活動する全てのＤＭＡＴを、保健医療調整部門内に設置する熊

本県ＤＭＡＴ調整本部を通じて統括します。 

  イ 熊本県ＤＭＡＴ調整本部は、保健医療調整部門の指揮の下、県内で活動する全てのＤＭＡＴ

の指揮・調整及び各ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置を行います。 

  ウ 被災地域の各ＤＭＡＴ活動拠点本部は、熊本県ＤＭＡＴ調整本部の指揮の下、被災地域内で

活動するＤＭＡＴの病院支援活動、現場活動及び広域医療搬送などの直接的な指揮・調整を行

います。 

  エ 熊本県ＤＭＡＴ調整本部又は各ＤＭＡＴ活動拠点本部は、病院支援、現場活動及びＳＣＵ活

動を指揮するために、必要に応じてＤＭＡＴの活動場所に指揮所を設置します。 

  オ 県内の病院に支援に入るＤＭＡＴは、当該施設の管理者の指揮下に入り支援活動を行いま

す。 
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（５）ＤＭＡＴコーディネーションチーム 

    県は、災害の規模に応じて、厚生労働省・ＤＭＡＴ事務局と調整のうえ、他の都道府県、厚

生労働省に対してＤＭＡＴコーディネーションチーム隊員の派遣を要請します。 
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 ＜マニュアル６＞ ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）                          

➢ ＤＰＡＴとは 

自然災害や犯罪事件・航空機・列車事故等の集団災害が発生した場合、被災地域の精

神保健医療機能が一時的に低下し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生

じる等、精神保健医療への需要が拡大します。 

このような災害の場合には、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体

制との連携、各種関係機関等とのマネジメント、専門性の高い精神科医療の提供と精神

保健活動の支援が必要となります。 

このような活動を行うため、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣精神医療チームが

ＤＰＡＴです。 

１ ＤＰＡＴの概要 

（１）熊本県ＤＰＡＴ調整本部 

ア 熊本県ＤＰＡＴ調整本部の設置 

事務局として熊本県障がい者支援課の職員がその事務を担い、熊本ＤＰＡＴ統括

者と協議し、熊本県ＤＰＡＴ調整本部を設置します。 

・県内派遣の場合：保健医療調整部門内に「熊本県ＤＰＡＴ調整本部」を設置し

ます。 

・県外派遣の場合：厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）又は被災都道府県から派遣の

依頼を受けたときは、「熊本県ＤＰＡＴ調整本部」を熊本県

障がい者支援課内に設置します。 

イ 調整本部の業務 

・県内派遣の場合：県内被災情報の収集、厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）との情

報共有、被災の規模に応じて厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）

に他県ＤＰＡＴの派遣を要請、派遣する熊本ＤＰＡＴの調

整・管理、熊本県ＤＰＡＴ活動拠点本部の設置、県内で活動

する全てのＤＰＡＴの指揮・調整、県災対本部との連絡・調

整 

・県外派遣の場合：被災地域の情報の収集、厚生労働省（ＤＰＡＴ事務局）との

情報共有、派遣する熊本ＤＰＡＴの調整・管理 
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（２）熊本県ＤＰＡＴ活動拠点本部（県内被災時） 

熊本県ＤＰＡＴ調整本部が指定した場所に設置し、熊本県ＤＰＡＴや県外ＤＰＡＴ

を配置（保健所圏域単位・市町村単位など） 

ア 熊本県ＤＰＡＴ活動拠点本部の業務 

    ・熊本県ＤＰＡＴ調整本部との連絡・調整 

・参集したＤＰＡＴの指揮・調整 

・地域の情報収集（被災状況、地域の精神保健医療の状況等） 

（３）ＤＰＡＴの活動 

ア 本部活動（ＤＰＡＴの指 調整、情報収集、関係機関等との連絡調整等） 

イ 情報収集とニーズアセスメント（被災が予想される精神科医療機関、避難所、医

療救護所等の状況把握、精神保健医療に関するニーズアセスメント） 

ウ 情報発信（活動内容の報告、被災地域の関係機関等への情報発信等） 

エ 被災地での精神科医療の提供 

オ 被災地での精神保健活動への専門的支援 

カ 被災した医療機関への専門的支援（患者避難への支援を含む） 

キ 支援者（地域の医療従事者、救急隊員、自治体職員等）の支援 

ク 精神保健医療に関する普及啓発 

ケ 活動記録（活動地域やＥＭＩＳ、Ｊ－ＳＰＥＥＤへの記録） 

コ 活動情報の引き継ぎ（後続ＤＰＡＴへの情報の引き継ぎ、医療機関のスタッフや

避難所の担当者や保健師への情報の引き継ぎ） 

サ 活動の終結 

 

（４）熊本県内でのＤＰＡＴの指 ・調整 

  ア 保健医療調整部門は、県内で活動する全てのＤＰＡＴを、保健医療調整部門内に

設置する熊本県ＤＰＡＴ調整本部を通じて統括します。 

  イ 熊本県ＤＰＡＴ調整本部は、保健医療調整部門の指揮の下、県内で活動する全て

のＤＰＡＴの指揮・調整及び熊本県ＤＰＡＴ活動拠点本部の設置を行います。 

  ウ 被災地域の熊本県ＤＰＡＴ活動拠点本部は、熊本県ＤＰＡＴ調整本部の指揮の

下、被災地域内で活動するＤＰＡＴの直接的な指揮・調整を行います。 



【マニュアル６】ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 

6-3 

 

（５）熊本ＤＰＡＴの整備状況 

   県内には、熊本ＤＰＡＴとして登録した精神科医療機関「熊本ＤＰＡＴ登録機関」

が 22 病院あります。この内、単一病院で編成できるチームは 18チームあります。

（令和 8年 2月末現在） 

   熊本ＤＰＡＴ登録機関  ※（ ）は単一病院のＤＰＡＴチーム数です。 

    ・城ヶ崎病院（１）        ・荒尾こころの郷病院        ・菊池病院（１） 

    ・菊陽病院（１）         ・阿蘇やまなみ病院         ・希望ヶ丘病院（１） 

    ・益城病院（１）         ・あおば病院            ・平成病院 

    ・八代更生病院（２）       ・海のみえるココロの病院（１）   ・人吉こころのホスピタル（１） 

    ・熊本大学病院          ・県立こころの医療センター     ・くまもと青明病院（１） 

    ・ニキハーティーホスピタル（１） ・くまもと悠心病院（１）      ・熊本医療センター（１） 

    ・明生病院（２）         ・桜が丘病院（１）         ・弓削病院（１） 

    ・城山病院（１） 
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 ＜マニュアル７＞ 広域医療搬送              

１ 広域医療搬送の概要 

（１）目的 

 広域医療搬送の目的は、被災地域内の医療施設での治療が困難なため被災地域外の

医療施設において緊急に手術や処置などを行うことにより、生命・機能予後の改善が

十分期待され、なおかつ搬送中に生命の危険の少ない病態の患者を、被災地域外の医

療施設まで迅速に搬送し治療することです。 

 

 

（２）広域医療搬送の適用 

（広域医療搬送の適用となる重症者の症状例） 

   次のア～ウに該当する症状の患者は広域医療搬送の適用患者として判断しますが、

絶対基準ではなくあくまでも相対基準であることに留意が必要です。 

   ア 集中治療管理が必要な病態、手術など侵襲的な処置が必要な内因性病態 

イ 頭部・体幹・四肢外傷 

   ウ クラッシュ症候群 

   エ 広範囲熱傷 

患者  の れ

ＤＭＡＴの れ

関西国際空港

厚木基地

新潟空港

広島空港

松山空港

ＣＨ－４７

ＣＨ－４７

大分空港
ＳＣＵ

鹿児島空港
ＳＣＵ

大分 ポーツ
公園ＳＣＵ

熊本空港
ＳＣＵ

新田原基地
ＳＣＵ

被災地
（大分県）

 被災地
（熊本県）

被災地
（宮崎県）

被災地
（鹿児島県）

Ｃ－１３０

Ｃ－１３０

Ｃ－１３０

Ｃ－１３０

ＣＨ－４７

ＣＨ－４７

Ｃ－１３０
機動衛生ﾕﾆｯﾄ

Ｃ－１３０
機動衛生ﾕﾆｯﾄ

図 6-1 大型回転翼機を使用した広域医療搬送活動の概要 
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（３）不搬送基準 

   （２）ア～ウに該当する患者であっても、次のア～イに該当する場合は広域医療搬

送の不適用患者として判断しますが、絶対基準ではなくあくまでも相対基準であるこ

とに留意が必要です。 

ア 重症体幹四肢外傷 

Fi02 1.0 下の人工呼吸で、Sp02 95％未満 

急速輸液 1,000ml 後に、収縮期血圧 60mmHg 以下 

イ 頭部外傷 

     意識が GCS≦8 または JCS 三桁で、かつ両側瞳孔散大 

     頭部 CT 検査で中脳周囲脳槽が消失 

 

２ 主な機関の役割分担 

（１）国の役割 

  ア ＤＭＡＴの派遣調整 

  イ 広域医療搬送用航空機の確保・運航（広域医療搬送計画の策定） 

  ウ 被災地域外の都道府県への、広域医療搬送患者の被災地域外での搬送手段及び受

入医療機関の確保の要請 

（２）被災県の役割 

  ア 被災地域内の航空搬送拠点の確保 

  イ 被災地域内の航空搬送拠点での航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の設置・運

営 

  ウ 災害拠点病院から航空搬送拠点内ＳＣＵまでの、患者搬送手段の確保・調整 

（３）ＤＭＡＴの役割 

  ア 被災地域内の災害拠点病院における広域医療搬送適用患者の選定 

  イ ＳＣＵにおけるトリアージ及び医療活動 

  ウ ＥＭＩＳの医療搬送機能（ＭＡＴＴＳ）の運用 

  エ 地域医療搬送及び広域医療搬送中の患者の管理、応急処置 
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３ ＳＣＵの設置・運営 

（１）ＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）とは 

ア 航空機での搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護

所として、被災地及び被災地外の航空搬送拠点に、広域医療搬送や地域医療搬送

に際して設置されるもの。 

イ ＳＣＵ設置主体  熊本県 

ウ 運営方法     熊本県とＤＭＡＴが連携して運営 

エ 設置場所     崇城大学空港キャンパス 等 

 

（２）ＳＣＵの設置・運営について 

  別途策定する「熊本空港ＳＣＵ設置・運営マニュアル」(参考資料 22-1～)による。 

 

４ 広域医療搬送実施の流れ 

（１）広域医療搬送の決定 

ア 医療機関から収集した情報を踏まえ、保健医療調整部門が広域医療搬送を必要と

判断 

 イ 県災対本部から、国（内閣府）へ広域医療搬送の実施を要請 

ウ 国において広域医療搬送の実施が決定（国から決定の連絡があります。） 

（２）広域医療搬送の準備 

ア 被災地域内の災害拠点病院において広域医療搬送適用患者を選定し、ＳＣＵへの

搬送準備 

イ 被災県がＤＭＡＴと協力して航空搬送拠点内にＳＣＵを設置 

 

（３）広域医療搬送の計画 

 ア 国が広域医療搬送計画を策定し被災県へ提示 

 (ｱ) 予定離発着時刻 

 (ｲ) 経  路： どのＳＣＵからどの県外の航空搬送拠点へ 

（ｳ）搬送手段： C-1（輸送機）、C130（輸送機）、CH47（大型ヘリ）等 

※ 災害の規模や状況に応じて航空機運航の追加決定あり 

 イ 被災県が地域医療搬送（域内搬送）計画を策定し提示（国の広域医療搬送計画を

踏まえて作成） 
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（ｱ）予定離発着時刻 

（ｲ）経  路： どの災害拠点病院からどのＳＣＵへ 

（ｳ）搬送手段： 救急車、ヘリコプター（消防、自衛隊、ドクターヘリ等）等 

※ 災害拠点病院での広域医療搬送適用患者の選定に合わせて追加決定あり 

（４）広域医療搬送の実施 

 ア 県が地域医療搬送計画に基づき、災害拠点病院からＳＣＵへの広域医療搬送適用

患者を搬送 

 イ ＤＭＡＴと県によるＳＣＵ運営 

ウ 自衛隊機によるＳＣＵから県外の航空搬送拠点への搬送 

エ 国による県外の航空搬送拠点での搬送先病院の決定及び搬送 
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 ＜マニュアル８＞ ＥＭＩＳ（広域災害・救急医療情報システム）                        

ＥＭＩＳとは、国（厚生労働省）が運用している「広域災害・救急医療情報システム

（Emergency Medical Information System）」のことで、災害発生時に、各医療機関

の情報入力または都道府県による代行入力により、被災した都道府県を越えて各医療機関

の被災状況や患者受入状況などの災害医療に関わる情報を共有し、被災地域での迅速かつ

適切な医療救護活動のための各種情報を集約し提供していくためのシステムです。 

〔https://www.emis.mhlw.go.jp/public/s/〕 

また、ＤＭＡＴの派遣要請、活動状況（出動、移動、活動、撤収等）について一元的に

管理を行い、その情報を関係者間で共有するＤＭＡＴ管理機能、医療搬送患者の情報、搬

送航空機等の管理を行い、搬送先である被災地外の医療機関、ＤＭＡＴ等と情報共有する

医療搬送患者管理機能があります。 

さらに、救護所の患者情報等を共有する機能、亜急性期以降の医療チームの活動状況を

共有する機能などが備えられています。 

ＥＭＩＳへのログインや具体的な操作方法等については、ＥＭＩＳ上に掲載されてい

る、「操作動画・マニュアル」をご覧ください。なお、随時システム改修が行われるた

め、操作方法等は定期的に確認してください。 

 

https://www.emis.mhlw.go.jp/public/s/
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 ＜マニュアル９＞ 災害診療記録・災害処方箋・お薬手帳   

１ 目的 

（１）必要性 

ア 避難所や福祉避難所などでの診療や投薬などを実施した場合、診療記録があいま

いになりがちで、また、患者自身が居所を移動することなどで事後の診療の際にこ

れまでの治療歴がわからないなどの課題があります。 

イ このため、これらの場所における医療活動では、通常の診療録（カルテ）に代わ

り次の「災害診療記録」（様式 9-1）を使用します。 

ウ なお、災害現場や救護所での診療については、トリアージタッグを治療履歴の記

録と後方病院への申し送りに利用します。 

（２）災害診療記録 

ア 災害診療記録は、避難所や福祉避難所等で医療チームなどが診療を行う場合に使

用します。 

イ 医療チームは治療終了後、当該診療記録の記載事項を転写（コピー、写真撮影

等）または記録簿等に転記し保存するとともに、当該診療記録を患者本人に交付

し、常に携行するよう指導します。 

ウ なお、災害診療記録の使用は通常の診療録（カルテ）による記録等を妨げるもの

ではありませんが、その場合も患者の避難所移動等の可能性を考慮し、必要な診療

情報の患者への交付に努めるものとします。 

エ 患者へ交付されなかった災害診療記録については、当該避難所等を管轄する保健

所において、当該保健所の責任の下で保存することとします。 

 

（３）災害処方箋 

ア 大規模災害時には、全国から多数の医療チームの支援を受け、種々の災害処方箋

の様式が使用されることから、救護所等での円滑な調剤業務の確保に資するた

め、県下で使用する災害処方箋の標準様式を様式 9-2のとおりとします。 
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（４）お薬手帳 

ア 「お薬手帳」は平時から処方された薬の名前や量、処方先などの情報を記載し、

患者自らが所持するもので、災害時には服薬内容やアレルギーの有無、副作用歴な

どがわかることから、迅速で的確な治療や処方につながります。このため、避難時

も可能な限り携行し、受診時に医療チームに提示することが推奨されます。 

イ 避難所での診療等では、「災害時医療カルテ」のほかこの「お薬手帳」の自由記

載欄を活用して治療履歴を記載します。  
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２ 様式（様式 9-1） 
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《患者さんへ》  

※ この「災害時医療カルテ」は、避難所や巡回診療でのあなたの診療履歴を記録す

るものです。大切に保管し、次に避難所や巡回診療で診察を受けるときにも必ず医

師に見せてください。 

※ また、病院が復旧し、かかりつけの病院・診療所ができたら診療記録を引き継ぎま

すので、このカルテは医師に渡してください。 

《医療救護活動にあたる医師の方へ》 

※ 避難所や巡回診療など通常のカルテがない場合に、この災害時医療カルテを使

用してください（お薬手帳を持っている場合は、その自由記載欄に書いても結構で

す）。 

※ ２度目以降についても、後日の診断の参考となるようこのカルテに記載してくださ

い。通常の医療機関を受診できるようになれば、このカルテを引き継ぐことになりま

す。 

《一般の医療機関の医師（かかりつけ医など）の方へ》 

※ このカルテを持参した患者さんのこれまでの受診履歴が記載されています。受診

の際には、これを回収・保管し、診療の参考としてください。 
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災害処方箋 
  
 

 

 

 

患 
 

者 

氏 

名 

 
男
・
女 

 

 

明・大・昭・平・令   年  月  日生 

 

 

処方医師氏名 

            

交付年月日     年   月   日 
 

 連絡先（スマホ・携帯電話番号等） 
 

処方箋の使用期間 交付の日を含めて 4日以内 
  

 

処

 
 

 
 

 
 

 
 

方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 
 

考 

 

患者の連絡先（スマートホン・携帯電話番号等） 

 

 

 

調剤済 

年月日 
     年   月   日 

調剤した 

薬剤師氏名 

・連絡先 

 

調剤した薬剤師の所属する 

組織の名称 

 

調剤した医療救護所等の 

名称及び所在地 

 

様式 9－2 

医療救護所等の名称・所在

地 

所属する医療支援チーム等の名称 
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 ＜マニュアル 10＞ 災害医療コーディネーター                      

１ 県災害医療コーディネーターの活動 

（１）初動 

  ア 保健医療調整部門が設置されたときは、「熊本県災害医療コーディネーターの災

害時出務順について」※１に従い、保健医療調整部門が県災害対策本部（県庁）への

出務を要請し、出務を要請された県災害医療コーディネーターは直ちに出務するよ

う努めます。県災害対策本部（県庁）に出務しない県災害医療コーディネーター

は、グループＬＩＮＥ※２、メール及び電話等使用可能な情報伝達手段を用いて保健

医療調整部門と連絡をとり、情報の共有、今後の活動の調整を行います。 

   ※１【マニュアル１】行政機関における初動対応の別紙２を参照 

   ※２【マニュアル１】行政機関における初動対応の別紙３を参照 

  イ 保健医療調整部門に熊本県ＤＭＡＴ調整本部が設置されたときは、県災害対策本

部（県庁）に出務している県災害医療コーディネーターが当該本部の本部長を兼ね

ます。 

  ウ 県災害対策本部（県庁）に出務した県災害医療コーディネーターは、は、県内の

関係機関及び災害薬事コーディネーター、各分野のリエゾンと連携して被災状況及

び医療資源の情報等を収集します。また、地域災害医療コーディネーターと県内の

被災状況等に関する情報を共有します。 

（２）主な業務内容 

  ア 県が行う災害医療対策に対して医療の専門的見地からの助言を行います。 

  イ 被災地等における医療ニーズの把握及び分析を行います。 

ウ ＤＭＡＴの派遣要否の検討、県が行うＤＭＡＴ派遣要請の助言を行います。 

エ 災害急性期における傷病者の受入医療機関の調整を行います。 

オ 被災地等への医療チーム等の派遣調整を行います。 

カ 県外から派遣される医療チーム等の受入調整を行います。 

  キ その他知事が必要と認めた事項を行います。 

・ 地域災害医療コーディネーターや関係機関と各種支援に関する情報を共有

し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議し、実施しま

す。 
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    ・ 県内で各種医療支援に関する課題が生じた場合は、これを解決するために、

関係者との調整を行います。 

２ 地域災害医療コーディネーターの活動 

（１）初動 

ア 現地本部が設置されたときは、直ちに災害拠点病院（ＤＭＡＴ活動拠点本部）等

に参集するよう努めます。参集が困難な場合は、使用可能な情報伝達手段を用いて

現地本部にその旨を伝え、今後の活動について調整します。 

  イ 保健所管内のサポートチーム及び災害薬事コーディネーター（地域担当）等と連

携して、被災状況及び医療資源の情報等を収集します。また、保健医療調整部門の

県災害医療コーディネーターと保健所管内及び県内の被災状況等に関する情報を共

有します。 

（２）主な業務内容 

ア 保健所が行う災害医療対策に対して医療の専門的見地から助言を行います。 

イ 被災地における医療ニーズの把握及び分析を行います。 

ウ 被災地に派遣された医療チーム及び自主的に参集した医療チーム等の配置調整を

行います。 

エ 傷病者を受け入れる医療機関の調整を行います。 

オ 被災地の地域災害医療コーディネーター及び熊本市地域災害医療コーディネータ

ー業務の応援又は代行を行います。 

カ 県災害医療コーディネーター及び熊本市地域災害医療コーディネーターとの情報

共有及び支援調整を行います。 

キ その他知事が必要と認めた事項を行います。 

    ・ 県災害医療コーディネーターや関係機関と各種支援に関する情報を共有し、

状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議し、実施します。 

    ・ 保健所管内で各種医療支援に関する課題が生じた場合は、これを解決するた

めに、関係者との調整を行います。 
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参考資料 熊本県災害医療コーディネーター手引書 
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 ＜マニュアル 11＞ 災害薬事コーディネーター               

１ 災害薬事コーディネーター（保健医療調整部門担当）の活動 

（１）初動 

ア 保健医療調整部門が設置されたときは、県の要請に応じて、直ちに参集するよう

努めます。参集が困難な場合は、使用可能な情報伝達手段を用いて県災害医療コー

ディネーターまたは他の災害薬事コーディネーター（保健医療調整部門担当）と連

絡を取り、活動の進め方等について打合せます。   

イ 熊本県薬剤師会と連携して、県内の医療機関（主に薬剤部門）、薬局等の被災状

況に関する情報を収集します。また、災害薬事コーディネーター（保健医療福祉調

整現地本部担当）と、各担当区域内の被災状況、全国の状況等に関する情報を共有

します。 

（２）支援策立案及び支援要請 

ア 現地本部及び災害拠点病院からの医薬品等供給要請、災害薬事コーディネーター

（保健医療福祉調整現地本部担当）及び熊本県薬剤師会からの情報、保健医療調整

部門が収集した県内及び全国の情報をもとに、県災害医療コーディネーターの総合

的な指示のもと、医薬品の供給及び薬剤師活動に関する全県的な支援策を立案しま

す。 

イ 保健医療調整部門は、災害薬事コーディネーター（保健医療調整部門担当）が立

案した支援策（モバイルファーマシーの出動要請を含む。）を、現地本部の災害薬

事コーディネーター（保健医療福祉調整現地本部担当）及び熊本県薬剤師会に速や

かに報告します。 

ウ 保健医療調整部門は、災害薬事コーディネーター（保健医療調整部門担当）の立

案した支援策に基づき、薬剤師班の派遣を熊本県薬剤師会に、医薬品等の供給を、

協定を締結する医薬品等卸業団体、国または他の都道府県に要請します。 

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動 

ア 熊本県薬剤師会からの薬剤師班の派遣が決まった場合は、医療ニーズとのマッチ

ングを行ったうえで、現地本部等と支援を受け入れるための調整を行います。 

イ 保健医療調整部門が医薬品集積所を設置する場合は、その設置及び運営に必要な

調整を行います。 

ウ 県災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーター（保健医療福祉調整現

地本部担当）、熊本県薬剤師会等と、県内の医薬品等の供給及び薬剤師活動に関す
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る最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協

議し、実施します。 

エ 医薬品等の供給または薬剤師活動に関する課題が生じ現地本部ごとの対応では解

決が困難な場合は、県災害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、関係者と

の調整を行います。 

 

２ 災害薬事コーディネーター（保健医療福祉調整現地本部担当）の 

活動 

（１）初動 

  ア 現地本部が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集が困難な場合

は、使用可能な情報伝達手段を用いて地域災害医療コーディネーターまたは他の災

害薬事コーディネーター（保健医療福祉調整現地本部担当）と連絡を取り、活動の

進め方等について打合せます。 

イ 熊本県薬剤師会支部と連携して、担当区域内の医療機関（主に薬剤部門）、薬局

等の被災状況に関する情報を収集します。また、災害薬事コーディネーター（保健

医療調整部門担当）と、支部管内及び県内の被災状況や全国の状況等に関する情報

を共有します。 

（２）支援策立案及び支援要請 

ア 現地本部が収集した担当区域内の情報をもとに、地域災害医療コーディネーター

の総合的な指示のもと、医薬品の供給及び薬剤師活動に関する支援策を立案しま

す。現地本部管内の体制だけでは支援策を実施することが困難な場合は、現地本部

から保健医療調整部門に支援を要請します。 

イ 現地本部は、災害薬事コーディネーター（保健医療福祉調整現地本部担当）が立

案した薬事に関する支援策を、保健医療調整部門の災害薬事コーディネーター（保

健医療調整部門担当）及び熊本県薬剤師会支部等の関係機関に速やかに報告しま

す。 

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動 

ア 保健医療調整部門から薬剤師派遣等について応諾の連絡を受けたときは、医療ニ

ーズとのマッチングを行ったうえで、支援を受け入れるための調整を行います。ま

た、調整結果を、災害薬事コーディネーター（保健医療調整部門担当）、県薬剤師

会支部等に周知します。 
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イ 現地本部が二次医薬品集積所を設置する場合は、その設置及び運営に必要な調整

を行います。 

ウ 地域災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーター（保健医療福祉調整

現地本部担当）、熊本県薬剤師会支部等と担当区域内の医薬品等の供給及び薬剤師

活動に関する最新の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて

関係者と協議し、実施します。 

エ 担当区域管内で医薬品の供給または薬剤師活動に関する課題が生じた場合は、こ

れを解決するために、関係者との調整を行います。 
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 ＜マニュアル 12＞ 災害歯科コーディネーター           

１ 災害歯科コーディネーター（保健医療調整部門担当）の活動 

（１）初動  

ア 保健医療調整部門が設置されたときは、直ちに参集するよう努めます。参集

が困難な場合は、使用可能な情報伝達手段を用いて県災害医療コーディネータ

ー及び熊本県歯科医師会及と連絡を取り、活動の進め方等について調整しま

す。 

イ 熊本県歯科医師会と連携して、県内の歯科医療機関の被災状況に関する情報

を収集します。また、現地災害歯科コーディネーターと、地域の被災状況等に

関する情報を共有します。 

 

（２）支援策立案及び支援報告  

ア 保健医療福祉調整現地本部及び災害拠点病院からの支援要請、現地災害歯科

コーディネーター及び熊本県歯科医師会からの情報、保健医療調整部門が収集

した県内及び全国の情報をもとに、県災害医療コーディネーターの総合的な指

示のもと、歯科保健医療に関する全県的な支援策を立案します。  

イ 保健医療調整部門は、災害歯科コーディネーターが立案した支援策を保健医

療調整部門内で共有し、支援方針を確認するとともに、現地災害歯科コーディ

ネーター及び熊本県歯科医師会に速やかに報告・確認します。  

ウ 保健医療調整部門は、災害歯科コーディネーターが立案した支援策に基づ

き、ＪＤＡＴ等の歯科医療救護班及び口腔ケア等歯科保健活動班の派遣を国や

熊本県歯科医師会に、歯科用医薬品等の供給を、協定を締結する医薬品等卸業

団体、国に要請します。 

 

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動  

ア ＪＤＡＴ等の歯科医療救護班及び口腔ケア等歯科保健活動班の派遣が決まっ

た場合は、歯科保健医療ニーズとのマッチングを行ったうえで、保健医療福祉

調整現地本部及び関係機関等と支援を受け入れるための調整を行います。  

イ 県災害医療コーディネーター、現地災害歯科コーディネーター、 熊本県歯科

医師会等と、県内の歯科用医薬品等の供給及び歯科保健医療活動に関する最新

の情報を共有し、状況の変化に応じて、支援策の見直しについて関係者と協議

し、実施します。  

ウ 歯科用医薬品等の供給または歯科保健医療に関する課題が生じ、現地本部ご

との対応では解決が困難な場合は、県災害医療コーディネーターの総合的な指

示のもと、関係者との調整を行います。 
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２ 現地災害歯科コーディネーター（保健医療福祉調整現地本部担当）

の活動 
 

（１）初動  

ア 保健医療福祉調整現地本部が設置されたときは、直ちに参集するよう努め

ます。参集が困難な場合は、使用可能な情報伝達手段を用いて地域災害医療

コーディネーター及び地域歯科医師会と連絡を取り、活動の進め方等につい

て調整します。 

イ 地域歯科医師会と連携して、保健所管内の歯科医療機関の被災状況に関す

る情報を収集します。また、災害歯科コーディネーター及び地区歯科医師会

と、保健所管内及び県内の被災状況等に関する情報を共有します。  

 

（２）支援策立案及び支援報告  

ア 保健医療福祉調整現地本部が収集した保健所管内の情報をもとに、地域災

害医療コーディネーターの総合的な指示のもと、歯科保健医療に関する支援

策を立案します。保健所管内の体制だけでは支援策を実施することが困難な

場合は、現地本部から保健医療調整部門に支援を要請します。 

イ 保健医療福祉調整現地本部は、現地災害歯科コーディネーターが立案した

歯科保健医療に関する支援策を、現地本部内で共有し、支援方針を確認する

とともに、災害歯科コーディネーター及び地域歯科医師会等の関係機関に報

告・確認します。 

ウ 保健医療福祉調整現地本部は、現地災害歯科コーディネーターが立案した

支援策に基づき、歯科保健医療の需要にあわせて、歯科用医薬品等支援物資

の調達等を行います。 

 

（３）被災地域の状況の変化に応じた支援活動  

ア 保健医療調整部門から歯科医師派遣等について応諾の連絡を受けたとき

は、歯科医療ニーズとのマッチングを行ったうえで、支援を受け入れるため

の調整を行います。また、調整結果を、災害歯科コーディネーター、地区歯

科医師会等に周知します。  

イ 地域災害医療コーディネーター、地域歯科医師会等と保健所管内の歯科用

医薬品の供給及び歯科保健医療に関する最新の情報を共有し、状況の変化に

応じて、支援策の見直しについて関係者と協議し、実施します。  

ウ 保健所管内で歯科用医薬品等の供給または歯科保健医療に関する課題が生

じた場合は、これを解決するために、関係者との調整を行います。 
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 ＜マニュアル 13＞ 災害時小児周産期リエゾン        

１ 災害時小児周産期リエゾンの活動 

（１）初動 

  ア 保健医療調整部門が設置され、かつ、県が県災害医療コーディネーターとの協議を

踏まえ、必要と判断し、要請がなされた場合には、直ちに参集するよう努めます。参

集が困難な場合は、使用可能な情報伝達手段を用いて保健医療調整部門と連絡をと

り、今後の活動について調整します。 

  イ 被災県の災害時小児周産期リエゾン等から、本県に対し、本県への搬送受入れや診

療に係る医療従事者の支援等の求めがあり、県が県災害医療コーディネーターとの協

議を踏まえ、必要と判断し、要請がなされたた場合には、直ちに参集するよう努めま

す。 

  ウ 保健医療調整部門に参集後は、県災害医療コーディネーター等の関係者と連携して

被災状況及び医療資源の情報等を収集します。 

（２）主な業務内容 

ア 県が行う災害時小児・周産期医療対策に対する医療の専門的見地からの助言を行 

います。 

イ 被災地等における小児・周産期医療ニーズの情報収集と発信を行います。 

  ウ 災害急性期における母体・新生児等の受入医療機関や搬送の調整を行います。 

  エ 被災地等への医師派遣の調整を行います。 

  オ 被災地等への支援物資の調整を行います。 

  カ 避難所における妊産婦への情報提供や避難所の評価を行います。 

キ その他知事が必要と認めた事項を行います。 
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参考資料 熊本県災害時小児周産期リエゾン手引書 
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 ＜マニュアル 14＞ 医薬品等及び輸血用血液製剤の供給      

 市町村からの協力要請等による広域支援として県が行う医薬品等の供給に関して、次のと

おり定めます。 

１ 医薬品等（医薬品、医療機器及び歯科用品等）の供給 

（１）医薬品等の調達、供給 

ア 保健医療調整部門は、発災直後から、県下の医薬品等卸業団体からの医薬品等の調

達の可否等に関する情報を収集します。これにより、医薬品等卸業事業者による調達

が可能と判断する場合は、協定に基づき、各医薬品等卸業団体に医薬品等の供給を要

請します。 

この場合でも、急を要する要請に対しては、県が備蓄する医薬品等を供給すること

もあります。 

イ 保健医療調整部門は、県下の医薬品等卸業団体からの医薬品等の調達が不可能と判

断する場合は、医療チーム等の要請に応じて県が備蓄する医薬品等を供給します〔医

薬品等供給要請書兼応諾連絡書（様式 14-1）〕。 

更に、国や他の都道府県等に医薬品等の供給を要請します。 

 

（２）医薬品等の供給体制 

ア 保健医療調整部門は、被災地の救護所等において医薬品等の供給を行う場合は、協定

に基づき、熊本県薬剤師会に薬剤師班の派遣及び次の災害支援活動の実施を要請しま

す。 

（ア）救護所に設置する臨時調剤所における調剤、服薬指導 

（イ）避難所における服薬指導、健康相談応需 

（ウ）救護所、県内に設置する医薬品等の集積所における医薬品等の仕分け、管理 

イ 保健医療調整部門は、被災地域の主要な救護所を「医薬品等供給拠点（保健医療調整

部門から出動要請により配置したモバイルファーマシーを含む。）」と定め、その救護

所で供給する医薬品等の他、その地域の他の救護所やその地域で活動する医療チームの

医薬品等の需要を取りまとめ、協定を締結する医薬品等卸業団体、あるいは医薬品等の

集積所に一括して発注及び受領・供給を行います。 
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ウ 保健医療調整部門は、県内に医薬品等の集積所を設置する場合は、アの要請の他に、

災害時におけるマンパワーの確保に関する協定を締結する団体に、医薬品等の仕分け作

業従事等に従事する者の派遣を要請します。 

エ 広域的な災害拠点病院等で災害医療に使用する医薬品等が不足する場合は、現地本部

を通じて保健医療調整部門に、あるいは保健医療調整部門に直接、医薬品等の供給を要

請します。〔医薬品等供給要請書兼応諾連絡書（様式 14-1）〕。保健医療調整部門

は、様式 14-1により応諾内容を要請元に連絡します。 

 

（３）市町村の対応等 

ア 市町村が行う医薬品等の備蓄 

市町村において医薬品等の備蓄を行う場合は、当該市町村において個々の医薬品等の

特性に応じた適切な保管・管理を行う必要があります。また、災害発生時に薬剤師等専

門家による適正な管理及び供給を行う体制を予め確保しておくことが望まれます。 

イ 県が行う医薬品等の供給に対する市町村の協力 

（ア）救護所や避難所を設置する市町村は、県が行う医薬品等供給拠点、臨時調剤所及び

医薬品等の集積所の設置・運営、及び救護所等における医薬品等の適切な保管管理に

協力するものとします。 

（イ）熊本地震の際に、避難所において供給元が不明確な無管理状態の医薬品等が散見さ

れたことから、避難所を設置する市町村は、医薬品等による危害発生の防止及び適正

使用の観点から、県が派遣する薬剤師班と協力して避難所における医薬品等の適切な

供給・保管管理に努めるものとします。 

 

（４）医療機関及び薬局における医薬品等の確保 

医療機関及び薬局は、発災直後に医薬品等の流通が一時期停止する可能性を念頭に、

各施設において発災後の概ね３日間に使用する量の医薬品等を確保しておくことが望ま

れます。 

 

２ 輸血用血液製剤の供給 

災害発生時における輸血用血液製剤の確保、受注及び搬送等に関する供給体制の確保

は、血液センターが定める規定に基づき行うものとします。 
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保健医療調整部門は、陸上交通遮断等により血液センターによる輸血用血液製剤の輸送

が困難な場合は、ヘリコプター（県防災消防ヘリコプター、自衛隊のヘリコプター）や船

舶による搬送体制を確保します。 
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様式 14-1 
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 ＜マニュアル 15＞ 人工透析患者への対応                        

１ 平時の対応 

（１）人工透析患者との連絡方法の確認等 

透析実施医療機関は、災害発生時に人工透析の実施可否などを知らせるため、人工

透析患者の緊急連絡先を把握するとともに、本人のみならず、家族との連絡方法につ

いても予め把握しておくよう努めます。また、安否確認の方法や介助者の確保など、

災害発生時に必要となる対応について、患者及び家族と十分打ち合わせを行っておく

必要があります。 

（２）透析実施医療機関一覧の整備 

県は、県透析施設協議会と連携し、県内の透析実施医療機関の状況（透析患 

者数、給水設備や発電設備の有無等）及び連絡先を整理した「透析実施医療機 

関一覧」を整備します。また、一覧に記載の内容は適宜更新を行います。 

（３）災害発生時における 急連絡網等の整備 

   県は、県透析施設協議会と連携し、災害発生時、速やかに被害情報の収集等 

を依頼するための緊急連絡網を整備します。 

 県透析施設協議会は、研修会等を通じ、県内透析実施医療機関に対し、災害 

時の対応等について周知を行います。 

 

２ 災害時の対応 

（１）人工透析患者への対応 

   透析実施医療機関は、災害によるライフラインの停止等により、透析の実施 

が困難となった場合には、県透析施設協議会などから十分に情報収集を行い、 

ライフラインの復旧の見込みを可能な限り把握した上で、透析患者に対して必 

要な対応（透析予定の変更、他の施設での透析実施など）を行います。 

（２）透析実施医療機関の被害状況等に関する情報収集等 

①「災害時情報ネットワーク」による被害状況等の収集 

 ・ 県は、県透析施設協議会に対し、速やかに県内透析実施医療機関の被害情報を

収集するよう依頼します。 

 ・ 県透析施設協議会は、県内透析実施医療機関に対し、(公社)日本透析医会の

「災害時情報ネットワーク」を活用し、被災の有無や人工透析の可否、人工透析

患者の受入可否等の情報を入力するよう促します。 

 

 

 

 

 
   
  

 

 

   ・ 透析実施医療機関は、災害時情報ネットワークを活用し、被災の有無や人工透 

析の可否、人工透析患者の受入可否等の情報を速やかに入力します。 

 

②被害状況等の整理・把握 

 ・ 県は、災害時情報ネットワークに入力された情報を整理し、特に緊急な対応が

必要となる水の供給や入院患者の転院などの情報を把握します。 

◎熊本県透析施設協議会 
・会長 嶋田英隆（嶋田病院）TEL：096-324-3515 
 
・災害対策分科会会長 田尻哲也（仁誠会）TEL：096-360-7112 
 
・ 副会長 井上武明（日置町クリニック）TEL：0965-31-5757 
 
・ 副会長 實吉拓（緑ヶ丘クリニック）TEL：0968-64-8007 
※上記体制は、2025 年 1 月から 2027 年 1 月まで（任期 2 年）。 



【マニュアル 15】人工透析患者への対応 

15-2 

 

 ・ 県は、被害状況等の整理や対応の優先順位等を判断するに当たり、必要に応

じ、県透析施設協議会に対して、関係者の保健医療調整部門への参集を依頼しま

す。 

 ・ 把握した被害状況等については、厚生労働省（がん・疾病対策課）や保健医療

福祉調整現地本部などにも共有し、人工透析患者や医療機関などからの問合せに

対応するとともに、被災した医療機関の迅速な支援を図ります。 

 

 

 

 

（３）被災した透析実施医療機関への支援 

①透析に使用する水の供給 

 ・ 県は、人工透析を行うために必要な水が不足する情報を得た場合又は透析実施

医療機関等から水の供給に関する依頼を受けた場合には、災害対策本部内で必要

な調整を行い、自衛隊等に給水要請を行います。 

②患者搬送手段の確保 

・ 県は、人工透析患者の転院搬送に関する情報を得た場合又は透析実施医療機関

等から搬送手段に関する依頼を受けた場合には、庁内関係課（交通政策課など）

と調整を行い、患者搬送に必要な車両の手配を行います。 

③患者の受入医療機関の調整 

・ 県は、透析実施医療機関などから人工透析患者の受入調整に関する依頼を受け

た場合には、患者情報を聴き取った上で、受入可能な透析実施医療機関の選定な

どを県透析施設協議会に依頼します。 

・ 県透析施設協議会は、県からの依頼を受け、速やかに適切な受入医療機関の選

定と必要な調整を行い、調整結果を県に報告します。 

 

◎厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課 

 TEL; 03-5253-1111（代表） TEL：03-3595-2192（直通） 
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＜マニュアル 16＞ 多数傷病者が短時間で発生した場合の基本的な対応  
（注）以下の対応は、あくまで一つの対応パターンとして整理するものであり、必ずしも 

全ての多数傷病者発生事案に適用するものではありません。 

 

１ 想定事案（目安） 

ＣＢＲＮＥ（化学(Chemical)・生物(Biological)・放射性物質(Radiological)・核

(Nuclear)・爆発物(Explosive)）災害・テロ、列車転覆事故、航空機墜落事故などによ

り、重症患者（赤・黄タグ）が短時間で 10～20名以上発生。 

 

２ 具体的な対応 

（１）分散搬送 

   当面の間、通常の救急搬送と同様に、現場の消防機関等の判断により、救命救急 

センター等へ分散搬送を行います。 

 

（２）特別の初動対応（呼称「コードＤ(Disaster)」）の実施 

  ① 災害等現場に最も近い救命救急センター（最寄りＣ）が、傷病者の受入れ状況等 

から、通常の救急対応では迅速な救命が困難で、「特別の初動対応（以下ア～

ウ）」が必要と判断した場合、その旨を県（緊急事態連絡本部等）(以下｢県本部｣

という。)に伝達します。 

ア 全ての重症患者を最寄りＣに一旦搬送・受入れ 

・ 限られた県内外ＤＭＡＴ等医療資源を効率的に活用するとともに、患者や医療

従事者の二次被害を防止するため、全ての重症患者を最寄りＣに一旦搬送し、受

け入れた救命救急センターにおいてトリアージ（治療の優先順位の決定）や処置

などを行う。 

・ ただし、化学剤散布等、ＣＢＲＮＥ災害・テロにおいては、基本的に、現場で

除染された患者のみ受け入れることとする。 

  イ ＤＭＡＴを最寄りＣへ派遣 

   ・ 現場でのトリアージは、消防が行う一次トリアージのみとし、ＤＭＡＴを現場

に派遣しない。 

・ 県内外ＤＭＡＴは、被災現場でなく、最寄りＣに派遣し、診療支援や転院先へ

の同行などを行う。 

ウ 最寄りＣは通常の救急搬送患者の受入休止 

   ・ 最寄りＣが多数傷病者への対応に専念するため、通常の救急搬送患者について

は、他の二次・三次救急病院等に搬送・受入れ。 

・ なお、ウォークイン患者については、来院をコントロールできないため､救命 

救急センターが個別に対応(外来対応休止の案内板設置・アナウンスなど)。 
 

 [参考]コードＤ実施のメリット・デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

○

○

○

ＤＭＡＴ等の限られた医療資源を効率的に活用できる。

災害現場から速やかに搬出することで、患者や医療従事
者の二次被害を防止できる。

通常の救急搬送患者の受入れを休止することで、災害に
より発生した傷病者の対応に専念できる。

○

○

○

通常の救急搬送患者の受入休止に伴う病院収入の減な
ど、病院経営面での問題が発生。

少数の医療従事者で対応している休日・夜間に発生した
場合、医療従事者等の参集に時間を要するため、多数傷
病者の受入れは困難。

最寄りＣにＤＭＡＴ活動拠点本部を設置することになる
が、本部運営要員に相当数の人員を要する。

メリット デメリット
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② 県本部は、上記の連絡を受けた場合、災害医療コーディネーターの助言等を踏ま 

え、特別の初動対応の実施を決定します。 

③ 県本部は、全ての救命救急センター、災害拠点病院、二次救急病院及び県本部内 

関係者（熊本県消防応援活動調整本部、消防班）に対し、その旨を伝達します。 

 

（３）県内外ＤＭＡＴの派遣要請 

   県本部は、多数傷病者の受入れを行っている最寄りＣの支援のため、参集拠点を 

  調整した上で、県内ＤＭＡＴ指定病院及び厚生労働省ＤＭＡＴ事務局に対し、県内外 

  ＤＭＡＴの派遣要請を行います。 

 

（４）県内外病院等への転院搬送 

  ① 最寄りＣは、「県内病院への転院患者」と「県外病院への転院患者」を振り 

分け、県本部に伝達します。 

  ② 県本部は、上記を踏まえ、県本部内関係者（熊本県消防応援活動調整本部、 

ヘリコプター運用調整所等）と調整し、県内外転院先病院と搬送手段を決定しま

す。また、決定後は、最寄りＣ、県内外転院先病院に伝達します。 

  ＜県内搬送＞ 

   ・ ｢傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(医療機関リスト)」に基づく 

傷病者の状況(外傷、熱傷等)や重症度を踏まえ、救急患者の受入数が多い病院を 

中心に転院先病院を決定。 

＜県外搬送＞ 

・ 混乱を回避し、迅速かつ円滑な搬送・患者の受入れを図るため、事前に県外の 

転院先病院（県外窓口病院）を各県１～２病院程度（各県の基幹災害拠点病院や 

ドクターヘリ基地病院等）設定。  

     ・ 県外窓口病院では、当該県内における病院との搬送調整などを一括して行う。 

    ・ また、最寄りＣが複数存在する場合、最寄りＣからの空路搬送に当たっては、 

最寄りＣごとに搬送先の県外窓口病院を固定。かつ、同病院との間を同じヘリで 

反復往復する。 
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＜参考＞ トリアージ                          

１ 概要 

（１）目的 

ア 同時に多数発生した傷病者の治療の優先順位の判定であり、特に緊急に治療を必要とし

ない軽症患者や中等症患者の治療の順番を一次的に遅らせることなどによって、限られた

医療資源（医師、看護師等の数、医薬品などの量）を効果的に使用するものです。 

イ また、災害発生後に、多くの患者が医療機関に殺到したときに、その中から早期に治療

をしなければならない重症患者を発見し、早期に適切な治療を受けさせることでより多く

の人命を救うことを目的としています。 

（２）実施場所 

ア トリアージは、災害現場、救護所、病院等で行います。また、重症患者を県外に搬送す

るための航空搬送拠点では、搬送直前には再度トリアージを実施します。 

イ 災害現場では、最初に到達した救急隊員などがトリアージを行うとともに、必要な処置

を行います。医師がいる場合は、救急隊と協力してトリアージを行います。 

ウ 救護所では、集まっている傷病者のトリアージを行い、必要な応急措置を行います。 

（３）トリアージを実施する者 

ア 災害現場、救護所、病院等では、救急隊員、医師、看護師等がトリアージの実施者とな

ります。ただし、トリアージは短時間で多数の傷病者の傷病の程度を判断し、治療の優先

順位を決定しなければならないため、実施者はトリアージについてのトレーニングを積

み、強い決断力を有する者でなければなりません。また、ＤＭＡＴが支援に入った場合に

は、ＤＭＡＴにトリアージを委ねることができます。 

イ 病院等では、より豊富な経験と知識を備え、かつ判断力、指導力を有する医師を事前に

トリアージ実施責任者として定めておくとともに、責任者が不在の時にも対応できるよう

に代理の責任者を決めておきます。 

ウ トリアージ実施者は、トリアージ中は治療や応急処置は行わず、カテゴリー決定に専念

します。 
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（４）トリアージの準備 

ア 各実施場所では、トリアージのためのスペースを確保します。病院等でトリアージを実

施する場合は、院内の治療活動との混乱を避けるために、玄関付近にトリアージ実施場所

を設けるようにします。 

イ 確保したスペースを、トリアージ前の傷病者の待機場所、トリアージの実施場所、トリ

アージ後の傷病者の待機場所の３つに分けます。このうち、トリアージ後の待機場所につ

いては、最優先治療群（Ⅰ）、待機的治療群（Ⅱ）、保留群（Ⅲ）の 3 つに明確に区分

し、各色別（赤、黄、緑）の表示を行います。 

ウ 負傷者及び救急搬送の動線が一方向となるように、進入路や搬出路を設定します。 

エ トリアージ実施場所から離れた場所に、救命困難群（０）とされた方の収容場所を設け

ます。 

オ 家族等からの問い合わせに対応するため、傷病者の情報収集と伝達等を専門に担当する

者を定めておきます。この担当者は、搬送または収容された傷病者の氏名等をトリアージ

エリアに掲示するなどして、その周知に努めます。 

（５）カテゴリー 

ア 傷病者の症状を緊急度や重症度に応じて４段階に分類します。次の区分は一般的なカテ

ゴリーであり、医療機関の人員や物資を最大限に活用し、より多くの傷病者を治療するた

めには、災害の種類や規模などによって弾力的に行うことが必要です。 

表 9-1 トリアージカテゴリー 

順 位 分 類 識別色 傷病状態及び病態 具体的事例 

第１順位 最優先治療群

（重症群） 

赤色

（Ⅰ） 

生命を救うため、直ちに処

置を必要とするもの。窒

息、多量の出血、ショック

の危険のあるもの。 

気管閉塞、呼吸困難、意識障害、

多発外傷、ショック、多量の外出

血、内気胸、胸部開放創、腹腔内

出血、腹膜炎、広範囲熱傷、気道

熱傷、クラッシュシンドローム、

多発骨折など 

第２順位 待機的治療群

（中等症群） 

黄色

（Ⅱ） 

多少治療の時間が遅れて

も、生命に危険がないも

の。基本的には、バイタル

サインが安定しているも

の。 

全身状態が比較的安定している

が、入院を要する程度の傷病者

（脊髄損傷、四肢長管骨骨折、脱

臼、中等熱傷など） 

第３順位 保留群 

（軽症群） 

緑色

（Ⅲ） 

上記以外の軽易な傷病で、

殆んど専門医の治療を必要

としないものなど。  

外来処置が可能な傷病者（四肢骨

折、脱臼、打撲、捻挫、擦過傷、

小さな切創及び挫創、軽度熱傷、

過喚起症候群など） 

第４順位

  

救命困難群 黒色

（０） 

既に死亡しているもの、ま

たは明らかに即死状態であ

り、心肺蘇生を施しても蘇

生可能性のないもの。 

圧迫、窒息、高度脳損傷、高位頚

髄損傷、心大血管損傷、内臓破裂

等により心肺停止状態など 
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２ 実施 

（１）実施手順 

ア トリアージは、傷病者１人あたり３０秒以内を目安として実施しますが、１回だけで終

わるのではなく、後方医療機関や航空搬送拠点への搬送後など、必要に応じて繰り返し行

います。 

イ トリアージの結果に基づいたトリアージタッグを負傷者の右手首関節部につけます。そ

の部位が負傷している場合には、左手首関節部、右足関節部、左足関節部、首の順でタッ

グをつけます。 

ウ 各病院等の医療従事者や医療チームのスタッフは、トリアージの結果に基づき適切に行

動します。 

エ トリアージ実施後、後方搬送が必要な場合は市町村災害対策本部に連絡し、早期の搬送

に努めます。 

 

 

 

 

 

  

 

トリアージタッグについて 

 

 大災害時には多数の医療従事者や医療チームが被災地域に集まり共同作業を行います。このた

め、各場面におけるトリアージの結果を誰が見ても容易に理解でき、直ちに次の行動に生かすこと

ができるように表示するのに用いられるのが「トリアージタッグ」です。 

 トリアージタッグは、縦 23.5 センチ・幅 11 センチの台紙と 2 枚の複写用紙からできていま

す。一番上の用紙は「災害現場用」、２枚目の用紙は「搬送機関用」、一番下の台紙は「収容医療

機関用」です。  

 

 

（表面）        （裏面） 
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区分 状態・病態 ト アー 

第1段階
生理学的評価

JCS2桁以上
呼吸数 ＜10回/分、≧30回/分
呼吸音の左右差、異常呼吸
脈拍 ＜50回/分、≧120回/分
SpO2 ＜90%
体温 ≦35℃
ショッ 症状

第2段階
解剖学的評価

開 性頭蓋骨陥没骨折
外頚静脈の著しい怒張
胸郭動揺、フレイルチェ ト
開 性気胸
腹部膨隆、腹壁緊張
骨盤骨折
両側大腿骨骨折
四肢切断
四肢麻痺
頭頚部や体幹の穿 性外傷
デグ ービング損傷
15%以上の熱傷、顔面・気道熱傷

 

第3段階
 傷機転

体幹部の挟圧
1肢以上の挟圧（4時間以上）
爆発
高所墜落
以上温度
有毒  
汚染（NBC）  

第4段階
災害弱者

小児
高齢者
妊婦
基礎疾患あり
旅行者

その他  

（２）記載済みのトリアージタッグの保管 

ア １枚目の「災害現場用」の用紙は、災害現場や救護所が保管します。なお、自家用車な

どを使って個人等が患者を搬送する場合には、２枚目の「搬送機関用」をはがさないよう

搬送者に注意します。 

イ ２枚目の「搬送機関用」の用紙は、患者を搬送した機関が、患者を引き渡した医療機関

名など必要事項を記載してからはがし、トリアージ実施場所ごとに保管します。 

ウ ３枚目（台紙）の「医療機関用」の用紙は、医療機関がカルテの代用として必要事項を

記載し、保管します。また、当該医療機関で１回目のトリアージを実施した場合には、

「災害現場用」「搬送機関用」をはがさずにそのまま保管します。 

エ 家族の自家用車などで個人等が患者を搬送した場合には、収容した医療機関が「搬送機

関用」をはがして保管します。 

オ 症状が軽くなり新たにトリアージタッグを作成した場合には、最初のトリアージタッグ

と一緒に保管します。 

（３）START法と PAT法の比較 

 

   START法と、二次トリアージの一つである PAT法との比較を示します。 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

START法 PAT法 

いいえ

呼吸あり

10～29

あり

歩行可能？

A：気道・呼吸
(なし→気道開放)

Ｂ：呼吸回数

Ｃ：撓骨動脈触知

Ｄ：意識、従命反応

 

 

 

 

はい

気道開 で呼吸なし

9/分以下、30/分以上

気道開 で呼吸出現

いいえ

触知不可

触知可能
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はじめに 

１ マニュアル作成の趣旨（背景） 

 本マニュアルは、平成２８年４月熊本地震発災後に実施された熊本地震にお

ける災害対応の検証を踏まえ、今後の災害発生時に備えて作成したもので、熊

本県地域防災計画の中の保健衛生計画に位置づけています。 

 本マニュアルの活用範囲は、地震、津波、台風、高波、豪雨、噴火等の自然

災害で、被災地での保健活動が市町村や管轄する保健所だけでは対応できず、

県の支援、県内の保健所・他市町村の支援、他県の職員（保健師等）の支援が

必要とされる災害規模を想定しています。そして、保健師、管理栄養士、歯科

衛生士等が他の関係機関(者)と連携して行う被災地の衛生環境の整備、健康支

援の内容、活動に必要な支援・受援体制の整備等について整理しました。 

 作成に当たっては、県保健所内での検討、県保健所長会の代表(厚労科学研究

費補助金 DHEAT 研究員)と保健所保健予防課長の代表との意見交換、健康福祉部

内関係各課や県保健所の意見照会の結果をもとに、「熊本県災害時保健活動マニ

ュアル～保健師の活動を中心に～」(全国保健師長会熊本県支部県分会作成)や

他県のマニュアル等を参考とさせていただきました。 

 本マニュアルは、あくまでも保健活動の基本となるものについて整理しまし

たので、本マニュアルにはない、被災地の状況や災害の規模に応じた柔軟な対

応が求められることを念頭に、平時から災害に備えた準備や訓練も必要だと思

っています。 

 なお、今後、災害に関連した制度改正や、国からの統一的なマニュアルの提

示、マニュアルに不備が生じた場合など、状況に応じて、随時更新をしていき

たいと考えています。 

 

～令和７年（2025 年）３月の一部改訂について～ 

 以下の点を踏まえ、内容の見直しを実施しました。 

・令和２年（2020 年）３月に「災害時の保健活動推進マニュアル」（日本公衆

衛生協会／全国保健師長会）が作成されている。 

・熊本地震以降、本県では令和２年７月豪雨の発生、他都道府県においても、

地震や水害の発生があっており、災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）体

制などが確立してきた。 

・避難所アセスメントについて、災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）

を活用し関係機関と情報共有するなど、DX 化が進んできた。 
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２ 本マニュアルと他のマニュアルとの関係性 

 大規模災害においては、多数傷病者への対応等の医療救護活動や保健・衛生

等の公衆衛生活動が必要となります。 

本マニュアルは、災害時の保健・衛生等の公衆衛生活動について、県（本庁）、

保健所、市町村が連携して対応するための指針となるものです。 

災害発生直後の急性期から亜急性期までの間、医療チーム等によって実施さ

れる医療救護活動については、「熊本県災害時医療救護マニュアル」がその指針

となります。 

また、避難所の運営等については、県及び各市町村が作成する「避難所運営

マニュアル」及び「福祉避難所運営マニュアル」がその指針となります。 

 

３ 健康福祉対策部体制図（令和７年３月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員体制の整備 （総括：政策審議監 事務局：健康福祉政策課）

統括：健康福祉部長 補佐：政策審議監 事務局：健康福祉政策課（総務班）
【役割】

①部全体の方針決定②各チームへの指示、連携、調整③情報収集・共有

◎「健康福祉対策部」体制図

健康福祉政策課
〇災害救助法に基づく

各種対応
・避難所運営支援
・備蓄物資の避難所へ

の輸送等
・救助物資の調達・輸送
・応急仮設住宅の供与
・被災住宅の応急処理

・災害救助費に係る国・
市町村調整

〇災害ボランティア活動
環境の整備

〇地域支え合いセン
ター立上げ支援
〇義援金、見舞品の受

付配分

避難所運営支援班
物資調達・輸送班
応急住宅班高齢者支援課

認知症施策・地域ケ
ア推進課
〇高齢者の安否確

認等

高齢者支援班

障がい者支援課
〇障がい者の安否

確認等

障がい者支援班

社会福祉課
子ども未来課
子ども家庭福祉課
国保・高齢者医療課

外部対応・応援班

福祉調整部門
総括：政策審議監 事務局：健康福祉政策課

県災害医療コーディネーター【医療救護担当】

ＤＰＡＴ統括者
【こころのケア担当】

薬務衛生課
〇医薬品の調達・供給等

薬務衛生班

DMAT・DPAT調整本部
/ 医療救護調整本部

【県内外医療チームの指揮・調整】

医療政策課
障がい者支援課
薬務衛生課

障がい者支援課
〇こころのケア対策等

障がい者支援班

健康危機管理課
〇防疫、食品

衛生、飼養動物対策
〇DHEATの受援調整、

県版DHEATの派遣調整等

健康危機
管理班

ＤＭＡＴ調整本部

ドクターヘリ調整部

健康づくり推進課
〇保健衛生活動統括
〇DVT対策、口腔ケア
支援、食支援等

認知症対策・地域ケア
推進課
〇JRAT・復興リハ連絡
調整等

保健衛生班

医療政策課

〇医療（歯科含む）救護活動の
統括・調整等

医務班

小児周産期
リエゾン

ドクターヘリ
基地病院

ドクターヘリ本部

災害対策本部

統括
DMAT

災害薬事
コーディネーター

DCAT調整本部

DHEAT

DPAT
統括者

報告・支援要請

保健医療調整部門
総括：医監 事務局：医療政策課

健康福祉部

指示・支援 報告・支援要請

DHEAT

DHEAT調整本部
【統括DHEAT：医監】

健康福祉対策部

保健医療福祉調整本部

要
請
・

調
整

【地方災害
対策本部】

保健医療福祉調整現地本部（本部長：保健所長）

地域災害医療コーディネーター

地域災害医療対策会議

被災地保健所
避難所等における

保健衛生活動
支援

被災地外保健所
被災地における保健衛生
活動の支援（県版DHEAT ）
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Ⅰ  災害時保健活動の基本的な考え方 

 

１ 活動の基本とする方向性 

災害時における保健活動の目的は、被災者の命と健康を守り、「防ぎ得る死

と二次健康被害の最小化」を図ることにある。 

災害発生直後は被災者の生命と安全の確保のための救命救急、医療支援体

制の確保が優先されるが、同時に、被災したことにより生じてくる様々な住

民の健康問題に対応する保健活動の体制整備を進めながら、医療救護活動か

ら保健福祉活動へと移行していくことが求められる。平時からの準備が活動

の始まりである。 

災害時保健活動は、被災者の多様な健康課題に対応するために、保健・医

療・福祉の様々な支援チームと連携・協働しながら、支援を必要とする者へ

の個別支援、避難所・応急仮設住宅等における生活環境衛生対策、被災や避

難生活による健康障害、ストレス等に対する保健予防対策を行う。そして、

被災者支援に関わる他の関係者と連携して、被災生活を支援するネットワー

クを確立する等、住民の生活全般を視野に入れ、心身ともに健康な日常生活

が営まれるよう復旧・復興までの中長期にわたり継続的な支援体制の整備を

目指すものである。 

 

２ 保健活動のポイント 

（１） 被災地における災害情報の把握（別冊１様式５参照） 

・被害状況（死者数・負傷者数・ライフラインの状況等） 

・道路状況と交通機関の運用状況 

・医療機関・福祉施設・在宅ケアシステムの稼働状況 

・救護所・避難所、福祉避難所の数と場所 

・災害活動を支援できるマンパワーの種類と数 

・被災市町村の災害対策本部の設置状況 

・避難していない人の状況 

 

（２） 災害時要配慮者の把握（別冊１様式９参照） 

１）必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全

な場所に避難するなど、災害時の一連の行動に対してハンディを負う

人々（以下のア～エ）を把握する。 

   ア 自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知する能力がない、又

は困難である。 

   イ 自分の身に危険が差し迫った場合、それを察知しても救助者に伝え

ることができない、又は困難である。 

   ウ 危険を知らせる情報を受けることができない、又は困難である。 

   エ 危険を知らせる情報が送られても、それに対して行動することがで

1
18-5



 
 

 

きない、又は困難である。 

２）避難後において、避難先での特殊な生活環境によって心身に多大な影

響を受ける恐れのある人々(以下のア～オ)を把握する。 

ア 移動が困難な人 

イ 薬や医療機器がないと生活できない人 

ウ 情報を受けたり伝えたりすることができない、又は困難な人 

エ 理解や判断ができない、又は理解や判断に時間がかかる人 

オ 精神的に不安定になりやすい人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 地域巡回活動の早期実施（別冊１様式５～６参照） 

 できるだけ早期に２人以上の体制（できれば保健師とその他の職員）

で避難所や福祉避難所に赴き、住民の避難状況等を把握する。巡回活動

の中で、要医療者や災害時要配慮者等緊急に支援が必要な場合はその対

処を行う。 

 

（４） 応援・派遣保健師等、支援者への対応（別冊１様式１～４参照） 

・受援体制も含め、関係者と災害支援体制づくりを進める。 

 必要に応じて、被災市町村の統括保健師を補佐するリエゾンを派遣す

る。 

・地区状況・社会資源等の情報を整理し、オリエンテーションを実施 

・避難所等における被災者の健康管理業務（健康相談、健康教育等）に

配置 

 

（５） 要支援者の安否確認と対応（別冊１様式 10～14 参照） 

 平常時に準備されている避難行動要支援者名簿やマッピングされた地

図などの活用により安否確認を行う。緊急性の高い順から分担して行う。 

 

（６） 慢性疾患患者への対応（別冊１様式７～８参照） 

被災前は安定していた状況が、不安定になることに注意が必要である。

〇単身高齢者           〇知的障がい（児）者 

〇寝たきり高齢者         〇発達障がい（児）者 

〇認知症者            〇乳幼児 

〇在宅酸素療法患者        〇妊産婦 

〇視覚障がい（児）者       〇難病患者 

〇聴覚障がい（児）者       〇小児慢性特定疾病患者 

〇肢体不自由（児）者       〇結核（法３７条の２）患者 

〇内部障がい（児）者       〇血液透析患者 

〇精神障がい者          〇外国人         等 

2
18-6



 
 

 

ひとりひとりに声をかけ、健康状態への自覚を促す。 

（７） 災害時のストレス反応とその対応（別冊２P134「ストレス症状の自己診

断」参照） 

災害時のストレス反応は、災害後、集中力や判断力の低下、無気力、

不安感、過敏な行動などを起こしたりする状態で、異常な事態への正常

な反応である。誰にでも起こりうる正常な反応であることを理解しても

らい、栄養のバランスに配慮し、楽しみを見つけ、気分転換するなどで

対処してもらう。 

 

（８） 職員の心身の健康管理（P36,37「疲労蓄積度自己判断チェック表」参照） 

・慢性疾患の管理及び感染症予防 

・災害による PTSD の予防 

・勤務体制の配慮及び休憩場所の確保 

・定期的なミーティングの開催（情報の共有化） 

 

（９） マスコミ対応 

管理・監督者で対応することを予め決めておき、窓口を一本化する。 
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指揮命令系統・役割の明確化 情報伝達体制の整備 活動体制の整備

県
健
康
福
祉
部

・統括的役割を担う保健師及びそれを補佐する職員の明確化
(統括保健師、副統括保健師、保健所統括保健師について周
知）
・部内関係課の役割分担の確認と共通理解
・防災計画及び県・市町村における防災協定の確認
・分散配置の庁内保健師の役割の検討と調整
・国、県の連絡体制の構築
・自治体機能の喪失時の対応と共有

・統括保健師、副統括保健師、保健所統括保健師の連絡先確
認
・情報収集及び報告のための帳票類及び報告方法の決定
・保健師等職員名簿、緊急連絡先及び連絡網の作成 （発災時
の連絡方法の確認）
・関係機関とのネットワーク及び情報連絡網の確立 （関係
  団体、支援団体等の連絡網を作成）

・市町村の避難所及び福祉避難所の設置予定リスト作成状況
  の確認
・市町村の避難行動要支援者名簿の作成状況の確認
・県内の社会資源（医療機関・福祉施設も含めた施設情報や
  公共施設、関係団体等）の名簿作成 （名簿閲覧の方法の
  確認）
・保健活動に必要な物品の整備状況の確認 （災害時の必要
  物品の備蓄と保管場所の確認）
・長期化による外部からの人的資源活用の検討（要請の時
期、人数等）
・受援準備（受援事務の整理、活動場所の確保等）

保
健
所

・統括的役割を担う保健師及びそれを補佐する職員の明確化
・保健医療福祉調整現地本部体制及び所内各課の役割分担の
確認と共通理解
・市町村のリエゾン保健師等の配置の検討
・防災計画の確認
・発災後の業務別から地区担当制への変更等の検討と調整
・県、保健所、市町村間の連絡体制の構築
・自治体機能の喪失時の対応と共有

・情報収集及び報告のための帳票類及び報告方法の確認
・職員名簿、緊急連絡先及び連絡網の作成 （発災時の連絡
  方法の確認）
・関係機関とのネットワーク及び情報連絡網の確立 （保健
  所が所管する要支援者のケアネットワーク等による支援体
  制の確立。また、関係者、支援者の連絡網を作成。）
・保健所統括による統括保健師連絡先（携帯）の確認

・管轄市町村の避難所及び福祉避難所の設置予定リストの確
  認
・災害時要援護者（保健所所管の要支援者等）のリストの作
  成と定期的な更新 （要支援者の病名、病状、治療状況、
  主治医、関係機関、地図、訪問優先順位等を記した相談票
  の整備と保管）
・社会資源（医療機関・福祉施設も含めた施設情報や公共施
  設、地区組織等）の把握 (管轄市町村の社会資源の名簿整
  備とマップ等の作成及び保管。災害時の役割が明確になっ
ている施設はその内
  容も明記。）
・保健活動に必要な物品の整備、保管 （災害時の必要物品
  の備蓄と保管場所の明確化。保管庫などに備蓄されている
  場合はその鍵の保管場所の明確化。）
・長期化による外部からの人的資源活用の検討（要請の時
期、人数等）
・受援準備（受援事務の整理、活動場所の確保等）

市
町
村

・統括的役割を担う保健師の配置及びそれを補佐する職員の
  明確化
・関係課の役割分担と共通理解
・防災計画及び都道府県・市町村における防災協定の確認
・発災後の業務別から地区担当制への変更等、配置転換を含
  む組織編成についての検討と調整
・保健所、市町村間の連絡体制の構築
・自治体機能の喪失時の対応と共有

・情報収集及び報告のための帳票類及び報告方法の決定
・職員名簿、緊急連絡先及び連絡網の作成 （発災時の連絡
  方法の確認）
・関係機関とのネットワーク及び情報連絡網の確立 （地域
  単位の地域ケアネットワーク等による支援体制の確立。ま
  た、自治会役員、民生・児童委員、ボランティア等で連絡
  網を作成。）

・避難所及び福祉避難所の設置予定リストの作成
・避難行動要支援者名簿の作成と定期的な更新
・保健師や栄養士が日頃の保健活動の中で要支援者として把
  握し、災害時に配慮が必要と思われる者の病名、病状、治
  療状況、主治医、関係機関、地図、訪問優先順位等を記し
  た訪問台帳や相談票の整備と保管
・社会資源（医療機関・福祉施設も含めた施設情報や公共施
  設、地区組織等）の把握（機関別、機能別、エリア別の名
  簿ならびにマップ等の作成とその施設の特徴について明
  記。さらに、災害時の役割が明確になっている施設はその
  内容も明記。）
・保健活動に必要な物品の整備、保管（災害時の必要物品の
  備蓄と保管場所の明確化。保管庫などに備蓄している場合
  はその鍵の保管場所の明確化。）
・長期化による外部からの人的資源活用の検討（要請の時
期、人数等）
・受援準備（受援事務の整理、活動場所の確保等）

Ⅱ  発災前の準備（災害時保健活動のための体制整備）

4
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Ⅲ 災害時における保健活動 

Ａ 所属別の保健活動 

 平 常 時 大 規 模 災 害 時 

 

県 

健 

康 

福 

祉 

部 

・ 災害時保健活動マ

ニュアル等に基づ

いた計画的な研修、

訓練 

(住民も含む) 

・ 日常的な保健所・市

町村との連携、調整 

・ 国体制の情報収集

と保健所・市町村へ

の情報提供 

 

・ 県(県保健医療福祉調整本部)としての活動 

・ 国との連携・各担当課との調整 

・ 被災状況等の情報収集、分析、関係者への情報提供 

・ 医師会等の関係機関・団体との調整 

・ 関係機関との定期的な会議の開催 

・ 救命・救護体制の整備（DMAT との連携） 

・ 心のケア・福祉体制への支援（DPAT、DCAT との連携） 

・ 被災地保健所の支援、被災地保健活動の支援 

・ 被災地保健所・市町村からの要請に基づく応援調整 

・ 被災地以外の県内保健所職員及び市町村保健師の応援・「県

外保健師派遣要請」調整 

・ 応援職員（保健師等）の体制準備 

・ 保健活動に伴う予算措置 

・ 被災地現状調査と保健活動に関する指導、助言 

・ 災害時保健活動の記録 

 

 

被 

災 

地 

管 

轄 

保 

健 

所 

 

 

・ 災害時保健活動マ

ニュアル等に基づ

いた計画的な研修、

訓練 

・ アクションカード

の整備 

・ 日常的な市町村と

の連携 

・ 地域情報管理（収集

更新等） 

・ 災害時要配慮者支

援の備え（名簿作

成、個別計画の策定

等） 

・ 地域振興局災害対策本部と連動した保健医療調整現地本部

の活動 

・ 被災状況等の情報収集、分析、関係部署への情報提供 

・ 保健所として保健活動方針の決定、県への必要な支援要請

（DHEAT 等） 

・ 被災地市町村の保健師の活動支援 

・ 救命・救護体制の整備（DMAT との連携） 

・ 心のケア・福祉体制への支援（DPAT、DCAT との連携） 

・ 被災地市町村の保健活動の支援  

応急救護、防疫活動、要援護者の安否・健康状態の確認、 

保健活動の実践 

・ 県(県保健医療福祉調整本部)との連携 

・ 関係機関・市町村との会議の開催 

・ 所内保健師等職員の役割分担と調整、保健活動計画・活動 

実践 

・ 災害時保健活動の記録 

・ 保健活動の継続を見通した支援チーム数の検討と受援にむ

けた体制構築 

・ 保健活動の中長期計画（ロードマップ）の検討 
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保
健
所
・
市
町
村 

被
災
地
外
の 

・ 災害時保健活動マ

ニュアル等に基づ

いた計画的な研修、

訓練 

・ 日常的な保健所・市

町村間の連携 

・ 地域情報管理（収集

更新等） 

・ 災害時保健所業務支援チーム派遣要領(暫定版)に基づき 

対応 

・ 被災地保健所の保健活動支援 

・ 被災地市町村の保健活動支援 

 

 

被 

災 

地 

市 

町 

村 

・ 防災計画、災害活動

マニュアルに保健

活動を位置づける 

・ 災害時保健活動マ

ニュアルの整備 

・ アクションカード

の整備 

・ 計画的な研修、訓練

(住民も含む) 

・ 日常的な保健所と

の連携 

・ 地域情報管理（収集

更新等） 

・ 災害時要配慮者支

援の備え（名簿作

成、個別計画の策定

等） 

・ 市町村災害対策本部の活動と連動した保健部門の調整本部

活動 

・ 被災状況等の情報収集、分析、関係部署への情報提供 

・ 保健活動方針の決定、県(県災害対策本部健康福祉対策部)

への必要な援助要請 

・ 市町村災害活動マニュアルに添った保健活動 

応急救護、防疫活動、要援護者の安否・健康状態の確認、 

保健活動の実践 

・ 医療機関、福祉施設等や保健所・県と連携した活動 

・ 災害時保健活動の記録 

・ 保健活動の継続を見通した支援チーム数の検討と受援にむ

けた体制構築 

・ 保健活動の中長期計画（ロードマップ）の検討 
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●各フェーズで対応ができなかった事項については引き続き次フェーズで実施する

・情報収集困難、情報の途絶（停電等） ・被害対応に忙殺状態 ・避難所生活が軌道に乗る ・避難生活の長期化、避難所集約による移動 ・仮設住宅への入居の決定・生活確立

・電話通話不可能、登庁者の限定 ・余震・降雨等による活動の制約 ・慢性疲労。体調不良者増加 ・仮設住宅建設・入居の可否の決定 ・慢性疲労の顕在化、要介護者の悪化の恐れ

・道路の安全確保不可能 ・外部からの支援者到着開始 ・避難所等集団生活不適応者の顕在化 ・地域医療への移行 ・家、財産、仕事、役割喪失による心身の打撃

・野外等への避難者増大 ・食事等の配給品が被災者全体へ配付不十分 ・医療チームの撤退 ・要介護者等新規対象者の増加 ・災害後の将来の生活不安の顕在化

・車中泊等の避難者の把握が困難 ・避難者の自立に向けた支援が必要

・支援者の疲労感の蓄積

１　施設設備の安全確保と執務体制の起動

４　被災地域における保健師等の職員の確保

５　活動の推進のために必要な予算措置

６　全県的な災害関係の会議及び研修会の開催

７　国等への連絡調整

８　職員の健康相談の実施

６　支援者・職員の健康管理

６　支援者・職員の健康管理（休息の確保等）
６　こころのケア対策

１　健康調査の実施及び必要な支援

３　こころのケア対策

４　入居者同士のコミュニティーづくりの支援
５　仮設住宅から自宅等に移る者への支援

７　仮設住宅入居者健康調査の検討及び準備 ６　保健・医療・福祉に関する情報提供

５　健康福祉ニーズ調査のための検討及び準備

　

被災地
外の保
健所・
市町村

・被災地外保健所は、熊本県災害時保健所業務支援チーム派遣要領
（暫定版）に伴う職員派遣
・被災地外市町村は、被災地市町村の保健活動支援準備と保健師派
遣

・保健師等職員の派遣と指示（要請内容）に基づいた保健活動等の支援

（状況に応じて随時撤退）

４　こころのケア対策

５　健康福祉ニーズ調査

３　保健、医療、福祉の情報提供

　　福　　　　祉　　　　避　　　　難　　　　所　　　　の　　　　設　　　　置

自
宅
滞
在
者

１　要支援者の安否確認（各担当部署との連携） １　要支援者や健康問題がある者の支援（各担当部署との連携により実施）

２　健康相談（窓口、電話、訪問等）の実施

５　新たな交流やコミュニティーづくりの支援

避
難
所
・
仮
設
住
宅

１　避難者の健康管理及び処遇調整
２　衛生管理及び環境整備 ２　要支援者（一人暮らし高齢者・高齢者世帯、障がい者等）の健康

状況の把握３　保健医療福祉に関する情報提供
４　避難所運営担当部署との連携（生活用品の確保、避難者同士のプ
ライバシーの確保等）
５　要支援者の把握、関係機関との連携 ５　こころのケア対策

６　各種巡回サービスとの連携・協働

５　通常業務の調整（中止・延期）
５　支援者・職員の健康管理（休息の確保、健康相談、必要に応じ早期
受診勧奨）

５　住民の健康管理及び新しい生活への支援

６　保健師を含め職員の勤務体制の確立（勤務表の作成等） 6　こころのケア対策

7　支援者・職員の健康管理

救
命
・
救
護

１　救護所の設置・運営 １　救護所の運営支援 １　救護所の運営支援 １　通常の医療体制に移行

２　救護所設置、避難所設置について、住民に周知 ２　要医療者への継続支援・慢性疾患患者の医療の確保と継続支援 ２　救護所の継続体制や撤退時期の検討への参画

３　医療機関の被害状況や診療状況の把握

２　保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し
２　中長期的保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し

３　被災者の安全確保・救急対応 ３　関係機関との調整（応援・派遣要請等） ３　中止している通常業務の再開に向けた調整 ３　通常業務再開に向けての調整・再開 ３　通常業務再開

８　管内市町村との定期的な連絡会議等の開催

被災地
市町村

１　施設設備の安全確保と執行体制の起動 １　情報収集 １　情報収集 １　情報収集 １　情報収集

２　情報収集
２　災害保健活動の方針決定

２　保健活動計画の実施・評価、経過に応じた見直し

被災地
管轄

保健所
（保健
医療福
祉調整
現地本

部）

４　可能な限りの情報収集に努め、災害時の規模を想定した保健活動
の方針を決定

４　保健・医療関係派遣職員及び保健・医療ボランティアの調整（受援体制
の構築）

４　保健・福祉・医療・介護関係の派遣職員やボランティアの撤退に向け
ての調整

４　保健・福祉・医療・介護関係の派遣職員やボランティアの調整、
引継ぎ準備

５　必要に応じて、県に応援・派遣保健師要請

６　保健活動のまとめと評価

７　通常業務の再開

４　緊急を要するケースの安否確認 ４　安否確認の状況把握 ４　DPAT・DCAT(災害派遣福祉チーム）等との連携 ４　住民の健康管理及び新しい生活への支援

５　健康福祉部主管課への報告と応援要請 ５　市町村災害保健活動への支援 ５　管内市町村との定期的な連絡会議等の開催 ５　職員の健康管理

３　DPAT・DCAT等との連携

４　応援・派遣保健師等の動員計画の見直し ４　調査研究等への積極的な支援

５　災害に関係した研修会・会議等の開催

１　施設設備の安全確保と執務体制の起動 1　情報収集と支援方針の決定 １　情報収集 １　長期的な視点に立った市町村災害時活動への支援

２　情報収集と支援方法の決定

２　可能な限り情報収集に努め、災害の規模を想定した保健活動の方
針を決定

２　情報収集及び保健活動の方針を決定、保健活動計画の立案
２　広域的、総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供 ２　広域的、総合的な災害に関する情報収集及び被災地への提供

３　地方災害対策本部（被災地管轄保健所）からの報告をまとめ県災害
対策本部（事務局）へ報告

３　被災地の保健活動への支援 ３　被災地の保健活動への支援、まとめと検証

（概ね１・２ヶ月以降）

起こりう

ること

配慮を必要

とすること ・被災地職員も被災者であることを念頭に置いて対応が必要

保
健
活
動
の
実
際

県健康
福祉部
（県災
害対策
本部健
康福祉
対策
部）

１　情報収集及び保健活動の方針を決定、保健活動計画の見直し
１　被災後の推移、被災地の動向などを総合的に判断し、中期的保健
活動計画の策定

１　被災後の状況を総合的に判断し、必要に応じて中長期的保健
活動計画の見直し

２　県災害対策本部（健康福祉対策部）への情報提供・報告及び調整
２　県災害対策本部（健康福祉対策部）への情報提供・報告及び調整 ２　県災害対策本部（健康福祉対策部）への情報提供・報告及び調

整

３　人的支援の調整と派遣等(受援体制の構築） ３　救命・救護体制の整備→DMATとの連携 ３　支援方針に基づく市町村災害保健活動への支援

フェーズ４

初動体制の確立 緊急対策期－生命・安全の確保
応急対策期－生活の安定

（避難所対策が中心の期間）
応急対策期－生活の安定

（避難所から概ね仮設住宅入居までの期間）

復旧・復興対策ー人生の再建・地域の再建
（仮設住宅対策や新しいコミュニティづくり）

Ｂ  フェーズごとの保健活動　（総括表）

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

（概ね災害発生後24時間以内） （概ね災害発生後７２時間以内） （概ね４日目から１・２週間まで） （概ね１・２週間目から１・２ヶ月まで）

12
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～はじめに～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成２８年熊本地震において、短期間のうちに震度７という阪神・

淡路大震災と同規模の地震が２回続いたことによる多数の家屋倒壊等

により、多くの住民が市町村の設置した避難所への避難を余儀なくさ

れた。また、度重なる余震への警戒等から、多くの指定避難所以外の

避難所及び車中への避難者が存在し、市町村においては避難者の実態

把握が困難を極めた。 

 

○ 本マニュアルの初版は、熊本地震の対応に係る検証結果も踏まえ、

大規模災害発生の混乱時であっても、行政（市町村）や住民等の協

力・連携のもと、円滑に避難所設営・運営を行うことができるよう、

平成２９年 8 月にまとめたものである。 

 

○ その後、災害対策基本法や国のガイドライン、県地域防災計画など

の改正が行われ、福祉避難所や要配慮者スペースの設置、女性の視点

を踏まえた避難所運営、性的少数者への配慮、子どもの居場所確保な

どの新たな視点が追加された。 

また、令和２年７月には、本県がこれまでに経験したことのない記録

的な豪雨による河川の氾濫や土砂災害等により甚大な被害を受けるとと

もに、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中での災害対応となった。 

 

○ この度、これらの改正及び令和２年７月豪雨の検証結果の視点も踏

まえ、本マニュアルに所要の改訂を行った。 

 

○ 各市町村においては、地域の実情に応じた修正を適宜加えたうえ

で、より実効性のある避難所運営にご活用いただきたい。 
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≪ 避難所の開設・運営のフロー ≫ 

    

  

 

  
 

 

 

  

   

  

 

 

  

   

注）対応の終了時期は、災害の規模や個々の市町村によって異なる。 

第２ 避難所の運営 

１ 避難所運営委員会の設置 

２ 避難所運営委員会の開催 

○けが人・病人の応急対応 

□ 避難所ルールの確立 
□ 活動班で避難所の環境整備を開始 

第４ 避難所の解消に向けた動き 

■避難所運営委員会と連携・支援 

避難所の動き 市町村対策本部の動き 

■本来機能（学校再開等）の早期回復 

■仮設住宅建設計画の具体化 

地域住民の動き 

身の安全の確保、近隣の確認（出火の有無、救助等の必要性の有無） 

3 分後 
まで 

24 時間 
後まで 

3 時間 
後まで 

30 分 
後まで 

48 時間 
後まで 

72 時間 
後まで 

1 週間 
後まで 

災害 
発生 

「地域の集合場所」に集合、「避難所」に避難 

■食料、飲料水の配分 

■福祉避難所の開設 
■死者・行方不明者への対応 
■関係機関との連絡調整 

○要配慮者の救出・救助 
○地域内の出火確認・初期

消火、救出・救護活動、

安否確認 

■職員の参集 
■本部体制の確保など 

■被災状況の把握 

■避難所開設状況の把握 

第１ 避難所の開設準備・開設 

１ 施設の確認 

２ 避難所の開設準備（レイアウト、受付準備） 

３ 避難者の受入れ 
（避難者名簿作成、避難者数把握、健康確認等） 

４ 市町村災害対策本部への報告 

５ 住民への避難所開設の広報 

□ 避難所カルテ（県防災情報共有システム）の入力  

□ 地域・避難者を中心 
□ 女性も参加するなど男女共同参画を推進 
□ 活動班の設置 
 

第３ 避難所運営で配慮が必要なこと 

■り災証明書の受付・発行 
■相談窓口の開設 

■施設再開に向けた準備 

■ライフラインの確保・確立 
■不足食料、物資等の把握・調査・配布 

□食料、飲料水・物資の確保 
□避難所スペースづくり（仮設トイレを含む） 
□パーティション、段ボールベッドの設置 
□衛生管理・食事管理・健康管理の徹底 
□要配慮者への対応 
□相談体制の確立、こころのケア 
□防犯、防火対策 
□情報収集・避難者等への情報提供 
□避難所外避難者への対応 
※「避難所運営チェックリスト」を活用 

以後、避難者の安全・健康に留意し、避難所
運営を実施。 

 

避難所の集約・閉鎖のための合意形成 
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≪ 各活動班の主な役割 ≫ 

総務班（★） 

  避難所運営委員会の事務局 

  各班の調整、生活ルールの作成 

  避難所レイアウトの設定・変更 

  市町村災害対策本部との調整 

  避難所運営の記録 

  取材への対応 

避難者管理班（★） 
  避難者受付、避難者名簿の作成、管理 

  安否確認等問合せへの対応 

  郵便物・宅配便等の取次ぎ 

情報広報班（★） 
  情報収集・情報提供 

  避難者（要配慮者を除く）のニーズ把握、相談対応 

施設管理班 
  避難所の安全確認と危険箇所への対応 

  避難所の防火・防犯対策（巡回） 

物資・機材班 

  防災機材や備蓄品の確認、必要な物資・機材の洗い出し 

  物資・機材の要請（調達）・受入れ 

  物資・機材の管理・配布（女性用物資は女性が配布） 

  食料配給・炊き出し 

救護・ケア班（☆）   病人・けが人の対応等（要配慮者介護は要配慮者支援班と要調整） 

要配慮者支援班（★☆） 

  要配慮者及び必要な支援の把握 

  要配慮者の相談窓口の設置、相談対応 

  要配慮者支援連絡会議の開催 

  外部支援団体との連携 

  食事等への配慮 

  要配慮者スペースの管理 

  補装具、福祉用具、日々の情報伝達手段の確保 

  スクリーニング・福祉避難所等への移送 

衛生環境班 

  衛生環境に関すること 

  掃除に関すること 

  ゴミに関すること 

  トイレ、寝床、衣類、入浴に関すること 

  生活用水の確保 

  ペットに関すること（ペット同行が可能な避難所のみ） 

ボランティア班（☆）   ボランティアのニーズ把握、要請・受入れ・調整等 

避難者交流班   避難者（子ども等を含む）の交流機会・場所の提供 

 

  （★）については、市町村の担当職員が配置されることが望ましい。 

  （☆）については、専門的な知識・技能のある者を中心とした配置が望ましい。 

  避難所については、段階的に適宜統廃合していくこととするが、避難所を解消するためには、避難者に対

して早くから見通しを示しつつ、事情を聴きながら解決する姿勢が必要である。 

  上記表は紙媒体などで表示・周知することが適切。 
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第３ 避難所運営で配慮が必要なこと              

 

１ 食料・物資の管理（物資・機材班） 

 

＜初動対応＞ 

  物資の管理場所、配布場所、配布方法、配布数が検討されているか。 

  支援物資が届いた際の積み下ろし場所・輸送ルート・物資保管場所は確保しているか。 

  食事を提供するスペースは確保しているか。 

  食品を保管するための環境を整備されているか。（冷蔵庫での保管が望ましい。） 

  食中毒予防のための啓発(ポスターなど)はしているか。 

  食物アレルギーを有する者への配慮をしているか。 

（例）食物アレルギーを有する者及びアレルギー原因食品の把握。 

避難所で提供する食事の食材・原材料の表示管理栄養士等への相談 等 

  外国人等、文化・宗教上の理由による配慮をしているか。 

（例）配慮を要する外国人等及び配慮が必要な食材等の把握。 

避難所で提供する食事の食材・原材料の表示。 

 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  必要な飲料水・食事、物資が避難者に行き渡っているか。 

  避難所のニーズが把握され、必要な要請（物資、機材等）が行われているか。 

  在宅避難者等の避難所外避難者への物資配布の場所、方法、数は検討されているか。 

  期限が過ぎた食品を定期的に確認し、廃棄しているか。 

  炊き出し（ボランティアへの要請等）は検討されているか。 

  炊き出し実施時において、調理者の健康チェック、手袋・マスク・帽子着用、調理前の

手指及び調理器具の消毒、食料品保管方法等、食品の衛生管理を徹底しているか。 

  メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、要配慮者への配慮など、食    

の質にも配慮されているか（長期化した場合）。 
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２ 衛生環境の維持（衛生環境班） 

 
 

＜初動・応急対応＞ 

  避難所内は土足厳禁とし、内履きと外履き（土足）エリアに区分し、守られているか。 

  避難所内は定期的に換気・清掃し、物品等も定期的に家庭用洗剤を用いて清掃・消毒を

行うとともに、トイレや床の清掃等を徹底のうえ、避難所内の衛生環境を整えている

か。 

※ 避難所の掃除の責任者と掃除当番を決定しておく。 

※ 掃除時間、掃除手順を決めておく。（一日一回以上） 

※ 食事・シャワー・風呂・洗濯スペースは特に消毒・清掃を行う。 

  ゴミの集積場所を確保し、ゴミの分別を意識しつつ、専用のゴミ箱・ゴミ袋等を設置

し、その場所を周知しているか。 

  ゴミの収集体制を確保すること。 

  悪臭やハエ等の防止のための蓋や防虫ネットを設置すること。 

 

 

 

 

 

＜初動対応＞ 

  トイレ（携帯トイレ・簡易トイレ、マンホールトイレ等）は充分な個数（発災当初は約

50 人に１基。長期化した場合は約 20 人に 1 基を目安）が確保されているか。 

  要配慮者に対応したトイレは、一般のトイレとは別に確保すること。 

※ 不足する場合は本部に報告・要請する。 

  女性や子どもの利用、人工膀胱保有者の装具交換や高齢者・子ども等のおむつ交換に

配慮すること。 

※ 女性用は男性用よりも多めに用意し、男性用と離れた、明るい場所に設置する。 

  感染症患者専用のトイレを確保しておくこと（他の避難者との動線に留意）。 

  トイレの場所（男女別）は分かりやすく表示され、安全な場所に設置されているか。 

  使用できないトイレには使用禁止表示を行うこと。 

※ トイレの不足や不衛生な環境により、トイレの使用をためらい、排泄の我慢や水

分・食品接種を控える避難者が生じ、その結果、栄養状態の悪化や脱水症状、エコ

ノミークラス症候群等の健康被害を引き起こすおそれが生じることに留意する。 

  屋内トイレにトイレ専用の履物（スリッパ等）を設置しているか。 

  トイレ責任者とトイレ掃除当番は決定されているか。 

  トイレの清掃道具・使い捨て手袋、マスク等を確保しておくこと。 

  手洗い用の水及び手洗い場が確保され、石鹸、手指消毒液、トイレットペーパーが設置

されているか。 

  サニタリーボックス（生理用品、おむつ廃棄用）を設置しておくこと。 

  水道が使えない場合の使用方法や使用済み携帯トイレの汚物等の回収・廃棄方法を決

めておくこと。 

（１）トイレ 
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※ 必要に応じて、ウエットティッシュ、消毒液（消毒液の作り方は 36 ページ参

照）、消臭剤、虫よけスプレー（防虫剤）等を設置する。 

  トイレの利用ルール、手洗い方法、防犯対策は表示されているか。 

※ 夜間照明を個室内・トイレまでの経路に設置するなど、暗くならないよう対策す

るとともに、個室の施錠や防犯ブザー等を確認・設置しておく。 

 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  トイレ利用の要配慮者を把握し、要配慮者に対して、ボランティア等への介助の要請や

段差の解消や手すりの設置等、可能な範囲でバリアフリーを行っているか。 

※ 高齢者や車いす使用の身体障がい者にとっては、おむつ等確保の課題も相まって、

衛生環境の悪化が生命にかかわる問題ともなりうる。 

  掃除時間（一日一回以上）や掃除手順を定めているか。（手順を定めたチラシ「トイレ

の清掃 ５つのポイント」（38 ページ参照）を掲示しているか。） 

  トイレ掃除のチェック表は用意されているか。（39 ページ参照） 

※ 排泄物内の細菌により感染症や害虫発生が引き起こされる。 

  トイレの待合スペース・雨風日よけを確保しているか。 

 

 

 

＜初動対応＞ 

  寝具として毛布を確保し、避難者に配布できているか。 

  敷布としてブルーシート、段ボールを敷いているか。 

  床に直接寝ることで、アレルギーや喘息等の悪化、エコノミークラス症候群発症の危

険性がある。（特に要配慮者を優先する。） 

 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  段ボールベッド等の簡易ベッドや布団・エアマット・畳・カーペット等を設置している

か。 

  間仕切りが確保できているか。 

 

 

 

 ＜初動対応＞ 

  避難者の属性や季節に応じた衣類・下着類は確保してあるか。（種類・サイズに留意） 

  妊婦用・介護用の下着・衣類は確保してあるか。（避難者に応じて確保する。） 

  善意から送られる「古着」等は、衛生状態やサイズなどの理由により、現実的には

活用できないことが多い。自宅等の被災により、衣服が持ち出せない、地域で購入

できない等の状況に備え、被災者に支給する方法を検討しておく必要がある。 

  体拭き用使い捨てタオルを確保しているか。 

 

（２）寝床の改善 

（３）衣類・入浴 
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＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  仮設洗濯場（洗濯機・乾燥機、洗濯洗剤等）があるか。 

  シャワー設備、仮設風呂等（手すり等の設置に留意）の環境を確保しているか。 

  旅館・銭湯等の民間事業者との協定等を締結している場合は、協定等に基づく入浴サ

ービスの利用を要請するとともに、入浴施設までの輸送手段(バス等)を確保する。 

  入浴前後の水分補給・健康管理体制は整備されているか。 

 

 

 

 

＜初動対応＞ 

  避難所へのペット受入れの可否はあらかじめ決められているか。 

  受入時のルール（飼養管理場所・方法、飼養管理者（本人かそれ以外の人か等））は周

知・掲示されているか。 

  ペットアレルギーや動物が苦手な方がいることに留意が必要。 

  ペット受入不可の場合、受入れ可能な避難所や近隣のペット預け先を案内できるか。 

 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  ペットアレルギーや動物が苦手な方への配慮がなされているか。 

  ペットの放置はないか。（飼い主の氏名・連絡先を把握しておくこと。） 

 

 

３ 避難者の健康管理（救護・ケア班） 

 

 ＜初動対応＞ 

  救護所（診察スペース）、健康相談窓口を設置しているか。 

  体調不良者の対応をする人は適切な防護具が準備されているか。 

 

 ＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  避難所には医師や看護師、保健師等を配置又は巡回させ、避難者の健康状態（心のケア

を含む）を定期的に確認し、関係者間で情報の共有を行っているか。 

  高齢者や基礎疾患を有する者等は、重症化するリスクが高いため、健康状態の確認に

十分留意する。 

※ 生活不活発病対策として、定期的な体操等を実施する。 

※ エコノミークラス症候群についての対策（ポスター貼付など）を行う。 

※ エコノミークラス症候群対策として、弾性ストッキングの配布等を検討する。 

※ 敷地内に車中泊者がいる場合は、車中泊エリアへの巡回等を行う。 

  避難所外避難者の健康管理も実施できるよう、体制を検討する。 

  避難所運営担当職員の健康管理にも留意する。 

（４）ペットへの対応 
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＜初動対応＞ 

  避難所入所時に、健康状態を確認し、発熱者等をトリアージしているか。 

  避難所内に感染防止対策に係るポスター等を掲示し、周知啓発を行っているか。 

  手指消毒液を避難所の出入口、手洗い場やトイレ等に設置し、手指の消毒を徹底してい

るか。 

  感染症を防止するための衛生物資を避難所に準備してあるか。 

  マスク、消毒液スプレー（エタノール・次亜塩素酸ナトリウム水溶液など）、ハンドソープ、

ペーパータオル、除菌シート、ごみ袋、ビニール手袋、歯ブラシ、口腔ケアウエットティッ

シュ、嘔吐物処理セット（使い捨て手袋、使い捨てエプロン等）、体温計、血圧計、動線確保

用のビニールテープ又はロープ 等 

  感染症患者・疑いがある方の隔離スペース・トイレを確保しているか。（他の避難者と

の動線に留意。） 

 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  消毒液を避難所の出入口、手洗い場、トイレ等に設置し、手指消毒を徹底しているか。 

  手指消毒剤液の量を確認し、減っているときには交換を行う。 

  人がよく触るような場所（ドアノブ、手すりなど）は定期的にアルコールや次亜塩

素酸ナトリウム水溶液を使って消毒を行う。 

※ 消毒液（次亜塩素酸ナトリウム）は、使う日に作成する。次亜塩素酸ナトリウム

は揮発性があり、紫外線で分解されるため、作成した日に使い切る必要がある。 

※ 避難所内は定期的に換気し、必要に応じて、パーティション等を活用して避難者

間のスペースを十分に確保しておく。 

 

≪感染症対策のために≫ 

 ①可能な限り多くの避難所を確保 

  ・避難所の開設にあたっては、過密状態になることを避けるため、できるだけ多くの避難

所を開設する。 

 

指定避難所 災害発生時、第一段階で○箇所、第二段階で△（○＋α）箇所のよう

に、段階的な避難所開設を行っている場合は、最初から開設数を増加。 

指定避難所以

外の公共施設 

「自主避難所」として使用している公民館等の公共施設を、施設管理者

と事前協議を行った上で、避難所として活用。 

公共施設以外

の施設 

地域の実情に応じたホテル、旅館、民間事業所等の施設の活用。 

・自らの市町村では避難所の不足が想定される場合、近隣市町村の避難

所の利用も検討し、事前に協議を行っておく。 

・各避難所に担当職員を配置できなくなるおそれもあることから、職員

の配置計画を事前に十分検討し、自主防災組織や自治会等の協力も得

られるよう、事前に協議を行っておく。 

（１）感染症対策 
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②避難所のレイアウト検討 

  従来使用していなかったスペース（会議室等）や学校施設における空き教室の活用等、

既存の避難所についても、活用できるスペースの確保について検討を行う。 

  レイアウト検討に当たっては次の点に留意する。 

  避難者（個人又は家族）ごとの間隔を、可能な限り２ｍ（最低１ｍ）空ける。 

  飛沫感染防止のため、高さ１～２ｍ程度（少なくとも座位で口元より高い位置）の

間仕切りを配置する。 

  発熱者等専用（隔離）スペースを確保し、可能な限り個室とする。 

  感染防止の観点から、専用スペース用のトイレを確保することが望ましい。 

※ 小規模の避難所で個室の確保が難しい場合は、パーティション等の設置によるスペ

ースの確保や発熱者等専用の避難所設置も検討する。 

 

③発熱者等が発生した場合の対応 

  発熱者等が発生した場合は、避難所運営担当者においても十分な感染症対策を講じた上

で速やかに専用スペース（個室等）へ移動させ、発熱者等の状況に応じ適切に対応す

る。 

※ 対応者が感染しないよう、感染症患者発生時の対応方法を十分に検討しておく。 

※ 発熱者等を専用スペースへ誘導する動線についても、他の人との接触機会を極力減

らすよう十分に検討しておく。（対応の際は、人権上適切な配慮が行われるよう留

意する。） 

 

 

 

 

＜応急対策＞ 

  夏季の熱中症対策 

  熱中症予防のポスター貼付等を行っているか。 

  脱水症を防ぐため、水分補給の徹底等を周知（呼びかけ）しているか。 

  エアコン、スポットクーラー、扇風機、うちわ等を確保しているか。 

  採光量の調節（日光の直射を避ける）を行っているか。 

  食料の温度管理に配慮しているか。 

  冬季の防寒対策 

  防寒着を確保しているか。 

  暖房器具を確保しているか。 

 

 

  

（２）暑さ・寒さ対策 
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４ 要配慮者対応（要配慮者支援班） 

 

＜初動対応＞ 

  一般避難所内に要配慮者のためのスペースないし個室を確保しているか。 

  要配慮者本人や家族から要配慮者の状態やニーズを聞き取り、状況を把握し共有してい

るか。 

  要配慮者の見守り体制は確保されているか。 

※ 要配慮者の見守り体制は、専門職に限らず、避難者同士による見守りも含む。 

※ 適宜、要配慮者支援連絡会議を開催するなど、状態やニーズの共有を行う。 

  避難所内に段差など要配慮者の支障となるものはないか。また、通路幅は確保できてい

るか。 

  医療的ケアが必要な方などに対応できる非常用発電機などは確保してあるか。 

 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  福祉避難所（大規模災害時に開設されるホテル・旅館等を含む）や施設・病院等に移動

させる必要のある要配慮者はいないか。 

※ 常時、要配慮者の状態やニーズを把握し、適切に対応すること。 

※ 適宜、専門職等のアドバイスを得ること。 

  要配慮者が福祉避難所や施設・病院等へ入所・入院する際の移動手段は確保されている

か。 

  心のケア専門職による巡回及び心のケアの啓発活動が行われているか。 

  障がい児・者への情報提供は適切に行われているか。 

※ 特に視覚障がい児者には関係団体やボランティア団体等のサポートする人が必要。 

※ その他、障がい者団体のコミュニティ等を通じ、情報を入手できる環境・場の設定や

体制づくりを検討するとともに、障がいの状態に応じて情報伝達方法を工夫する。 

（例）聴覚障害：掲示板、FAX、手話通訳・要約筆記、文字放送等 

盲ろう者：指点字、手書き文字等 

知的・精神・発達障害、認知症者：分かりやすく短い言葉、文字、絵・写真 

  在宅の要配慮者への支援は検討されているか。 

  外国人のため、多様な手段による情報提供の配慮がなされているか。 

  ボランティア等の協力を得ながら外国人向けの相談対応体制を検討。 

※ 簡単な英語やひらがな・カタカナ等のわかりやすい言葉による表示。 

※ その他、ピクトグラム、絵や写真利用など、多様な手段による情報提供。 

  孤立感解消のため、集会所等の交流の場は設置されているか。（避難者交流班で対応） 
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５ ボランティアの活用（ボランティア班） 

 

 ＜応急対応＞ 

  各種ボランティアや支援団体との連携及び情報共有は行われているか。 

  避難所・在宅避難者におけるボランティア活用のニーズを把握し、必要に応じてボラン

ティアの派遣要請を行っているか。（ボランティアが活用されているかも確認する。） 

  受付済ボランティアの目印を用意しておくことが望ましい。 

 

６ 女性・子ども、性的少数者への配慮（各班） 

 

＜初動対応＞ 

  女性特有の物資（生理用品等※）は確保されているか。 

  配布する際には、配布場所や配布する者（女性が望ましい）に留意されているか。 

※ 用意すべき物資は「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防

災・復興ガイドライン～」（令和２年５月内閣府男女共同参画局作成）の備蓄チェッ

ク シートを参照 

  女性用のスペース（洗濯干し場、トイレ、更衣室、授乳室、休養スペース、シャワー施

設、女性だけで安心して話せる場など）を設置する際には、防犯上の観点から昼夜問わ

ず安心して使用できる場所に設置しているか。 

※ 男性用のスペースと離れた場所、かつ、安全で行きやすい場所であること。 

  女性用トイレの数は十分か。（女性用トイレ：男性用トイレ＝３：１が理想） 

  母子（妊婦・乳児）の避難スペースを確保すること。 

  キッズスペース（子どもの遊び場）、学習スペースを確保すること。 

  性的少数者への配慮がなされているか。 
 

＜応急対応＞ ※初動対応の項目は継続して確認すること。 

  女性が困りごとなどを相談しやすい相談窓口の設置を検討すること。 

  高齢者・障がい者・乳幼児等の介護者・介助者には、課題や困りごとの積極的な掘り起

こしを行っているか。 

  必要に応じて女性や関係者・団体、ボランティア等の協力を得ること。 
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～はじめに～ 

○ 福祉避難所は、災害時に高齢者、障がい者、妊産婦などの特に配慮を要する

方の滞在を想定して、災害対策基本法に基づいて設置される避難所で、平成 

１９年の能登半島地震で初めて設置された。 

 

○ 本県では、平成２８年熊本地震において、初めて福祉避難所を本格的に開設

され、ピーク時には１０１施設の福祉避難所に８２３人が避難した。 

 

○ しかしながら、発災直後は、一般の避難者を受け入れたため要配慮者の受入

れができない、介護職員の確保が困難などの理由で、十分な機能を発揮するこ

とができない福祉避難所があった。 

 

○ 本マニュアルは、こうした課題を克服するため、平成２９年８月に県で作成

したものである。 

 

○ その後、令和２年７月豪雨災害では、ピーク時には２１施設の福祉避難所が

開設され、５０人が避難した。社会福祉施設等と事前に協定を締結していたこ

とや本マニュアルの整備等により、速やかな福祉避難所の開設につながった

が、新たに新型コロナウイルス感染症への対応や、被災地における福祉避難所

の運営人員・ノウハウの不足等の課題が生じた。 

 

○ 今回の改訂版では、これらの視点に加え、平成２９年８月以降、国で行われ

た制度改正の内容も踏まえた見直しを行っている。 

 

○ 今後の災害に備えるため、また、いざというときに円滑に福祉避難所の運営

を行えるよう、市町村の福祉避難所運営マニュアルの作成・更新に活用いただ

きたい。 
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第１ 福祉避難所の確保・運営の基本的な考え方     

 

●福祉避難所とは……要配慮者を滞在させることを想定した避難所 

〔福祉避難所に指定するにあたり満たすべき基準〕 

・要配慮者の特性に応じ、円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 

・災害時、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整 

 備されること。 

・災害時、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される 

こと。  

●要配慮者とは……高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者※ 

※その他の特に配慮を要する者：妊産婦、傷病者、内部障がい者、難病患者、 

医療的ケアを必要とする者等 
 
 

１ 福祉避難所の指定等 

 

●市町村は、福祉避難所の受入対象となる者（その家族を含む）の概数、受入対象

者の現況等を把握し、これを最大規模の受入対象者数として、その人数の収容を

目標に、福祉避難所の指定・整備を行う。 

●一般避難所でも支障なく生活できる方など、受入れを想定していない方が避難し

てくることのないよう（そうした方は受入対象としない旨、事前に周知）、また、

要配慮者が専門的な支援や援護が受けられる福祉避難所に直接避難できるよう、

当該施設の利用者及びその家族など、指定福祉避難所ごとに受入対象者を特定し、

福祉避難所の指定の際に公示（周知）する。 

●要配慮者全員を指定福祉避難所に直接避難させることができない場合や発災直

後で指定福祉避難所の開設が間に合わない場合、その他要配慮者の状態に応じて

適切に対応することができるよう、一般の避難所内に要配慮者スペースを設置す

るよう努める。要配慮者スペースは、小学校区に１か所以上の指定を目標として

指定避難所の中に設置することが望ましい。 

  

（定義）
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２ 福祉避難所の受入対象者 

●福祉避難所の受入対象者は、原則として、特別養護老人ホームや老人短期入所施

設等へ入所するには至らないものの、避難所生活において特別な配慮を必要とす

る以下の者及びその家族。 

 なお、避難生活中の状態等の変化に留意し、必要に応じて適切に対処する必要

があるため、医療・保健・福祉関係者と連携を密にすることが望ましい。 

 

〔対象者の例〕 

・身体障がい者（視覚障がい者、聴覚障がい者、肢体不自由者等） 

・知的障がい者 

・精神障がい者 

・発達障がい者 

・人工呼吸器、酸素供給装置、胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが

日常的に必要な者（医療的ケアを必要とする者）、難病患者 

・認知症高齢者、若年性認知症の方、要介護認定者 

・高齢者（一人暮らし、高齢者のみの世帯等）、妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者  など 
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第２ 災害時の取組み（開設・運営・解消）       

１ 福祉避難所開設・運営・解消のフロー 

※災害の規模により異なるため、左欄の「時期」は、目安とすること。 

凡例：●市町村、施設管理者が実施 

★被害の規模等に応じ、市町村・施設管理者・県等で対応を協議 

 

時期※ 項目 福祉避難所の動き 
一般避難所の動き 

（要配慮者スペース） 

発災前 

又は 

発災直後 

３時間まで 

開設の判断 

 

 

 

開設要請 

 

●福祉避難所開設の必要性を検討・判断 

災害が発生し又は発生のおそれがある場合、 

要配慮者の状況を踏まえ、開設の検討・判断を

行う。（必要な場合は発災後直ちに開設を判断） 

●施設管理者に開設を要請 

●施設管理者は、施設の安全確認を行い、受託 

●市町村災害対策

本部へ避難所開

設状況を報告 

ス 

ク 

リ 

ー 

ニ 

ン 

グ 

の 

随 

時 

実 

施 

24時間後 
まで 

開設 

 

 

●福祉避難所を開設 

※福祉避難所では収容定員が不足する場合は、 

一般避難所内の要配慮者スペースの活用等も

検討すること。 

●要配慮者スペー

スの設置 

受入準備 ●電気や水の利用状況を早急に確認 

★運営体制づくり 

●必要に応じ、福祉避難所担当職員を派遣 

※派遣が困難な場合は、災害対策本部内の災害

時要配慮者支援班内等に２４時間対応可能

となるよう配置。 

★要配慮者の状態に応じ、概ね１０人の要配慮者

に１人の生活相談員等（生活支援、心のケア、相

談等を行う上で専門的知識を有する者）を配置 

 ※常駐しなくても可 

 

●避難所運営委員

会の設置 

自主防災組織や

福祉関係者その他

支援者の協力を得

て、要配慮者支援

班に従事する者を

確保 

要 配 慮 者

の受入れ 

●福祉避難所の避難者名簿を作成（28ページ参

照） 

・必要な支援の内容を把握 

・体調について聞き取り、適切な避難スペースに

案内（感染症対策としての隔離も考慮）。 

●要配慮者支援班

が要配慮者を優先

して誘導 

報告 ●災害対策本部への報告  

周知 ●要配慮者及びその家族、自主防災組織、地域住民、支援団体等に対

し、開設した福祉避難所等の場所など（一般避難所内の要配慮者ス

ペースを含む）を周知。 ※必要に応じて利用対象者を明示 
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時期※ 項目 福祉避難所の動き 
一般避難所の動き 

（要配慮者スペース） 

72時間後 
まで 

運営の 

開始 

●支援関係者（福祉サービス事業者、介護支援専

門員、相談支援専門員、保健師、民生委員等）と

連携し、必要な福祉サービスを提供 

 

★要配慮者のニーズ把握・相談対応のため、必要

に応じ、人材を確保して必要な支援内容を把握 

例）手話通訳者、要約筆記者、点訳・音訳ボラ

ンティア等 

★必要な福祉用具などの資機材等を確保 

例）ポータブルトイレ、介護用品、衛生用品

（女性用品を含む）、授乳用品、手すり、

仮設スロープ、情報伝達機器、段ボールベ

ッド、パーティション、ストーマ用装具、

要配慮者に適した食料等 

※必要な物資を災害対策本部等に要請 

★医療的ケアが必要な者（難病患者を含む）には、

看護師等の医療的ケアができる人材を配置し、

必要な衛生用品を確保 

★応急住宅への入居、住宅の再建意向、医療的ケ

アが必要な方の訪問看護の利用意向についても

継続的に把握 

●発災から一定期

間経過後、一般避

難所の要配慮者

の有無を調査し、

必要に応じ、福祉

避難所等へ移送 

 

 

 

★必要な福祉用具

などの資機材等

を確保 

 

ス 

ク 

リ 

ー 

ニ 

ン 

グ 

の 

随 

時 

実 

施 

ス ク リ ー

ニング・ 

移送 

★避難生活が困難な要配慮者について、県と連携して、緊急入所、緊

急ショートステイ、医療機関への移送など、要配慮者の状況に応じ

て適切に対応 

解消する
とき 

福祉避難

所の解消 

●福祉避難所の利用が長期化し、福祉避難所によ

って避難者数にばらつきが出るなどした場合

は、福祉避難所の統廃合を検討 

●福祉避難所としての目的を達成したときは、必

要な原状回復を行い、福祉避難所を解消 
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 ２ 福祉避難所の開設～解消までの具体的手順 

 

(1) 開設の判断・要請・開設                                

●市町村は、災害が発生し又は発生のおそれがあり、高齢者等避難を発令した場合

で、福祉避難所の開設が必要と判断した場合は、施設管理者へ要請し福祉避難所を

開設する。 

●ただし、災害の規模等に応じて必要と判断される場合は、発災後直ちに福祉避難所

を開設する。 

●福祉避難所において収容定員が不足する場合は、一般避難所内の要配慮者スペー

ス（※）の活用、協定を締結していない社会福祉施設等、公的宿泊施設、旅館、ホ

テル等（※）の借り上げ等を行う。 

※一般避難所内の要配慮者スペースとは 

生活相談員等がいないなど、指定福祉避難所の基準は満たしていないが、避難

生活に困難が生じる要配慮者のために何らかの配慮がされているスペース。様々

な要配慮者に適切に対応できるよう、一般避難所内でのスペース設置に努める。

（少なくとも小学校区に１か所程度の割合で確保することが望ましい） 

 ※特に公的宿泊施設、旅館、ホテル等においては、要配慮者が孤立しないよう、

要配慮者の現況を常に把握し、状況変化を注視すること。 

 

(2) 受入準備                        

（安全確認） 

 ●市町村は、施設管理者とともに施設の安全性を確認する。 

（ライフラインの確認） 

●福祉避難所では、電気や水の利用状況を早急に確認する。（利用できなければ早急

に確保） 

（担当職員の配置） 

●市町村は、必要に応じて担当職員を派遣し、福祉避難所での受入体制を整える。  

体制が整い次第、対象者を受け入れる。 

◆担当職員の配置の留意点 

・発災時に市町村が福祉避難所に担当職員を派遣することが困難である場合は、

福祉避難所からの物資要請及び相談等に２４時間体制で迅速に対応できるよう

担当者を災害対策本部内の要配慮者支援班内等に配置しておくこと。 

・一般避難所と同一施設内に福祉避難所を設けている場合は、福祉避難所の担当

職員は個別に割り当てること。 
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●福祉避難所には、概ね１０人の要配慮者に１人の生活相談員等を配置する。 

 ※生活相談員等の専門的人材は、必ずしも常駐の必要はなく、必要な時に対応で

きるよう要配慮者の状態に応じて確保する。 

 

(3) 対象者の受入れ                     

●受付時に、体調や感染症について聞き取り、適切な避難スペースに案内する。 

 ※事前に施設管理者と調整し、隔離等の感染症対策を考慮した避難所内の利用計

画を作成し、その計画に沿って対応する。 

●福祉避難所の避難者名簿を作成し、随時更新する。 

 ※作成した避難者名簿情報は、災害対策基本法第90条の3に基づき作成する被災

者台帳に引き継げるよう整備しておく。 

◆避難者受入時の留意点 

・大規模災害時においては、福祉避難所に一般の避難者が避難し、施設管理者が

一般の避難者を受け入れざるを得ない事態も想定される。その場合は、災害の
状況等を踏まえ、市町村と連携し、一般の避難者に対して他の一般避難所へ移

動するよう呼びかける等の対応が必要となる。 

・ただし、災害の状況によっては、被災者の生命を災害から保護するため、緊急

措置として本来の受入対象者の避難支援に支障が生じない形で一時的な受入
れを行うことも考慮すること。 

・やむを得ず一般の避難者を受け入れる場合は、受入れ後に一般避難所へ移って

もらう場合がある旨、受入れ時にあらかじめ周知して了解を得ておく等の工夫

が必要。 

 

(4) 福祉避難所等の開設の周知                    

 ●要配慮者及びその家族、自主防災組織、地域住民、支援団体等に対し、開設した

福祉避難所、一般避難所内の要配慮者スペース、その他社会福祉施設、公的宿泊

施設、旅館、ホテル等の連絡先について、必要に応じて利用対象者を明示した上

で、その場所等を周知する。 

 

(5) 運営の開始                       

●支援関係者（福祉サービス事業者、介護支援専門員、相談支援専門員、保健師、

民生委員等）と連携し、要配慮者に必要な福祉サービスを提供する。 

●一般避難所内の要配慮者については、スクリーニングを実施し、要配慮者の状況

に応じた適切なサービスを受けられるよう、一般避難所内の通常のスペース、要

配慮者スペース、福祉避難所、緊急入所、緊急ショートステイ、医療機関等、適

切な割振りを行い、必要な配慮が受けられる施設等に順次移送する。 
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※割振りにあたっては、本人や家族の希望を重視するとともに、専門家、支援関

係者の意見、避難先の状況等を総合的に勘案すること。 

※要配慮者のスクリーニングの判断基準（9ページ参照） 

●要配慮者のニーズを把握して適切に対応できるよう、必要に応じて手話通訳者、  

要約筆記者、点訳・音訳ボランティア等の人材確保を行い、要配慮者からの相談

等に対応する。 

 ※知的障がい者、発達障がい者への情報伝達については、平易かつ具体的な言葉

で繰り返し説明すること、分かりやすい絵カード・写真を用いること、必要に

応じてタブレット等の支援機器を活用すること等が有効。 

●状況に応じて、要配慮者に必要な福祉用具などの資器材等（ポータブルトイレ、

手すり、仮設スロープ、情報伝達機器、段ボールベッド、パーティション、紙お

むつ、ストーマ用装具等）を確保する。 

●医療的ケアが必要な者（難病患者を含む）に対しては、医療的ケアができる看護

師等を配置するとともに、必要な衛生用品を確保する。 

●応急住宅への入居、住宅の再建意向、医療的ケアが必要な方の訪問看護の利用意

向についても継続的に把握すること。 

◆支援にあたっての留意点 

・要配慮者の症状・状態が悪化していないかなど、要配慮者の状況変化を常に注

視し、支援関係者間の情報共有を図ること。 

・在宅等の避難所外避難者についても、現況を把握し、状況変化を注視する    
こと。 

・福祉サービスは、それぞれの要配慮者の平時の対応を基本に、多様なニーズに

きめ細かく対応する。 

・特に、災害前に在宅で暮らしていた要配慮者へのサービス提供にあたっては、
要配慮者が被災前に有していた自立する能力を損なわないように留意する。 

 

(6) スクリーニング・移送                   

●市町村は、発災から一定期間を経過した後、一般避難所に要配慮者が避難していな

いかの調査を行うこと。要配慮者がいる場合は、スクリーニングを実施し、必要に

応じ、福祉避難所等の適切な場所へ移送する。移送先の割振りにあたっては、本人、

家族の希望を重視するとともに、専門家、支援関係者の意見、避難先の状況等を総

合的に勘案する。 

●要配慮者については、一般避難所、福祉避難所又は在宅等での避難生活が困難とな

った場合は、県と連携して緊急入所、緊急ショートステイ等を実施し、また、要配
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慮者の症状の急変等により医療処置や治療が必要になった場合は医療機関へ移送

するなど、要配慮者の状況に応じて適切に対応する。 

 ※医療機関、福祉施設等への受入れ可能性については、現況を適切に把握しておく

こと。 

◆移送にあたっての留意点 

・要配慮者の移送については、福祉避難所の状況を伝えた上で、本人、家族の意 

向を重視し、移送準備、当日の支援等を適切に行う。 

・移送については、介護支援専門員、相談支援専門員や保健師等とも情報共有し

ておく。 

●災害発生直後など、専門的人材を得ることが難しい場合、以下の例を参考に、避難

所運営委員会の要配慮者支援班等がスクリーニングを実施すること。 

 

〔スクリーニングの例〕 ※災害時は状況に応じて柔軟かつ個別に判断すること 

例① 

 

  

 区分 判断基準 避難・搬送先例 

１ 治療が必要 
・治療が必要 

・発熱、下痢、嘔吐 

病院  

隔離スペース（緊急避難対応） 

２ 
日常生活に 

全介助が必要 
・食事、排泄、移動が一人でできない 福祉避難所 

３ 

日常生活に 

一部介助や 

見守りが必要 

・食事、排泄、移動の一部に介助が必要 

・産前・産後・授乳中 

・医療処置を行えない 

・3歳以下とその親 

・精神疾患がある 

要配慮者スペース 

旅館、ホテル等の個室 

４ 自立 
・歩行可能、健康、介助がいらない、 

家族の介助がある 
避難所の居住スペース 
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会話できない（意識無し） 
 
 
 
 

会話が成立しない（支離滅裂） 

圧迫しても止血ができない 
病院 

福祉避難所 or 

要配慮者スペース 

単独での歩行ができない 

痛い、苦しい 
 
 
 
 
強い不安、パニック 

 

例② 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

⑤見 た 目 の 付 属 物 
(白杖、補聴器、酸素ボンベ)の有無 

①日本語での会話の可否 

②出 血 の 有 無 と 程 度 

③搬 送 方 法 

④表     情 

⑥見 た 目 の 年 代 

⑦見た目の妊娠の有無 

会話可能 

避難所で、要配慮者ｽﾍﾟｰｽ、福祉避難所、病院等への移送が必要な被災者を判断する指標の例 

なし or       
圧迫すれば止血可能 

単独での歩行が可能 

落ち着いている 

避難用具のみ  

乳児以外 

 妊婦以外 

一般避難所（体育館など） 

病院 
 

要配慮者スペース 

病院 or 要配慮者スペース 
 

要配慮者スペース 

妊婦（強い張り・腹痛あり） 
 
 
 
 
妊婦 

乳児 

酸素ボンベ 
 
 
 
 
白杖、補聴器等の福祉介護用品 

病院 
 

要配慮者スペース 

要配慮者スペース 

病院 
 

要配慮者スペース 

①～⑦に１つでも横向きの矢印（→）に該当するものがある 

  

⑧付き 添 いの有無 

付き添いあり、 

本人・付き添い者の希望あり 
 
  
  
付き添いなし 

一般避難所(体育館など) 
 
福祉避難所 or 

要配慮者スペース 
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１．本マニュアル策定の目的  
 
 この「熊本空港ＳＣＵ設置・運営マニュアル」（以下「マニュアル」という。）は、ＳＣ

Ｕ（航空搬送拠点臨時医療施設）における具体的な対応を定め、その設置・運営及び負傷

者等の広域医療搬送等を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 

 

２．ＳＣＵの基本機能  
 
 当該マニュアルに基づき設置・運営するＳＣＵは、次の機能を担うものとする。 

① 航空機で広域医療搬送される傷病者（以下「航空搬送患者等」という。）のトリアー

ジ 

② 航空搬送患者等に対する初期診療・応急処置・バイタルサインの安定化 

③ 県外へ搬送される予定の航空搬送患者等の航空搬送の可否の判断 

④ 県外から搬送された航空搬送患者等の搬送先（県内の受入先医療機関等）の調整 

⑤ 航空搬送患者等に関する情報の集約及び県（保健医療調整部門※）を始めとする関係

機関との連絡調整 

※ 保健医療調整部門：大規模災害発生時に県庁内に設置される、保健医療活動の

総合調整を行うための部門 

 

３．ＳＣＵの設置場所  
 
 熊本空港におけるＳＣＵは、崇城大学空港キャンパス（菊池郡菊陽町戸次１５６９－

１）の格納庫に設置する。 
 

 

４．ＳＣＵ設置の判断基準  
 
（１）県内で甚大な被害が発生し、次のいずれかの状況に該当すると認められる場合 

  ア 災害拠点病院で受入可能な患者数を超える傷病者が多数発生している 

  イ 県内で処置困難な傷病者が多数発生している 

  ウ 県内の病院等の被災（建物やインフラ損壊等）により転院が必要な患者等が多数

発生し、県内の医療機関等での受入れが困難となっている 
 
（２）県外で甚大な被害が発生し、国等から本県に対して航空搬送患者等の受入れ及びＳ

ＣＵ設置に係る要請がなされた場合 

崇城大学空港キャンパス 陸上自衛隊 高遊原分屯地 阿蘇くまもと空港 

ＳＣＵ資機材保管場所 
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５．ＳＣＵ設置までの手順  
 
（１）設置の決定 
 
  ① 県内で災害等が発生した場合 

県（保健医療調整部門）は、県災害対策本部から傷病者の発生状況等に関する情報

を入手するとともに、ＥＭＩＳや保健所からの報告等により、県内医療機関の被災状

況や傷病者の受入状況等を把握する。さらに、熊本国際空港株式会社（以下「ＫＫＩ

ＡＣ」という。）に空港の使用（航空搬送に係る離着陸）の可否及び崇城大学にＳＣ

Ｕ設置場所の確保の可否を、それぞれ電話連絡等により確認する。これらの情報を保

健医療調整部門の統括である県健康福祉部医監及び災害医療コーディネーターに報告

する。 

報告を受けた医監は、必要に応じて災害医療コーディネーターと協議し、「３．Ｓ

ＣＵ設置の判断基準」を踏まえて、ＳＣＵを設置するか判断する。 
 
  ② 県外で災害等が発生した場合 

国等から本県に対して航空搬送患者等の受入れ及びＳＣＵ設置に係る要請がなされ

た場合、県（保健医療調整部門（立ち上がっていない場合は「医療政策課」とする、

以下同じ））は、必要に応じて（本県でも被害が出ているような場合には）ＥＭＩＳ

等により、県内医療機関の状況等を把握する。さらに、熊本国際空港株式会社（以下

「ＫＫＩＡＣ」という。）に空港の使用（航空搬送に係る離着陸）の可否及び崇城大

学にＳＣＵ設置場所の確保の可否を、それぞれ電話連絡等により確認する。これらの

情報を医監及び災害医療コーディネーターに報告する。 

報告を受けた医監は、必要に応じて災害医療コーディネーターと協議し、「３．Ｓ

ＣＵ設置の判断基準」を踏まえて、ＳＣＵを設置するか判断する。 

 

（２）設置決定の連絡並びに設置・運営に係る協力依頼 

  （１）により設置を決定した場合、県（保健医療調整部門）は、次に掲げる関係機関

等にＳＣＵの設置を決定した旨を連絡し、ＳＣＵの設置・運営に必要な協力を求める。 
 

連絡先関係機関＜電話番号＞ 連絡・依頼事項 

崇城大学（空港キャンパス） 

＜096-233-0133＞ 

ＳＣＵ設置スケジュール等を連絡し、設置場所の

確保や関係者の入退場への対応等を依頼 

ＫＫＩＡＣ 

＜096-202-3366＞ 

広域医療搬送に係る航空機の飛来計画等を連絡

し、搬送車両の制限区域内走行への対応（入退場

の動線指示及び誘導）等を依頼 

国土交通省大阪航空局熊本空港事務

所＜096-232-2853＞ 

広域医療搬送に係る航空機の飛来計画等を連絡

し、離着陸への対応（航空機管制）等を依頼 

厚生労働省医政局＜03-3595-2194＞ 

・ＤＭＡＴ事務局＜03-6233-7183＞ 

ＳＣＵ設置決定及びスケジュール等を連絡し、必

要に応じて、県外からのＤＭＡＴの派遣を要請 

陸上自衛隊西部方面総監部 

＜096-368-5111＞ 

ＳＣＵの設置に係る作業、連絡調整員や衛生科部

隊の派遣等について協力を依頼 

菊池広域連合消防本部 

＜096-232-9119＞ 

ＳＣＵ指揮所（搬送調整）への消防連絡調整員の

派遣及び医療機関への患者搬送等について協力を

依頼 
 

22-4



 

  さらに、県（保健医療調整部門）は、他県の関係者や県内の医療機関に対して、ＥＭ

ＩＳにより、ＳＣＵ設置について連絡する。 

 

（３）ＤＭＡＴ派遣要請 

  （１）により設置を決定した場合、県（保健医療調整部門）は、ＳＣＵ設置・運営に

必要なＤＭＡＴの派遣を、ＤＭＡＴ指定病院に要請する。 

  県（保健医療調整部門）は、派遣が決定したＤＭＡＴに参集日時を連絡する。 

 

（４）設置準備 
 
  ① 県ＳＣＵ支援チームの派遣 

県（保健医療調整部門）は、崇城大学空港キャンパスに県ＳＣＵ支援チーム（県職

員２名程度）を派遣する。 

県ＳＣＵ支援チームは、資機材運搬車両（トラック等）を確保するとともに、ＳＣ

Ｕ資機材保管場所のゲート及び格納庫の開閉を「交通政策課」に依頼し、ＳＣＵ資機

材保管用コンテナ（以下「ＳＣＵコンテナ」という）の鍵（医療政策課保管）を参集

時に持参する。 
 

＜その他参集時に持参する物品＞ 

・エアーテントの搬出入に使用できる大きさの台車 

・ＳＣＵ受付用紙（Ｐ３９参照）及び制限区域入場者及び車両通知書（Ｐ４４参

照）の印刷物（搬送計画にあわせた必要枚数） 

・事務用品（ライティングシート、ホワイトボードマーカー・イレイザー、マグネ

ット、養生テープ等） 
 
  ② ＳＣＵ展開スペース等の確保 

   県（保健医療調整部門）は、崇城大学に対し、関係機関受入れの準備（駐車スペー

スの確保等）を行うとともに、格納庫内の航空機や備品等を移動してＳＣＵ展開スペ

ースを確保するよう依頼する。 
 
  ③ ＳＣＵにおける活動に必要な資機材の確保 

   県（保健医療調整部門）は、（３）の要請により派遣されるＤＭＡＴに対し、参集

時にＤＭＡＴ標準資機材（Ｐ３０～３８参照）等を持参するよう依頼する。 

   ※なお、ＳＣＵの設営に要する資機材（Ｐ１５参照）は、県（保健医療調整部門）

及び県ＳＣＵ支援チームで手配する。 

 

（５）参集 

   県ＳＣＵ支援チーム及び（３）の要請を受けたＤＭＡＴ等は、崇城大学空港キャン

パスへ参集する際、大学正門の守衛室にて入構手続きを行い、同大学職員の指示に従

って行動する。県（保健医療調整部門）は可能であれば、あらかじめ、ＳＣＵ設置・

運営等のため入構する車両及び人員に関する情報を崇城大学へ提供しておく。なお、

敷地内の施錠管理は同大学職員が行う。 
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（６）設置 

   県ＳＣＵ支援チーム及び（３）の要請を受けて参集したＤＭＡＴ等は、連携・協力

して、次の手順によりＳＣＵを設置する。 
 

① ＳＣＵ資機材の運搬・準備 

県ＳＣＵ支援チームは、ＳＣＵ資機材保管場所（Ｐ２参照）内のＳＣＵコンテナを

開錠し、ＤＭＡＴ等とともに必要な資機材を崇城大学格納庫内へ運搬する。また、周

りの安全を十分に確認した上で、発電機（格納庫内では使用不可）又は崇城大学格納

庫の既設コンセントを用いてＳＣＵ資機材（トランシーバー等）の充電を開始する。 
 

② レイアウトの決定 

事前に得られた航空搬送患者等に関する情報等を踏まえ、必要な病床数やテント数

を算定し、全体のレイアウトを決定する。 

   なお、レイアウトの検討に当たっては、Ｐ６のレイアウト図（イメージ）及び以下

の留意事項を参照すること。 
 
  ＜留意事項＞ 

   ・格納庫内に駐機している航空機への接触等を避けるため、テントは駐機している

航空機からある程度離れた場所に設置すること。 

   ・搬送車両が格納庫内に進入して航空搬送患者等の乗せ降ろしができるように、テ

ントはできる限り指揮所に近い場所に詰めて設置すること。 

   ・格納庫内の搬送車両の駐停車エリアには、搬送車両の消毒・手入れ用エリアの確

保を検討すること。 

   ・ベッドは、テント内において支障なく診療等が行えるよう、原則として、テント

１棟当たり４床を上限とし、できる限りテントの外幕に沿って、外幕と平行に

（出入口に対しては垂直に）配置すること。 
 

③ 資機材の設営 

   決定したレイアウトを基に、以下の留意事項も踏まえて、資機材を組み立て、設営

する。 
 
  ＜留意事項＞ 

   ・ＤＭＡＴのうち特に医師については、設営時に負傷した場合、その後のＳＣＵ運

営に支障を来すため、できる限り医師以外の人員で設営を行うこと。 

   ・力のいる作業（テント等の運搬、ベッドの組み立て等）とそうでない作業がある

ため、それらを考慮して、設営時の役割分担を決定すること。 

   ・テントの設営に際しては、Ｐ１６～２９の「マク・クイックシェルター取扱説明

書」を参照すること。 
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【参考】崇城大学空港キャンパス格納庫レイアウト図（航空機１５機在中） 

※電源・トイレ使用可 
 

 

 

  
ベッド展開イメージ（診療部門） 

 

 

エアーテント 

（４床） 

エアーテント 

（４床） 

  

   

    

    

ホ
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ト
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ー
ド

 

テ
ー
ブ
ル 

テ
ー
ブ
ル 

ベッド ベッド 

ベッド ベッド 

ベッド ベッド 

ベッド ベッド 
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６．ＳＣＵの運営  
 
（１）指揮所リーダー・サブリーダーの選定 

 ・ＤＭＡＴ参集完了後またはＳＣＵ設置完了後、参集した各ＤＭＡＴのリーダーによる

協議を行い、指揮所リーダーを選定する。 

 ・指揮所リーダーは、ＳＣＵの運営を統括するとともに、ＳＣＵ外部の関係機関との総

合調整を担う。 

 ・指揮所リーダーは、参集したＤＭＡＴ隊員の中から、指揮所サブリーダーを選定する

（必要に応じて複数の指揮所サブリーダーを選定してもよいが、その場合は指揮命令 

系統を明確化するため、あらかじめ序列を定めておくことが望ましい）。 

 ・指揮所サブリーダーは、指揮所リーダーを補佐するとともに、指揮所リーダーが不在

の際には、リーダーの代理を務める。 

 ・なお、ＳＣＵを運営するＤＭＡＴの交代により、指揮所リーダーの変更が必要となっ

た場合は、改めて各ＤＭＡＴリーダーで協議を行い、指揮所リーダーを選定するもの

とする。 

 

（２）役割分担（チームビルディング） 

 ・次に示す各部門の役割等を踏まえ、指揮所リーダーを中心に参集したＤＭＡＴで協議

を行い、ＤＭＡＴ隊員を各部門に配置する。 

 ・各部門のメンバーが決まったら、部門毎に協議を行い、Ｐ９の組織図例を参考に部門

内の役割分担を行う。 

 ・各部門の配置や部門内の役割分担は、状況に応じて、指揮所リーダー又は各部門リー

ダーの判断で随時変更できるものとする。 
 

部門 指揮・調整部門（ＳＣＵ指揮所） 

主な役割 
①ＳＣＵ指揮所運営 

②連絡及び調整 

具体的な業務内容 

・ ＳＣＵ内の指揮及び調整 

・ 広域医療搬送等に関する情報の収集・管理・ＳＣＵ内での共有 

・ ＳＣＵに収容した航空搬送患者等のＳＣＵからの搬送に係る連 

絡・調整 

・ 県（保健医療調整部門）との連絡・調整 

・ 消防、陸上自衛隊、病院等の関係機関との連携・調整 

・ ドクターヘリ本部（熊本赤十字病院内）との連絡・調整 ほか 

人数の目安※ 医師２名、業務調整員３名 
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部門 診療部門（受付を含む） 

主な役割 

① 航空搬送患者等の受入れ・管理 

② 医療資機材の搬入管理（資機材管理との連携） 

③ 航空搬送患者等の状態チェック及び症状の安定化処置 

④ ＳＣＵに収容した航空搬送患者等をＳＣＵから搬送するための

トリアージ 

⑤ 医療資機材等の管理 

具体的な業務内容 

・ 医療搬送カルテ確認（看護師） 

・ ＳＣＵ受付用紙（Ｐ３９）の作成（調整員） 

・ 資機材管理との連携 

・ 上段③～⑤に関する内容 

・ 大規模搬送等の際、移送部門を支援 

人数の目安※ 医師２名、看護師８名、業務調整員１名 

 

部門 移送部門 

主な役割 
① ＫＫＩＡＣ誘導のもと、航空機駐機場所～ＳＣＵ間の患者移送 

② 到着時の患者の症状確認、移送優先順位の決定 

具体的な業務内容 
・上段①、②に関する内容 

・移送業務が収束次第、診療部門を支援 

人数の目安※ 医師１名、看護師２名、業務調整員１名 

※参集ＤＭＡＴ５チーム、ベッド１６床設置を想定した目安であり、実際の状況に即して

柔軟に変更すること。 
 

＜留意事項＞ 

・各部門のリーダーは当該部門に常駐し、対応状況を随時確認すること。 
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【参考】広域災害時ＤＭＡＴの指揮系統例 
 

 

【参考】ＳＣＵ組織図例 
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（３）航空搬送患者等の対応 
 
  ア 県外から航空搬送患者等を受け入れる場合 

   ① 航空機からＳＣＵへの移送 

    指揮・調整部門は、航空搬送患者等を搬送してくる航空機の到着予定時刻をＫＫ

ＩＡＣへ連絡し、移送に係る誘導を依頼する。 

移送部門は、ＫＫＩＡＣの誘導に従い、ＤＭＡＴカー等で航空機駐機場所に向か

う。航空機駐機場所に到着後、航空搬送同乗者（他県ＤＭＡＴ等）から患者情報の

申し送りを受け（医療搬送カルテ受領）、患者の状態を確認したうえで、ＳＣＵへ

の移送優先順位を決定し、航空機駐機場所出発時にＳＣＵ指揮所へ連絡する。 

移送部門は、車両をＳＣＵの駐停車エリア（格納庫内）に駐車し、患者をＳＣＵ

内のベッドへ収容する。 
 

   ② 受付 

    診療部門の受付は、医療搬送カルテ（Ｐ４０～４３参照）を確認し、ＳＣＵ受付

用紙（Ｐ３９参照）により、航空搬送患者等を受け付ける。 
 
   ③ トリアージ・診療等 

    診療部門の医師等は、航空搬送患者等のトリアージ及び診療を実施し、搬送優先

順位を判断する。あわせて、県内医療機関等への搬送に向けた症状安定化を図る。 
 
   ④ 県内医療機関等へ搬送 

    指揮・調整部門（搬送調整担当）及び消防連絡調整員（菊池消防隊員）は、ＳＣ

Ｕへ救急車を要請し、原則として、救急車はＫＫＩＡＣの誘導に従い、制限区域内

の動線を経由して県内医療機関等へ搬送を行う。 
 
  イ 県内から航空搬送患者等を県外へ送り出す場合 
 

① 受付 

診療部門の受付は、医療搬送カルテ（Ｐ４０～４３参照）を確認し、ＳＣＵ受付

用紙（Ｐ３９参照）により、航空搬送患者等を受け付ける。 

なお、医療搬送カルテが未作成の場合は、診療部門にて作成を行う。 
 

② トリアージ・診療等 

診療部門の医師等は、航空搬送患者等のトリアージ及び診療を実施し、搬送の可

否を判断する。あわせて、航空搬送に向けた症状の安定化を図る。 
 

③ ＳＣＵから航空機へ移送 

 指揮・調整部門は、航空搬送患者等を搬送する航空機の出発予定時刻をＫＫＩＡ

Ｃへ連絡し、移送に係る誘導を依頼する。 

 移送部門は、ＫＫＩＡＣの誘導に従い、ＤＭＡＴカー等を使用して航空機駐機場

所まで向かう。航空機駐機場所に到着後、航空搬送同乗者へ患者情報の申し送りを

行う（医療搬送カルテ提供）。 
 

＜留意事項＞ 

・「ア①航空機からＳＣＵへの移送」及び「イ③ＳＣＵから航空機へ移送」におけ

る、熊本空港の制限区域を走行する際の必要な手続きについては、後述（８．関

係機関の役割 （２）熊本国際空港株式会社）を参照すること。 

・「ア④県内医療機関へ搬送」について、菊池広域連合消防本部が必要な救急車を

手配できない場合は、他の消防本部（局）への協力依頼を検討すること。 
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７．ＳＣＵの撤収  
 
（１）ＳＣＵ撤収の判断基準 
 

① 広域医療搬送が完了した場合 

   ＳＣＵ内の患者が全て搬送され、県内外における広域医療搬送の需要がなくなった

と認められるとき 
 

② 国等から本県に対して、必要な広域医療搬送が完了し、ＳＣＵ撤収可との連絡が

あった場合 

 

（２）撤収の決定 
 

① 県内で災害等が発生した場合 

県（保健医療調整部門）は、ＳＣＵ指揮所からＳＣＵの患者の有無等に関する情報

を収集するとともに、ＥＭＩＳの確認や保健所への照会等により、広域医療搬送の需

要の有無を把握し、医監及び災害医療コーディネーターに報告する。 

報告を受けた医監は、必要に応じて、災害医療コーディネーターと協議し、「（１）

ＳＣＵ撤収の判断基準」を踏まえて、ＳＣＵを撤収するか判断する。 

② 県外で災害等が発生した場合 

県（保健医療調整部門）は、厚生労働省医政局及びＤＭＡＴ事務局と連携し、他都

道府県における広域医療搬送の需要に関する情報収集を行い、医監及び災害医療コー

ディネーターに報告する。 

また、国等から撤収が可能である旨の連絡を受けた場合も、速やかに医監及び災害

医療コーディネーターへ報告する。 

医監は、これらの報告を受けて、必要に応じて災害医療コーディネーターと協議

し、「（１）ＳＣＵ撤収の判断基準」に合致すると判断した場合、ＳＣＵの撤収を決定

する。 

 

（３）撤収 
 

① 撤収決定の連絡 

   県（保健医療調整部門）はＳＣＵ撤収を決定した後、ＳＣＵ指揮所に伝達し、以下

の機関にＳＣＵ撤収の連絡を行う。 

・崇城大学（空港キャンパス） 

・ＫＫＩＡＣ 

  ・国土交通省大阪航空局熊本空港 

  ・厚生労働省医政局及びＤＭＡＴ事務局 

  ・陸上自衛隊 

  ・菊池広域連合消防本部 

   さらに、県（保健医療調整部門）は、他県の関係者や県内の医療機関に対して、Ｅ

ＭＩＳにより、ＳＣＵ撤収について連絡する。 
 

② ＳＣＵの撤収 

    ＳＣＵ支援チームは、ＤＭＡＴ等とともに使用したＳＣＵ資機材を片付け、ＳＣＵ

資機材保管場所（Ｐ２参照）に運搬し、ＳＣＵコンテナに格納する。 
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③ 撤収完了の連絡 

   ＳＣＵの撤収が完了した後、速やかにＳＣＵ指揮所リーダーは県（保健医療調整部

門）へ撤収完了の連絡を行う。 

 

８．関係機関の役割※  

※主な業務内容であり、実際の状況に即して対応いただくことを想定している。 
 
（１）崇城大学（空港キャンパス） 

崇城大学は、ＳＣＵ展開に必要なスペースの確保、施設管理等に協力する。 

  ① ＳＣＵ展開スペースの確保 

・発災後、県（保健医療調整部門）からの要請があった場合は、格納庫の状況等を

確認したうえで、ＳＣＵ展開スペース確保の可否を回答する。 

   ・ＳＣＵ設置が決定した場合には、格納庫内の航空機、備品等を移動し、ＳＣＵ展

開スペースを確保する。 

   ・その他、ＳＣＵ運営ができるよう関係機関受け入れの準備（駐車スペースの確保

等）を行う。 

  ② 施設管理 

   ・ＳＣＵに関連する施設の利用について、関係者からの問い合わせ等に対応する。 

  ③ 入退構者管理 

   ・ＳＣＵの設置・運営のため、同大学空港キャンパスに立ち入る県職員、ＤＭＡＴ

隊員等の入退構の管理を以下のとおり行う。 

  【通知時期】 

   ・県（保健医療調整部門）又はＳＣＵ指揮所は、可能な限り、入構前までの間に、

通知可能となった時点で速やかに同大学へ通知 

  【通知内容】 

   ・入構者所属、氏名 

   ・入構車両番号 

    【通知手段】 

   ・以下の宛先へメールで通知し、送信した旨を電話連絡 

  【連絡先】 

   ・崇城大学空港キャンパス 

    Mail：kukojimu@arsp.sojo-u.ac.jp 

TEL ：096-233-0133 

  【事前通知ができなかった場合の対応】 

通常どおり大学正門の守衛室にて入構手続きを行うが、必要に応じて以下のとおり

確認を行う。 

・警察、消防、自衛隊：身分証又は車両（外観で識別可能なもの）により確認。 

   ・ＤＭＡＴ隊員：基本的に日本ＤＭＡＴ隊員証、ＤＭＡＴ隊員服又はＤＭＡＴカー

（外観で識別可能なもの）により確認。 

  【その他の入退構者】 

・報道関係者:入構不可 
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（２）ＫＫＩＡＣ 

ＫＫＩＡＣは、熊本空港の制限区域に入場するＳＣＵ関係者の入退場管理等に協力

する。 

① 制限区域内への入退場管理 

   ・ＳＣＵへの患者搬送等のため、ＳＣＵ関係者が制限区域へ入場する場合は、以下

のとおり県（保健医療調整部門）又はＳＣＵ指揮所からの通知を受けて、人及び

車両の確認を行う。なお、航空搬送患者等情報については、活動終了後または適

時の段階でＳＣＵ指揮所から通知を受ける。 

  【通知時期】 

・入場前までの間に、通知可能となった時点で速やかに 

【通知内容】 

・制限区域入場者及び車両通知書（参考様式）Ｐ４４参照 

・立入車両の自動車検査証記録事項（車検有効期間記載）の写し及び運転者の運転

免許証の写し（ＰＤＦ、写真等で可） 

【通知手段】 

・以下の宛先へメールで通知し、送信した旨を電話連絡 

・当日、手交による通知となる場合は、当日の集合時刻及び集合場所を電話にて連

絡するとともに、その旨を合わせて通知 

【連絡先（運用部または保安防災部のいずれかで可）】 

・運用部 

Mail：kkiac-unyou@kumamoto-airport.co.jp 

TEL ：096-202-3363 

・保安防災部 

Mail：kkiac-hoanbousai@kumamoto-airport.co.jp 

TEL ：096-202-3366 

【その他の入退場者】 

・報道関係者：入場不可 

・車両入場共通： 

原則として、警察、消防、救急車（何れも外観で識別可能なもの）を含め、あら

かじめ通知された車両のみ入場可とする。 
 

② 車両誘導 

   ・入場車両が制限区域内を走行する際に、ＳＣＵ指揮所等から誘導開始予定時刻及

び合流場所の連絡を受け、ＫＫＩＡＣの誘導車両等により誘導を行う。 

   ・車両入退場にあたっては、ＫＫＩＡＣの入退監視者が動線を指示する。 
 
  ③ ＳＣＵに関連する航空機が離着陸するためのスペースの確保 

   ※崇城大学空港キャンパス内での離着陸ができないため、ＳＣＵに関連する航空機

の離着陸は阿蘇くまもと空港で行う。 

 

（３）国土交通省大阪空港局熊本空港事務所 

   国土交通省大阪航空局熊本空港事務所は、ＳＣＵ運営にあたっての管制業務に協力

する。 

  ① 管制業務 

   ＳＣＵに関連する航空機の管制に係る業務を行う。 
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   ※崇城大学空港キャンパス内での離着陸はできないため、ＳＣＵに関係する航空機

は国土交通省大阪航空局熊本空港事務所が所管する管制と調整し離着陸を行う。 

（４）菊池広域連合消防本部 

菊池広域連合消防本部は、ＳＣＵ指揮所（搬送調整）に消防連絡調整員の派遣を行 

う。 
 
① 消防連絡調整員 

消防連絡調整員は、菊池消防救急車の動態管理を実施し、ＳＣＵ指揮所（搬送調

整）との連携、菊池消防救急車への予備情報の提供等の役割を担い、菊池消防救急

車及び派遣ＤＭＡＴ等の活動を支援する。 

 

（５）県（保健医療調整部門） 

県（保健医療調整部門）はＳＣＵの設置・運営にあたって、以下の用務を実施す

る。 

  ① 情報収集 

   ・県内の広域医療搬送等が必要な患者の情報収集 

   ・県外から熊本県ＳＣＵへ搬送が想定される患者の情報収集 

  ② 調整 

    ＳＣＵで患者が滞留（スタック）するおそれが生じた場合の近隣被災県との広域

医療搬送等の調整（患者の受入停止の決定等） 

  ③ 県外からのＤＭＡＴ派遣の要請（必要に応じて） 

   ・国（厚生労働省医政局又はＤＭＡＴ事務局）又は近隣県に対して、ＳＣＵへのＤ

ＭＡＴ派遣を要請 

  ④ 搬送運搬手段の確保 

  ・県内医療機関とＳＣＵとの間の患者搬送手段の確保（救急車やＤＭＡＴカー等） 

   ・ＳＣＵから広域医療搬送用航空機までの患者搬送手段（ＤＭＡＴカー等）の確保 

   ・ＳＣＵ設置に必要な資機材（テント等）の運搬車両及び動線の確保 

  ⑤ 環境整備 

   ・ＳＣＵ（診療部門）において不足する薬剤の手配 

   ・ＳＣＵにおける暑さ寒さ対策のための資機材（大型扇風機、電気毛布等）の手配 

   ・ＳＣＵで使用する自家発電機の燃料の手配 

   ・その他必要な資機材（Ｐ１５の「熊本空港ＳＣＵ資機材一覧」以外のもの）の手

配 

  ⑥ その他、ＳＣＵを円滑に設置・運営するために必要な連絡・調整等 

 

（６）県ＳＣＵ支援チーム（県職員２名） 

   県ＳＣＵ支援チーム（県職員２名）はＳＣＵにおいて以下の用務を実施する。 

① 前述（５．ＳＣＵ設置までの手順 （６）①）のＳＣＵ資機材の移動・準備 

② 県（保健医療調整部門）との連絡及び調整 

③ ＳＣＵにおけるＤＭＡＴカー等の駐停車位置の誘導、車両集中時の交通整理等 

④ その他、ＳＣＵ設置現場において、ＳＣＵを円滑に設置・運営するために必要な

業務 
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種別 番号 名称 メーカー 型番・品名等 数量

1 ＦＡＸ エプソン ＰＸ－１７００Ｆ 1

2 トランシーバー（簡易業務用無線機） 八重洲無線 ＶＸＤ４５０Ｒ 5

3 プリンター キャノン ＬＢＰ９２００Ｃ 1

4 プロジェクター ソニー ＶＰＬ－ＤＸ１４６ 2

5 プロジェクタースクリーン ケイアイシー ＫＰＲ－６０ 2

6 ホワイトボード コクヨ ＢＢ－Ｒ９３６ＷＷ 7

7 デジタルカメラ ソニー ＤＳＣ－ＴＸ３０ 1

8 デジタルビデオカメラ ソニー ＨＤＲ－ＰＪ３９０ 1

9 折りたたみテーブル ロゴス ４ＦＤインテグラワイドテーブル 10

10 折りたたみ椅子 コールマン スリムキャプテンチェア 20

11 拡声器(メガホン） ＴＯＡ ＥＲ－１１０６Ｓ 2

12 電源コード（ドラム） 日動工業 ＦＷ－Ｅ３３ 5

13 テーブルタップ パナソニック ＷＣＨ２４３６３Ｈ 7

14 コンセントアダプター（アース付） サンワサプライ ＴＡＰ－ＡＤ２Ｎ 20

15 簡易ベッド（折り畳み式） ロゴス ＦＤコットＤＸ 20

16 毛布 三共毛織 ＫＬ１２６０（カネカロン） 50

17 担架（ストレッチャー） ファーノ
ポールストレッチャー　モデル１０８
－AF

8

18 点滴架台 松吉医科器械 MY-HLST1（折りたたみ式ガートル台） 10

19 ターポリン担架 ノルメカエイシア ターポリン担架 16

20 レスキューカー（患者搬送用台車）
(社福)東京コロニー
東京都葛飾福祉工場

レスキューカー（折りたたみ救護車） 1

21 バックボード ファーノ モデル２０１０ 6

22 廃棄物入れ ムラテック リスペールＢＨ－Ｅ５０Ｋ 5

23 ブルーシート アイリスオーヤマ ＃３０００　５．４ｍ×７．２ｍ 5

24 折りたたみ式リヤカー
(社福)東京コロニー
東京都葛飾福祉工場

アルミ製折りたたみ式リヤカー 2

25 かご台車 ワコーパレット ＷＫＰ－１１８０ 6

26 大型テント（エアー型） 太陽工業 ＭＱ５６２Ａ 4

27 蛍光灯 太陽工業 蛍光灯 16

28 投光器（バルーン） ライトボーイ ＬＢ４２ＢＷ－３ 4

29 発電機① 本田技研工業 ＥＭ５５ｉｓ 2

30 発電機② 本田技研工業 エネポＥＵ９ｉＧＢ 2

31 ガソリン携行缶（空のもの） 大自工業 Ｆ－５２（２０Ｌ）　※3つ中2つは県庁
保管

3

32 冷房装置（大型テント用） デンソー スポットクーラー10HR-P1 2

33 暖房装置（大型テント用） オリオン ジェットヒーターHS290-L 2

34 コンテナ 日本トレクス 自立式多機能シェルター 1

35 コンテナ用台車 佐野車輛製作所 ４輪ナックル式トレーラー 1

※黄色網掛け：旧熊本県防災消防航空センター（熊本県上益城郡益城町杉堂９０１−２３）内のコンテナ保管分
　（網掛けなし：医療政策課内保管分）

熊本空港ＳＣＵ資機材一覧

通信機器
記録機器

備品

環境整備

資機材
保管庫
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設営・収納説明動画（Youtube） 22-17



22-18



         

22-19



         

22-20



         

22-21



         

22-22



         

22-23



         

22-24



         

22-25



         

22-26



         

22-27



         

22-28



         

22-29



         

22-30



単品 気管挿管セット 3セット
喉頭鏡又はビデオ喉頭鏡 挿管チューブ　 6/7/8 各１
ブレード　2/3/4 各１ カフ用シリンジ　　　　10cc 1

気切用カニューレ　 7mm 1 気管チューブホルダー 1
輪状甲状靭帯穿刺用キット 2 スタイレット 1
マギール鉗子 1
開口器 2 器械類（単包）
舌鉗子 2 　ペアン（曲） 1
バイトブロック 3 　クーパー 1
挿管チューブ固定用テープ 各種 　持針器 1
リザーバー付きマスク 3 　有鈎摂子 1
酸素延長チューブ 3 　筋鈎 1
酸素延長チューブコネクター 3
フィルター 2 静脈路確保セット 3セット
吸引カテーテル　6.12Fr 各3 静脈留置針　　18/20/22G 各１
経鼻エアウェイ　6.7.8mm 各1 骨髄輸液針 option 16/18G 各１
バックバルブマスク 2 駆血帯　　　　　　 1
ポンプ用輸液セット 3 アルコール綿 3
小児用輸液セット 3 点滴回路（ポンプ） 1
三活付延長チューブ 3 三方活栓付延長チューブ 1
注射用シリンジ1ｍｌ 3 固定用透明フィルム 1
注射用シリンジ2.5ｍｌ 5 固定用絆創膏 2
注射用シリンジ5ｍｌ 5 輸液（生理食塩水） option 1
注射用シリンジ10ｍｌ 5
注射用シリンジ20ｍｌ 5
注射用シリンジ50ｍｌ 3 経皮的局所麻酔剤 1
18Ｇ注射針 30 手袋（未滅菌） 1
23Ｇ注射針 10 サージカルマスク 1箱
静脈留置針　18/20/22/24Ｇ 各3 ＳｐＯ２モニター 1
カテラン針22/23Ｇ 各5 血圧計 2
保護栓 15 電池（喉頭鏡用） 各種
アルコール綿 適宜 モニター用電池 各種
穴開きドレープ 1 心電図モニター用電極（シール） 3セット
ガーゼ　八つ折 1 聴診器 2
ディスポメス　№11 1 ペンライト 1
針付きナイロン縫合糸　3-0 1 体温計 1
消毒用綿球、摂子 各1 はさみ 1
滅菌手袋　6/6.5/7/7.5 各１ 医療搬送カルテ 10
固定用絆創膏 5 トリアージタッグ 20

筆記用具 5
バインダー 5
ＳＣＵ受付用紙 20
カーボン用紙 5

ＤＭＡＴ標準医療資機材

DMAT赤バッグ医療資機材

Ver.3.0(2023年4月28日改訂)

単品

22-31



単品 器械類（単包）
静脈留置針　14G 2 　ペアン（曲） 4
気胸セット 2 　コッヘル（直） 2
コネクター付きコネクティングチューブ 2 　モスキートペアン(曲) 2
胸腔ドレーン　28Fr、20Fr 各2 　クーパー 3
消毒用綿球 4 　持針器 3
ナイロン縫合糸　　　3-0、0号 各2 　有鈎摂子 3
ディスポメス　№11、10 各2 　無鈎摂子 1
8つ折ガーゼ 5   筋鈎 1
4つ折ガーゼ 5   ゾンデ 1
穴あき滅菌ドレープ 2 　攝子 3
滅菌ドレープ 2
スキンステイプラー 1 胃管セット（２セット）
滅菌手袋　6/6.5/7/7.5 各2 胃管　16/18Fr 各１
固定用絆創膏 2 胃管用三方活栓 1
固定用透明フィルム 10 排液用バッグ 1
弾性包帯3号 2 吸引用シリンジ 1
弾性包帯4号 5 固定用絆創膏 1
ネックカラー　成人用 1
バストバンド　M・L 各１ 腸管脱出セット（１セット）
スプリント 1 ビニール袋（できれば滅菌） 1
三角布 3 生食100ml 1
エスマルヒ又は止血帯 1 １８G注射針 1
膀胱留置カテーテル14Ｆｒ 1 固定用絆創膏 1
血糖測定器 1 ガーゼ　四つ折（20） 1
血糖測定用チップ 10 食品用ラップ　　option 1
平オムツ 2
ゴミ袋 1 穿通性外傷（１セット）
手袋（未滅菌） 1 固定用タオル 2
体温計 1 固定用絆創膏 1

薬剤 骨盤骨折（１セット）
洗浄用生食500ｍｌ 1 シーツ 1
ポビドンヨード液 2 チューブ鉗子 2
クロルヘキシジン 1 固定用テープ　7.5cm幅 1
経皮的局所麻酔剤 2 骨盤固定帯　option 1

フレイル外固定セット（１セット）
固定用タオル 1
固定用絆創膏 1

ＤＭＡＴ標準医療資機材

DMAT黄バッグ医療資機材

Ver.3.0(2023年4月28日改訂)
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単品 器械類（単包）
中心静脈路キット　（ダブル） 2 ペアン（直） 2
ポンプ用輸液回路 5 コッヘル（直） 2
小児用輸液回路 5 モスキートペアン(曲) 2
三活付延長チューブ 5 クーパー 1
ナイロン縫合糸　　　　　3-0 2 持針器 1
滅菌手袋　　6/6.5/7/7.5 各1 有鈎摂子 1
消毒用綿球 3 無鈎摂子 1
ディスポメス　№11.10 各1 筋鈎 1
穴開きドレープ 3 攝子 3
滅菌ドレープ 2
4つ折ガーゼ 10 胃管セット（1セット）
8つ折ガーゼ 5 胃管　16/18Fr 各１
スキンステイプラー 1 胃管用三方活栓 1
尿道留置カテーテル14Ｆｒ 2 排液用バッグ 1
手袋（未滅菌） 1 経皮的局所麻酔剤 1
速乾性手指消毒剤 1 吸引用シリンジ 1
アルミシート 3 固定絆創膏 1
平オムツ 2
網包帯（中） 1 単品
ゴミ袋 1 ネックカラー　成人/小児 各1
針捨てＢＯＸ 1 固定用スプリント 1
ハザードバック 1

ＤＭＡＴ標準医療資機材

DMAT緑バッグ医療資機材

Ver.3.0(2023年4月28日改訂)
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体外式自動除細動器（ＡＥＤ） 1

携帯型超音波診断装置（ガイド下穿刺が可能なエコーが望ましい）
※エコープローブカバー

1

移動用モニター（付属品含む）（※） 2
　モニター用充電コード 2
　モニター用予備バッテリー 2
輸液ポンプ（※） 2
　ポンプ用充電コード 2
携帯用吸引器 1
携帯型人工呼吸器（付属品含む）（※） 1
　（酸素駆動型人工呼吸器は酸素ボンベとの適合性を考慮）
　呼気終末CO2モニターoption 1
バックボード 1
　バックボード用ストラップ 1
　固定用結束バンド（※※） 1
酸素ボンベ　500L 2
　減圧弁 1
　流量計 1
毛布 2
ターポリン担架 2

※モニター、輸液ポンプ、人工呼吸器、ＡＥＤ、携帯型吸引器については長時間
　　バッテリー駆動が可能なものが望ましい

※※バックボードへの資機材固定用バンドについて（結束バンド）

メーカー　ＯＨＭ（オーム）電機

名称　　　幅広ロックタイ

370㎜　50本入り　結束内径102㎜　引張強度54.4ｋｇ　幅7.6㎜

DMAT標準医療機器・関連機材

Ver.3.0(2023年4月28日改訂)

結束バンド（インシュロック）は以下のものを推奨しますがこれに準ずるものであれば可能です。
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対象３人

区　分 薬品名 数　量 備　考

生理食塩液 500ml 3

リンゲル液 500ml 5

20%Ｄ-マンニトール注射液 300ml 1

7%炭酸水素ナトリウム注射液 250ml 1

7%炭酸水素ナトリウム注射液 20ml 5

生理食塩液 100ml 5

生理食塩液 20ml 10

5%ブドウ糖液 20ml 5

アドレナリン注0.1％シリンジ /ボスミン1㎎ 5

塩酸リドカイン0.2％静注用シリンジ /2％キシロカイン5ml 3

アトロピン注0.05％シリンジ 3

ロクロニウム臭化物 3 毒　薬

ブリディオン500㎎ 2

レペタン0.2mg 第2種向精神薬

ソセゴン注射液 15mg 第2種向精神薬

ミダゾラム注射液 2ml 5 第3種向精神薬

セルシン注射液 5mg 5 第3種向精神薬

0.3%塩酸ドパミン注 600mg 1

2%塩化カルシウム注射液 20ml、または8.5%グ
ルコン酸カルシウム注射液 5ml

5

0.5mol硫酸マグネシウム注射液 20ml 5

50%ブドウ糖液 20ml 4

塩酸ニカルジピン注射液　2mg 5

ソル・メドロール125mg 5

ワソラン静注 5mg 3

アセリオ静注液1000㎎ 3

処置・内服
ケイキサレート散５ｇ/ジルコニウムシクロケイ
酸ナトリウム水和物５g

12

10%ポビドンヨード液 250ml 1

キシロカイン注ポリアンプ1％ 10ml 10

注射用蒸留水 20ml　 10

吸入 メプチンエアー10μg 1

スプレー ミオコールスプレー 0.3mg 1

麻薬 ※塩酸ケタミン静注用 200mg 1 麻　薬

DMAT標準薬剤リスト

Ver.3.0(2023年4月28日改訂)

細胞外液補充液

その他輸液

麻薬がないとき
どちらか10

処置

その他

※「DMAT 登録医師が麻薬施用者免許を受けた都道府県以外にDMAT として出場する際に麻薬を携行・施用すること
は差し支えない」との見解を厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係に確認済み（2011年5月）

※規格違いや同種同効薬への変更については同程度の効果が得られるような濃度・本数を各施設で考慮して下さい。
また、災害の種類とフェーズに応じて必要な医薬品を各施設の判断で追加してください。

蘇生薬剤一式
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１チーム（隊員５名）を想定
区分 品名 数量 備考

モバイルパソコン 2台
　　モバイルルーター 1個
　　LANケーブル 2本
　　ＵＳＢメモリースティック　 １個 １Ｇ程度

　　マイク付ヘッドセット（ウェブ会議用） 2個
※モバイルパソコン台数と同数
※ウェブカメラ及びウェブ会議用スピーカー
フォンがあると望ましい

モバイルプリンター 1台 プリンタードライバー付
　　プリンター用紙 500枚
    プリンターインクカートリッジ 2組
デジタルカメラ １式
衛星携帯電話（データ通信対応機種） 1式 BGAN・ワイドスターⅡ/Ⅲ等
携帯電話 1式 災害時優先電話が望ましい
トランシーバー 5式 可能であれば簡易業務用無線
拡声器 １台
テーブルタップ 3個
電源プラグ変換器（3P-2P変換） 2個
ポータブル電源 1台
車載用ＡＣコンセント（インバーター） 1個
ノート（筆記用具） 5冊
簡易白板用シート 1箱 ポリオレフィン製
　　ホワイトボードマーカー 10本 黒・赤・青
被災地域地図（広域：都道府県地図） １冊
被災地域地図（詳細：市町村地図） １冊

DMAT標準資機材（ロジスティクス関連機材）

通信機器
＆

記録機器

Ver.3.1(2025年5月8日改定)
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電波時計 1個
携帯ラジオ（可能であればワンセグＴＶ） 1台
車載カーナビ（可能であればＴＶ対応） 1台
ゴミ袋 20枚
ガムテープ 1個
トラテープ 1個
ロープ（10m程度） 1本
ティッシュペーパー 5箱
ウエットティッシュ 5個
荷造り紐 1個
毛布 5枚
寝袋 5個 冬季・寒冷地
ポリタンク（折りたたみビニール製） 1個
簡易トイレ 5個
懐中電灯 2個
道路地図 1冊
被災地近隣地図 １冊
ブルーシート 1枚
万能ナイフ 1個
ビニールカッパ 5個
ごみ箱（針捨てBOX） 1個 感染性廃棄物用
タイヤチェーン １組 冬季・寒冷地（スタットレス可）
ミネラルウオーター（500ml×24入り） 2箱
非常食（例：パン缶・惣菜缶等） 20食
インスタントコーヒー・お茶・味噌汁 1箱
カセットコンロ（簡易ストーブ） 1式
カセットコンロ用ボンベ 2個
やかん 1個
簡易食器 1式
紙コップ 20個
割り箸 50膳

※収納にあたっては、コンパクトで機能的なケース等を用いたパッキングをおこなうこと。

生活用品
・

雑　品

非常食

調理器具
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区分 品名 数量 備考
服装　➀

(非現場活動時
〈本部・病院支援等〉)

DMATユニフォーム
（ポロシャツ・ベスト等）

1
非現場活動時の服装例については

  DMAT事務局より別途例示する

DMATユニフォーム
（災害服（上下）・ジャケット等）

1

帽子 1
手袋 1
安全靴 1
ヘルメット 1
ヘッドランプ 1
　　　ヘッドランプ用乾電池 2
ゴーグル 1
肘あて・膝あて 1
感染防護衣 1
ウエストバック 1
防塵マスク 1
レインコート・ポンチョ・カッパ 1 雨具
防寒着 1 冬季
白衣・手術着等 1 病院支援時に状況に応じ着用
アイガード又はフェイスシールド 3枚 上記ゴーグルでも可
ガウン 5枚
サージカルマスク 10枚
N95 5枚
日本DMAT隊員登録証 1
自動車運転免許証 1 免許所有者
腕時計（秒針付き） 1
携帯電話 1
　　携帯電話充電器 1
着替え 1式 概ね3日
タオル 1式
洗面道具 1式
常備薬 1式 必要に応じて
現金（小銭を含む） 1式 別にチームとして必要額
名刺 20

区分 品名 数量 備考
速乾性手指消毒剤 1
聴診器 1
ペンライト、乾電池 1
サージカルマスク 5
N95 2

アイガード又はフェイスシールド
※上記ゴーグルでも可

1

固定用テープ（2.5㎝） 1
包帯 1
三角巾 1
サインペン・ボールペン 1
はさみ 1
ガーゼ 1
プラスティック手袋 5

ウエストバック内装備 ウエストバックにて常に携行

DMAT標準装備（個人装備）１

Ver.3.1(2025年5月8日改訂)

服装　②
（現場活動時）

個人装備

DMAT標準装備（個人装備）２

Ver.3.0(2023年4月28日改訂)
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搬送先 搬出時間

搬出管理者
サイン

MATTS　ＩＤ
ＥＭＩＳ入力者

サイン

安定化処置 □　済

SCUからの
搬送手段

□自動車（　　　　　　　　　　　）　　□航空機（　　　　　　　　　　　　)

　　　□ヘリ　（　　　　　　　　　　　　）　　□船舶　（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　 □列車　　　　　　□徒歩　　　　　　 □その他（　　　　　　　　　　）

　特記事項

　人工呼吸器 　　　　　　　　　○ 要　　　　　　　　　　 ○ 不要

備考
（主に診療情報）

傷 病 名

□ 集中治療管理が必要な病態･手術など侵襲的処置が必要な病態

　　□ 頭部･体幹･四肢外傷　　　　□ クラッシュ症候群

　　　　□ 広範囲熱傷　　　　　　　　　　□ その他

病名（疑いを含む）

　性　　　別 ○　男　　　　　○　女 年　　　齢 　　　　　　　　　　　　　　　歳

出発病院 病院出発時刻 　　　　

SCUへの
搬送手段

 □自動車（　　　　　　　　　　　）　　□航空機（　　　　　　　　　　　　)
　　□ヘリ　（　　　　　　　　　　　　）　　□船舶　（　　　　　　　　　　　　）
　　　　□列車　　　　　　□徒歩　　　　　　 □その他（　　　　　　　　　　　）

ＳＣＵベッドＮｏ

患者氏名
（ひらがな） 　　　姓 ：　　　　　　　　　　　　　　　名 ：

ＳＣＵ受付用紙
Ver20220216

項目 記載欄

現在日時
（SCU到着時刻）

　　　　　　　　　　月　　　　　　　　日　　　　　　　　　時　　　　　　　　分
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医療搬送カルテ 20130820

医療搬送カルテ（災害時診療情報提供書）
患者氏名：
性別： M F 年齢 歳（ 年 月 日生）

緊急連絡先：

家族氏名： (続柄） 連絡 済・未

最初の出発地： 病院・センター

出発日時： 月 日 時 分

-1-

MATTS入力 ＩＤ

出発地・（時刻） （搬送手段） 到着地・（時刻）

（ 時 分） ⇒（ ）⇒ （ 時 分）

（ 時 分） ⇒（ ）⇒ （ 時 分）

（ 時 分） ⇒（ ）⇒ （ 時 分）

（ 時 分） ⇒（ ）⇒ （ 時 分）

広域医療搬送時には以下をチェック

傷病名 既往歴
アレルギー

受傷機転 家族情報

所属
サイン

SCU時間経過

搬入時間
所属 サイン

： ：

搬出時間
所属 サイン

： ：

広域医療不搬送基準

重症体幹四肢外傷
①FiO2 1.0下の人工呼吸でSpO2 95%未満
②急速輸液1000ml後に、収縮期血圧60mmHg以下

頭部外傷
①意識がGCS≦8またはJCS3桁で、かつ両側瞳孔散大
②頭部CT検査で中脳周囲脳槽が消失

搬送決定

レチェック 拠点
病院

SCU

不搬送決定

決定時間
：

所属 サイン

該当あり

該当なし

使用資機材

生体モニター

人工呼吸器

酸素

輸液ポンプ

シリンジポンプ

医療搬送を考慮すべき内因性病態例
□集中治療管理が必要な病態、手術など侵襲的処置が必要な病態

□その他；

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

脳炎、髄膜炎

気管挿管
人工呼吸

呼吸不全

ショック

カテコラミンや
機械によるサポート

ARDS、重症肺炎

肺塞栓

ACS

Sepsis

急性中毒

急性脳梗塞、脳出血、SAH

開胸、開腹術後

自然気胸

腸閉塞

進行悪性腫瘍

腹膜炎

大動脈解離

医療搬送を考慮すべき外傷病態
□頭部・体幹・四肢外傷

□クラッシュ症候群 輸液１L後 □利尿無し □利尿あり
□広範囲熱傷

Ａ

Ｂ

気管挿管
人工呼吸

Ｃ

Ｄ

胸腔ドレナージ

ＦＡＳＴ

骨盤X-P

気道内出血

大量気漏
大量血胸（５００ｍｌ以上）

心囊液貯留
腹腔内液体貯留

骨盤骨折（不安定型）
安定型（ショック＋）

腹膜刺激症状

大動脈損傷
気管気管枝損傷
横隔膜損傷

多重長幹骨骨折
重症軟部組織損傷

安定型骨盤骨折（止血治療必要）

GCS≦１３で
意識レベルの悪化傾向
瞳孔不同
片麻痺
頭蓋骨開放骨折

急性硬膜外血腫
脳挫傷が主体でない

中硬膜動脈や静脈洞
を横切る骨折

頭部ＣＴで脳損傷
GCS≦１３
出血素因を持つ頭部外傷
気管挿管を要する頭部外傷
頭蓋底骨折

医療搬送カルテ 20171125
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広域医療搬送時の航空医学処置

-2-

□頭部 □未

□その他（部位 ）

時 分

CT
実施チェック・所見記載

□施行 □未
時 分

FAST（US)
実施チェック・所見記載

□胸部 □未

□骨盤 □未

□ □未

時 分

Xp
実施チェック・所見記載

血液検査

時 分

病院検査所見

WBC Hb Ht Pl t      t 

pH PaO2 PaCO2 BE （条件 ）

Na           K Cl             Ca CK         

医療搬送カルテ 20171125

□点滴内の空気抜き□胃管挿入
□身体固定 □胸腔ドレーン

ＳＣＵから搬出前
に確認せよ

ＥＣＧ
（ＡＣＳなど必要時）

時間・場所

意識レベル

瞳孔径（右/左）（mm）

対光反射（右/左）

呼吸回数（回/分）

血圧（mmHg）

脈拍数（回/分）

Sp０2（％）/条件

体温（℃）

点滴（投与量/積算量）

尿量（投与量/積算量）

所属・サイン
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胸腔ドレーン（ Ｆｒ）

気道確保
気管挿管（ ｍｍ ｃｍ ）
気管切開 （ ｍｍ ）
エアウェイ

静脈路確保 （ G）

留置バルーン（ Ｆｒ ｃｃ）

酸素投与（ Ｌ マスク カヌラ）
人工呼吸器（換気条件：MV L, RR /分, FiO2 ）

胃管 （ Ｆｒ ｃｍ）

胸腔ドレーン（ Ｆｒ）

静脈路確保 （ G）

中心静脈路確保
（ Ｓ W T ｃｍ )

身体所見と処置

-3-医療搬送カルテ 20171125

時間・場所

意識レベル

瞳孔径（右/左）（mm）

対光反射（右/左）

呼吸回数（回/分）

血圧（mmHg）

脈拍数（回/分）

Sp０2（％）/条件

体温（℃）

点滴（投与量/積算量）

尿量（投与量/積算量）

所属・サイン
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収容施設名： 病院到着時刻： 時 分

担当医師名： 確定診断

家族への連絡：済 ・ 未
①この医療搬送カルテは後日に回収いたします。大切に保管してください。

②患者到着後、本枠内の未記載事項を記入し、厚生労働省DMAT事務局まで全頁をファックス下さい。

お手数をおかけしますが、皆様のご協力をお願い致します。

厚生労働省DMAT事務局 FAX：042-526-5535

自由記載欄（各記載の最初に「時刻」、最後に「施設名」「記載者名」を記入のこと）
例）12:00  SCU到着時 胸腔ドレーンの屈曲あり ○○病院 鈴木

-4-

収容先医療機関記載欄

医療搬送カルテ 20171125         
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参考様式 

制限区域入場者及び車両通知書 

熊本国際空港株式会社                  （提出年月日）  年  月  日 

代表取締役社長 殿 

所 属 

責任者氏名 

入場（予定）日時 年  月  日 午前・午後   時   分 

入場（集合場所）  

誘導経路 ・SCU～航空機  ・SCU～空港外 ・空港外～SCU（又は機体） 

車両登録番号※（ナンバー）  

 所 属  氏 名 

１ 運転者※   

２ 同乗者   

３ 同乗者   

４ 同乗者   

５ 同乗者   

※立入車両の自動車検査証記録事項（車検有効期間記載）の写し及び運転者の運転免許証の写

し（PDF、写真等）を添付して下さい。 

【提出に関する注意事項】 

■ 誘導依頼について 

・制限区域入場には熊本国際空港株式会社への誘導依頼が必要です。 

・入場の可能性が出た段階で、速やかに電話連絡してください。 

■ 通知時期 

・入場前までの間に、通知可能となった時点で速やかに通知してください。 

・すべての情報が揃う前に判明した事項から通知して頂いて問題ありません。 

■ 通知手段 

・以下の宛先へメールで通知し、送信した旨を電話連絡してください。 

・当日、手交による通知となる場合は、当日の集合時刻及び場所を電話にて連絡するととも

に、その旨を合わせて通知してください。 

■ 連絡先（運用部または保安防災部のいずれかで可） 

【メール】 

・運 用 部：kkiac-unyou@kumamoto-airport.co.jp 

・保安防災部：kkiac-hoanbousai@kumamoto-airport.co.jp 

【電話】 

・運 用 部：096-202-3363 

・保安防災部：096-202-3366 
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